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中
世
か
ら
近
世
へ
の
移
行
期
に
お
け
る
都
市
統
治
の
構
造
と
機
能

帝
国
自
由
都
市
マ
イ
ン
ツ
の
都
市
参
事
会
統
治
を
中
心
に

神

寶

秀

夫

問
題
提
起

筆
者
は
、
本
稿
に
お
い
て
、
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
ド
イ
ツ
都
市

ひ
い
て
は
、
当
時
の
「
ク
ニ
」
一
般

に
お
け
る

統
治
構
造
と
統
治
機
能
の
変
化
を
解
明
し
た
い
と
思
う
。

察
対
象
は
一
五
世
紀
中
葉
の
帝
国
自
由
都
市
マ
イ
ン
ツ
、
特
に
、

当

市
の
統
治
体
制
を
、
マ
イ
ン
ツ
大
司
教
の
都
市
君
主
組
織
と
共
に
構
成
し
て
い
た

都
市
参
事
会
統
治
で
あ
る
。
そ
し
て
、
一
五

世
紀
の
都
市
参
事
会
統
治
を
事
例
に
し
て
、
都
市
の
統
治
構
造
と
統
治
機
能
に
つ
い
て
の
、
中
世
か
ら
近
世
へ
の
移
行
過
程
に
お
け

る
「
変
容
」
と
「
断
絶
」
の
解
明
の
た
め
の
手
が
か
り
を
得
る
こ
と
に
努
め
た
い
と
思
う
。
マ
イ
ン
ツ
大
司
教
位
フ
ェ
ー
デ
に
巻
き

込
ま
れ
、
そ
れ
に
敗
北
す
る
こ
と
に
よ
り
、
一
四
六
二
年
、
帝
国
自
由
都
市
か
ら
選
定
侯
都
市＝

領
邦
都
市
へ
と
降
格
し
た
マ
イ
ン

ツ
市
は
、
そ
の
解
明
の
た
め
の
格
好
の
対
象
で
あ
る
。
こ
の
降
格
は
、
従
来
よ
り
、
ド
イ
ツ
領
邦
国
家
形
成
史
に
お
け
る
「
画
期
的

事
件
」
と
し
て
著
名
で

（
１

あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
課
題
は
、
さ
ら
に
、
統
治
体
制
史
（＝

国
制
史
」）
の
観
点
か
ら
し
て
、
一
五
世
紀
を
歴
史
的
に
、
つ
ま
り
、

時
代
区
分
論
的
に
、
何
処
に
位
置
づ
け
れ
ば
よ
い
の
か
の
手
が
か
り
を
発
見
す
る
こ
と
に
も
な
る
。
従
来
、
近
世
に
相
当
す
る
時
代

一
九
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は
「
絶
対
主
義
化＝

中
央
集
権
化
」
が
進
ん
だ
近
代
前
半
期
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
中
世
と
の
異
質
性
が
強
調
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
、

こ
の
「
中
世
と
近
代
と
の
乖
離
」
に
対
し
種
々
批
判
が
な
さ
れ
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
は
、
近
世
に
お
け
る
「
非
絶
対
主
義＝

前
近

代
」
的
側
面
が
強
調
さ
れ
、
時
に
は
、
近
世
を
「
長
い
中
世
」
の
後
半
期
と
把
握
す
る
学
説
も
有
力
と

（
２

な
っ
た
。
し
か
し
、
今
日
に

お
い
て
は
、” H

isto
risch

e Z
eitsch

rift,
B
d
.269 H

eft 1 ff.,
1999 ff.“

や” G
eb
h
a
rd
t,
10.

A
u
fla
g
e,
2001 ff.“

の
時
代

区
分
が
示
す
よ
う
に
、
近
世
は
、
中
世
と
近
代
と
の
間
に
位
置
す
る
「
固
有
の
時
代
」
と
し
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
が
一
般
的
に
な
り
、

筆
者
も
以
前
か
ら
こ
の
立
場
を
と
っ
て

（
３

き
た
。

だ
が
、
中
世
が
近
世
へ
と
革
命
的
に
変
化
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
最
近
は
、
近
世
へ
の
変
化
は
既
に
中
世
末
期
に
始
ま
っ

て
い
る
こ
と
が
、
再
び
注
目
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
筆
者
は
、
近
世
に
お
い
て
突
如
登
場
し
て
く
る
「
断
絶
」
の
側
面
の
み
な
ら

ず
、
中
世
の
国
制
的
、
政
治
的
、
法
的
な
形
態
が
ど
の
よ
う
に
「
変
容
」
を
遂
げ
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
側
面
に
も
注
目
し
、
こ
の

二
側
面
の
観
点
か
ら
、
一
五
世
紀
の
帝
国
自
由
都
市
の
参
事
会
統
治
の
あ
り
方
の
解
明
に
努
め
る
こ
と
に
し
た
い
。
な
お
、
別
稿
で

明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
当
市
で
は
、
一
三
三
一
年
以
降
の
帝
国
自
由
都
市
段
階
に
お
い
て
も
、
市
民
及
び
都
市
参
事
会
は
大
司
教

に
対
し
定
期
的
に
「
臣
従
誓
約
」
を
果
た
し
続
け
、
大
司
教
の
都
市
君
主
権
を
認
め
続
け
て
い
た
。
市
民
自
治
組
織
の
上
に
都
市
君

主
権
が
位
置
す
る
と
い
っ
た
「
重
層
的
二
元
主
義
」
構
造
が
一
四
世
紀
中
葉
に
確
立
し
た

（
４

こ
と
が
、
本
稿
の

察
の
前
提
で
あ
る
。

以
下
、
一
で
主
要
史
料
の
性
格
を
確
認
し
た
後
、
二
に
お
い
て
都
市
参
事
会
構
成
を
、
三
に
お
い
て
都
市
参
事
会
権
限
（
立
法
、

司
法
、
行
政
）
を
、
四
で
市
民
・
住
民
の
「
家
」
の
展
開
を

察
し
、
最
後
に
、
五
で
領
邦
都
市
段
階
で
の
統
治
構
造
と
比
較
し
、

近
世
へ
の
「
変
容
」
と
「
断
絶
」
を

え
て
み
た
い
と
思
う
。

中
世
か
ら
近
世
へ
の
移
行
期
に
お
け
る
都
市
統
治
の
構
造
と
機
能

一
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一

主
要
史
料

１

『
平
和
法
典
』（
Ｄ
）（
一
四
三
七
〜
一
四
四
四
年
編
纂
）

『
平
和
法
典
』は
、
基
本
的
に
は
刑
法
典
に
し
て
刑
事
訴
訟
法
典
で
あ
る
。テ
キ
ス
ト
と
し
て
は
、Fra

n
z Jo

sep
h M

o
n
e
H
rsg

.
,

D
a
s F

ried
en
sb
u
ch d

er S
ta
d
t M

a
in
z.
U
m
 
1430,

in
:
Z
eitsch

rift fu
r d
ie G

esch
ich
te d

es O
b
errh

ein
s,
B
d
.
V
II,

1855,
S
.
8
28

を
使
用
す
る
。

モ
ネ
が
一
八
五
五
年
に
翻
刻
し
た
こ
の『
平
和
法
典
』（
Ｄ
）（
序
及
び
九
四
箇
条
）は
、
一
五
世
紀
中
葉
に
都
市
参
事
会
が
作
成
し

都
市
紋
章
を
付
し
た
マ
ヌ
ス
ク
リ
プ
ト
（
マ
イ
ン
ツ
市
立
図
書
館
所
蔵
、
小
フ
ォ
リ
オ
版
羊
皮
紙
四
九
葉
）
の
前
半
部
（
フ
ォ
リ
オ

一
〜
二
九
ａ
）
を
活
字
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

本
マ
ヌ
ス
ク
リ
プ
ト
全
体
の
構
成
は
、
次
の
ご
と
く
で

（
５

あ
る
。

１
）
フ
ォ
リ
オ
一
〜
二
九
ａ
‥
『
平
和
法
典
』。

２
）
フ
ォ
リ
オ
二
九
ｂ
‥
ユ
ダ
ヤ
人
誓
約
（
別
人
の
筆
跡
）。

３
）
フ
ォ
リ
オ
三
〇
ａ
〜
三
四
ａ
‥
白
紙
。

４
）
フ
ォ
リ
オ
三
四
ｂ
‥
毎
年
の
『
平
和
法
典
』
告
知
に
関
す
る
指
令
。

５
）
フ
ォ
リ
オ
三
五
〜
四
〇
‥
ブ
ド
ウ
酒
小
売
業
及
び
市
門
閉
鎖
に
関
す
る
協
定
（
一
四
三
五
年
一
月
七
日

。

６
）
フ
ォ
リ
オ
四
一
〜
四
二
‥
『
平
和
法
典
』
に
関
す
る
市
長
、
都
市
参
事
会
、
三
名
の
ツ
ン
フ
ト
参
事
会
員
、
平
民
団
体
の

た
め
の
個
別
規
定
及
び
誓
約
定
式
。

７
）
フ
ォ
リ
オ
四
二
〜
四
五
‥
一
四
四
四
年
一
二
月
二
三
日
付
け
の
、『
平
和
法
典
』
の
付
加
条
項
、
都
市
行
政
規
定
。

８
）
フ
ォ
リ
オ
四
七
〜
四
八
‥
一
四
六
二
年
以
後
の
都
市
参
事
会
員
の
た
め
の
誓
約
定
式
（
別
人
の
筆
跡
）

中
世
か
ら
近
世
へ
の
移
行
期
に
お
け
る
都
市
統
治
の
構
造
と
機
能

一
九
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こ
の
マ
ヌ
ス
ク
リ
プ
ト
は
、
都
市
参
事
会
が
作
成
し
た
行
政
（
立
法
、
裁
判
を
も
含
む
広
義
の
行
政
概
念
、
つ
ま
り
統
治
）
文
書

で
あ
る
。
こ
の
文
書
の
最
初
の
部
分
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、『
平
和
法
典
』（
Ｄ
）の
重
要
性
、
及
び
、
都
市
参
事
会
立

法
に
よ
る
法
典
と
し
て
の
性
格
（
後
述
）
が
如
実
に
現
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
本
法
典
の
条
項
は
一
四
世
紀
中
葉
ま
で
の
中
世
的
な

「
締
約
」（S

a
tzu

n
g

）で
は
な
く
、
立
法
機
関
と
し
て
の
参
事
会
が
制
定
す
る
法
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
な
お
か
つ
、
本
法
典
で

は
、
従
来
の
旧
条
項
が
改
正
さ
れ
つ
つ
並
べ
替
え
ら
れ
、
新
条
項
が
付
加
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
新
た
な
編
纂
に
主
体
的
に
参
与
し
た

の
が
都
市
法
律
顧
問
ド
ク
タ
ー
・
コ
ン
ラ
ー
ト
・
フ
メ
リD

r.
C
o
n
ra
d H

u
m
ery

で
あ
っ
て
、
彼
は
ロ
ー
マ
法
を
大
学
で
学
ん
で

い
た
。
し
た
が
っ
て
本
法
典
は
、
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
ロ
ー
マ
法
的
な
改
変
を
伴
っ
て
編
纂
さ
れ

た
法
典
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
、
す
で
に
近
世
法
的
な
性
格
を
押
し
出
す
も
の
で
あ
っ
た
。

次
に
問
題
と
な
る
の
が
、
本
法
典
の
編
纂
の
意
図
で
あ
る
。
こ
の
論
点
は
法
典
の
成
立
時
期
と
関
わ
り
あ
っ
て
い
る
が
、
法
典
中

に
成
立
時
期
が
明
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
研
究
史
上
、
三
つ
の
説
が
あ
る
。
諸
説
と
も
、
第
三
次
ツ
ン
フ
ト

平
民
闘
争
（
一
四
二
八

｜
三
七
年
）
及
び
第
四
次
ツ
ン
フ
ト

平
民
闘
争
（
一
四
四
四
｜
六
年
）
と
関
わ
ら
せ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
た
め
、
ま
ず
、
両
ツ
ン

フ
ト

平
民
闘
争
の
経
過
を
略
述
し
て
お
く
。
第
一
次
ツ
ン
フ
ト

平
民
闘
争
（
一
三
三
二
｜
三
年
）
以
来
、
参
事
会
議
席
の
半
数

を
有
し
て
い
た
平
民
は
、
一
四
三
〇
年
三
月
八
日
以
前
に
一
時
的
に
参
事
会
議
席
を
独
占
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
し
か
し
、
大
司

教
（
コ
ン
ラ
ー
ト
三
世
）
は
、
一
三
世
紀
以
来
、
三
つ
の
身
分
特
権
（
毛
織
物
販
売
権
、
造
幣
請
負
仲
間
権＝

両
替
権
、
家
人
権
）

の
賦
与
を
通
し
て
自
ら
の
一
権
力
基
盤
た
ら
し
め
て
き
た
「
長
老
」
門
閥
の
大
幅
な
勢
力
後
退
に
際
し
、「
長
老
」
門
閥
寄
り
の
調
停

に
乗
り
出
し
た
。
そ
の
調
停
が
功
を
奏
し
て
、
三
月
二
八
日
に
、「
長
老
」
門
閥
と
平
民
と
の
間
で
第
一
次
『
協
定
書
』
が
締
結
さ
れ
、

「
長
老
」
門
閥
は
参
事
会
員
（
三
六
名
）・
市
長
（
三
名
）・
出
納
長
（
三
名
）
の
三
分
の
一
を
占
め
、
さ
ら
に
一
四
三
七
年
一
〇
月
五

日
以
後
の
第
二
次
『
協
定
書
』
に
よ
り
「
長
老
」
門
閥
は
参
事
会
員
（
二
八
名
）・
市
長
（
四
名
）・
助
役
（
四
名
）
の
半
数
を
再
び
占

め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
だ
が
、
一
四
四
四
年
一
二
月
二
三
日
付
け
『
新
市
制
規
約
』
に
よ
り
参
事
会
・
市
長
（
三
名
）・
ツ
ン
フ
ト
の

中
世
か
ら
近
世
へ
の
移
行
期
に
お
け
る
都
市
統
治
の
構
造
と
機
能

一
九
四



三
者
の
下
に
あ
る
「
ツ
ン
フ
ト
体
制
」
が
確
立
し
、
か
つ
、
ツ
ン
フ
ト

平
民
は
参
事
会
に
た
い
し
同
盟
・
戦
役
・
課
税
・
借
款
な

ど
の
公
益
に
関
わ
る
共
同
統
治
権
を
最
終
的
に
確
認
さ
れ
た
の
で

（
６

あ
っ
た
。

さ
て
、
成
立

（
７

時
期
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
①
編
者
の
モ
ネ
（
一
八
五
五
年
）
は
、
上
記
の
第
一
次
『
協
定
書
』
の
中
に
挙
示
さ
れ

て
い
る
現
行
都
市
法
規
が
本
法
典
だ
と
し
て
、
成
立
年
代
を
一
四
三
〇
年
（
頃
）
と

（
８

し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
②
Ｃ
・
ヘ
ー
ゲ
ル
（
一

八
八
一
年
）
は
、『
平
和
法
典
』（
Ｄ
）
第
五
三
条
で
「
四
名
の
市
長
」
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
成
立
時
期
を
第
二
次

『
協
定
書
』
が
締
結
さ
れ
た
一
四
三
七
年
以
後
の
あ
る
時
期
と
推
論
し
て

（
９

い
る
。
③
Ｌ
・
フ
ァ
ル
ク
（
一
九
九
八
年
）
は
特
に
典
拠
を

挙
げ
る
こ
と
な
く
、
一
四
三
七
年
と

え
て

（
10

い
る
。

こ
う
し
た
学
説
状
況
に
あ
っ
て
、
第
一
次
『
協
定
書
』
に
挙
示
さ
れ
て
い
る
『
平
和
法
典
』
が
本
法
典
で
あ
る
た
め
の
根
拠
に
乏

し
い
こ
と（
①
へ
の
批
判
）、
第
五
三
条
で
の
市
長
の
数
が
四
名
で
あ
る
こ
と
か
ら
一
四
三
七
年
以
後
と

え
る
こ
と
は
妥
当
で
あ
る

が
、
市
長
数
が
三
名
に
戻
っ
た
一
四
四
四
年
以
後
と
は

え
ら
れ
な
い
こ
と
（
②
へ
の
批
判
）
ま
た
、
一
四
三
七
年
と
特
定
す
る
根

拠
に
乏
し
い
こ
と（
③
へ
の
批
判
）、
以
上
を
踏
ま
え
、
筆
者
は
ま
ず
は
、『
平
和
法
典
』の
編
纂
時
期
を
一
四
三
七
年
一
〇
月
五
日
か

ら
一
四
四
四
年
一
二
月
二
三
日
以
前
の
あ
る
時
期
で
あ
っ
た
と

え
る
。
し
か
し
下
限
に
つ
い
て
は
、『
年
代
記
』に
お
い
て
、
二
〇

名
闘
争
委
員
会
が
一
四
四
四
年
九
月
二
六
日
付
け
で
参
事
会
に
提
出
し
た
「
対
抗
収
支
決
算
表
」
の
中
で
、「
我
々
〔＝

平
民
〕
の
都

市
参
事
会
員
で
あ
る
尊
敬
す
べ
き
マ
イ
ス
タ
ー
・
ド
ク
タ
ー
・
コ
ン
ラ
ー
ト
・
フ
メ
リ
は
、
我
々
す
べ
て
の
懇
願
と
要
請
の
ゆ
え
に

旧
平
和
法
典
を
改
定
し
、
正
し
く
秩
序
付
け
る
こ
と
に
あ
え
て
取
り
組

（
11

ん
だ
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
下
限
を
一
四
四
四
年
一
二
月
二

三
日
以
前
よ
り
も
同
年
九
月
二
六
日
以
前
の
方
が
正
確
で
あ
る
と
結
論
づ
け
た
い
と
思
う
。

以
上
の

察
か
ら
、
本
法
典
は
、
ツ
ン
フ
ト

平
民
側
の
都
市
参
事
会
員
が
自
ら
の
発
案
で
改
定
を
進
め
、
大
司
教

長
老
」門

閥
の
承
認
を
か
ち
得
た
法
典
で
あ
る
と

え
て
よ
い
。
そ
こ
で
は
、
ツ
ン
フ
ト

平
民
側
の
都
市
参
事
会
員
の
利
害
が
優
越
し
な
が

ら
も
、
大
司
教

長
老
」門
閥
の
利
害
と
の
妥
協
、
都
市
参
事
会
員
と
し
て
の
両
者
の
利
害
、
さ
ら
に
、
統
治
同
意
権
を
確
保
し
た

中
世
か
ら
近
世
へ
の
移
行
期
に
お
け
る
都
市
統
治
の
構
造
と
機
能

一
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五



一
般
市
民
の
諸
権
利
と
の
妥
協
が
絡
ま
り
あ
っ
て
、
都
市
参
事
会
体
制
の
新
た
な
確
立
が
意
図
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

２

会
計
簿
」
な
い
し
「
収
支
決
算
簿
」

史
料
と
し
て
、
ヴ
ュ
ル
ツ
ブ
ル
ク
州
立
古
文
書
館
（S

ta
a
tsa
rch

iv W
u
rzb

u
rg

）
所
蔵
の
マ
ヌ
ス
ク
リ
プ
ト
『
マ
イ
ン
ツ
市
会

計
簿
』（A

ccid
en
ta
l ＝

u
n
d
 
B
estellu

n
g
sb
u
ch
er N

r.
1
1

G
ro
ß
fo
l.
P
erg

.
:
M
a
in
zer S

ta
d
trech

n
u
n
g
 
1410

S
ig
n
a
tu
r 40576

,
1436

ib
id
.
40577

,
1449

ib
id
.
40578

,
1458

ib
id
.
40579

,
1460

ib
id
.
40580

）、
及
び
、『
マ

イ
ン
ツ
市
年
代
記
』
記
載
の
「
会
計
簿
」（
一
四
三
七
、
一
四
三
八
｜
四
四

（
12

三
年
）
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
。
こ
れ
ら
の
会
計
簿
は
、

一
五
世
紀
に
入
っ
て
逼
迫
し
て
き
た
都
市
参
事
会
財
政
の
建
直
し
を
目
的
と
し
て
財
政
の
実
態
を
把
握
す
る
た
め
に
作
成
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
そ
の
作
成
の
契
機
は
、
平
民

ツ
ン
フ
ト
闘
争
の
際
に
闘
争
委
員
会
側
が
都
市
財
政
の
実
態
を
示
す
よ
う
要
求
し
た
こ

と
に
あ
り
、
参
事
会
会
計
役
は
い
た
も
の
の
、
い
ま
だ
予
算
制
度
に
基
づ
く
近
代
的
財
政
制
度
は
確
立
さ
れ
て
い
な
い
。
従
っ
て
、

当
文
書
は
、
通
常
表
現
さ
れ
て
い
る
「
会
計
簿
」
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
一
四
三
六
年
か
ら
一
四
四
三
年
ま
で
は
膨
大
な
市
債
の

返
済
方
法
を
案
出
す
べ
く
、
定
期
的
に
財
政
の
実
態
を
可
能
な
限
り
記
載
し
た「
収
支
決
算
簿
」、
そ
し
て
、
財
政
危
機
を
一
応
脱
し

た
一
四
四
〇
年
代
後
半
以
降
は
再
び
臨
機
的
に
そ
れ
を
記
載
し
た
「
収
支
決
算
簿
」
と
把
握
す
る
方
が
ふ
さ
わ
し
い
。

当
文
書
の
構
成
で
あ
る
が
、
ま
ず
最
初
に
会
計
役
の
氏
名
が
記
載
さ
れ
、
つ
い
で（
一
）「
歳
入
」が
ほ
ぼ
項
目
ご
と
に
記
載
さ
れ
、

最
後
に
（
二
）「
歳
出
」
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
い
ま
だ
、
無
論
「
複
式
簿
記
」
の
形
式
は
と
ら
れ
て
お
ら
ず
、
歳
出
の
記
載
方
法
が

整
う

す
な
わ
ち
、
項
目
ご
と
の
記
載

の
も
、
一
四
三
六
年
以
降
の
こ
と
に
属
す
る
の
で
あ
る
。

中
世
か
ら
近
世
へ
の
移
行
期
に
お
け
る
都
市
統
治
の
構
造
と
機
能

一
九
六



二

都
市
参
事
会
構
成

一
五
世
紀
の
都
市
参
事
会
の
構
成
員
を
見
て
み
る
と
、
ツ
ン
フ
ト

平
民
闘
争
を
契
機
と
し
て
、「
長
老
」門
閥
と
ツ
ン
フ
ト
員
は
、

①
第
二
次
闘
争：

二
九
名
と
二
九
名
、
②
第
三
次
闘
争：

一
四
二
八
年
に
は
七
名
と
二
八
名
、
一
四
三
〇
年
に
は
〇
名
と
二
七
名
、

そ
の
後
一
二
名
と
二
四
名
を
経
て
、
一
四
三
七
年
に
は
一
四
名
と
一
四
名
、
そ
し
て
③
第
四
次
闘
争：

〇
名
と
二
九
名
と
い
う
風
に

変
化
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
世
紀
の
マ
イ
ン
ツ
市
に
お
い
て
は
、
第
三
次
ツ
ン
フ
ト

平
民
闘
争
の
後
半
段
階
に
大
司
教

長

老
」
門
閥
側
の
一
時
的
な
巻
き
返
し
が
行
わ
れ
た
も
の
の
、
一
貫
し
て
ツ
ン
フ
ト
が
参
事
会
の
議
席
の
独
占
を
目
指
し
、
そ
れ
に
成

功
し
た
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
こ
れ
に
は
二
側
面
が

（
13

あ
る
。

ま
ず
、
徹
底
的
、
根
底
的
な
「
民
主
化
」
が
な
さ
れ
た
訳
で
は
な
い
。
①
ツ
ン
フ
ト
の
数
が
、
例
え
ば
一
四
三
七
年
に
は
四
〇
以

上
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ツ
ン
フ
ト
側
の
参
事
会
議
席
数
は
せ
い
ぜ
い
二
九
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
こ
の
中
に
お
い
て
も
ツ
ン
フ

ト
間
に
格
差
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
②
同
一
ツ
ン
フ
ト
内
部
の
親
方
数
は
多
数
で
あ
り

例
え
ば
、
一
五
四
一
年
の
兄
弟
団
の
親
方

数
は
六
〜
一
五
一
人

、
参
事
会
員
に
選
出
さ
れ
る
有
力
親
方
は
ご
く
僅
か
で
あ
っ
た
。
ツ
ン
フ
ト

平
民
闘
争
は
、
有
力
親
方

の
利
害
、
意
見
を
参
事
会
に
反
映
さ
せ
、
新
た
な
「
寡
頭
政
支
配
」
を
形
成
し
て
い
く
上
で
大
き
な
意
味
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

だ
が
、
そ
の
一
方
で
、
ツ
ン
フ
ト

平
民
闘
争
は
こ
の
新
た
な
「
寡
頭
政
支
配
」
を
抑
制
す
る
機
能
も
果
た
し
て
い
た
。
参
事
会

議
席
を
占
有
す
る
二
九
ツ
ン
フ
ト
内
部
の
「
新
人
」
門
閥
形
成
の
合
法
化
が
阻
止
さ
れ
（
一
四
一
一
年
）、
第
二
次
闘
争
以
降
、
参
事

会
が
行
な
う
課
税
・
同
盟
・
軍
事
・
借
款
と
い
う
公
共
事
に
関
す
る
同
意
権
が
平
民
に
よ
り
要
求
さ
れ
、
最
終
的
に
そ
れ
が
参
事
会

か
ら
承
認
さ
れ
た
こ
と
（
一
四
四
四
年
）
は
、「
長
老
」
門
閥
や
特
定
の
親
方
と
い
っ
た
新
旧
の
ご
く
少
数
の
有
力
者
に
よ
る
「
寡
頭

政
支
配
」
の
強
化
・
確
立
を
一
定
程
度
抑
止
し
、
共
同
体
原
理
を
維
持
す
る
役
割
を
も
果
た
し
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
二
方
向
の
動
き
の
中
か
ら
、
ツ
ン
フ
ト

平
民
側
の
参
事
会
員
の
利
害
を
優
越
さ
せ
つ
つ
、
新
た
な
都
市
参
事
会
体
制

中
世
か
ら
近
世
へ
の
移
行
期
に
お
け
る
都
市
統
治
の
構
造
と
機
能
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の
確
立
を
図
ら
ん
と
し
て
、『
平
和
法
典
』
Ｄ
が
編
纂
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

三

参
事
会
権
限

『
平
和
法
典
』（
Ｄ
）
の
「
序
」
に
、「
そ
の
時
々
に
お
い
て
我
々
マ
イ
ン
ツ
都
市
参
事
会
に
よ
り
選
出
さ
れ
平
和
維
持
の
た
め
に
設

け
ら
れ
て
い
る
市
長
」
と
あ
る
よ
う
に
、
一
四
世
紀
と
同
様
に
一
五
世
紀
に
お
い
て
も
、
市
長
権
限
存
立
の
最
終
的
根
拠
は
依
然
と

し
て
、「
参
事
会
内
互
選
」、
な
ら
び
に
「
都
市
平
和
の
維
持
」
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
序
」
に
お
い
て
、「
市
長
は
、〔
市
民

か
ら
〕
臣
従
礼
を
受
け
る
際
、
こ
う
し
た
項
目
、
事
項
並
び
に
条
項
を
維
持
し
、
司
り
、
是
認
す
る
こ
と
を
、
毎
年
単
独
で
神
及
び

天
上
の
諸
聖
徒
に
対
し
世
俗
的
な
誠
実
で
も
っ
て
堅
約
す
べ
き
で
あ
る
」
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
市
長
だ
け
が
遵
守
義
務
を
負
っ
て

い
る
。
つ
ま
り
、
原
理
的
に
は
裁
判
権
は
市
長
に
よ
り
掌
握
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
他
の
参
事
会
員
は
市
長
を
補
佐
す
る
役
割

を
担
っ
て
い
る
と
い
う
体
制
で
あ
っ
た
。
以
下
、『
平
和
法
典
』の
分
析
を
通
し
て
、
市
長
裁
判
権
を
核
と
す
る
参
事
会
権
限

さ

ら
に
は
参
事
会
支
配
体
制

を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
な
お
そ
の
際
、
一
四
世
紀
と
の
比
較
に
重
き
を
お
く
こ
と
に
し

（
14

た
い
。

１

法
典
編
纂
原
理

マ
イ
ン
ツ
の
『
平
和
法
典
』
は
、
同
（
Ｄ
）（
序
及
び
九
四
箇
条
）
よ
り
も
前
に
少
な
く
と
も
四
回
編
纂
さ
れ
て
い
た
。
一
三
〇
〇

年
に
編
纂
さ
れ
た
法
典
名
不
明
の
も
の
（『
平
和
命
令
』

と
仮
称
。
序
及
び
五
七
箇
条
）、
一
三
〇
〇
╱
一
七
年
に
編
纂
さ
れ
た
『
平

和
命
令
』
Ａ
（
序
及
び
七
五
箇
条
）、
一
三
一
七
╱
三
五
年
に
編
纂
さ
れ
た
『
都
市
法
典
』（
Ｂ
）（
序
及
び
九
二
箇
条
）、
一
三
五
二
年

に
編
纂
さ
れ
た
『
マ
イ
ン
ツ
平
和
法
典
』（
Ｃ
）（
序
及
び
一
一
七
箇
条
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
旧
『
平
和
法
典
』
は
、
①
各
条

項
が
、
ケ
メ
ラ
ー
・
シ
ュ
ル
ト
ハ
イ
ス
・
世
俗
裁
判
官
（
以
上
三
者
は
大
司
教
役
人
）・
市
長
・
参
事
会
員
・
一
般
市
民
に
よ
っ
て
定

中
世
か
ら
近
世
へ
の
移
行
期
に
お
け
る
都
市
統
治
の
構
造
と
機
能

一
九
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立
・
作
成
さ
れ
、
大
司
教
役
人
以
外
の
全
住
民
に
よ
る
毎
年
の
遵
守
誓
約
に
妥
当
根
拠
の
あ
る
「
締
約
」
で
あ
っ
た
こ
と
、
②
『
平

和
命
令
』
Ａ
以
降
の
各
法
典
が
、
新
定
立
法
を
定
立
順
に
最
後
部
に
次
々
と
付
加
し
て
い
く
と
い
う
形
態
を
と
っ
て
い
る
こ
と
、
に

見
ら
れ
る
ご
と
く
、
中
世
法
的
な
法
典
で
あ
っ
た
。
当
市
の
『
平
和
法
典
』
に
つ
い
て
独
り
学
術
的
論

を
著
し
た
Ｃ
・
ヘ
ー
ゲ
ル

は
、『
平
和
法
典
』（
Ｄ
）と
そ
れ
以
前
の
法
典
と
の
関
係
に
関
し
て
、
条
項
の
順
序
、
表
現
、
参
事
会
へ
の
改
正
権
の
帰
属
と
い
っ
た

変
化
を
指
摘
し
つ
つ
も
、
同
質
性
を
前
面
に
出
し
た
論
述
を
な
し
て

（
15

い
る
。
こ
れ
に
批
判
を
加
え
つ
つ
、
一
五
世
紀
中
葉
の
法
典
編

纂
原
理
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

そ
こ
で
ま
ず
、
数
的
に
『
平
和
法
典
』（
Ｃ
）
と
の
比
較
を
行
な
う
と
、
次
の
ご
と
く
に
な
る
。（
Ｄ
）
の
序
及
び
全
九
四
箇
条
の
う

ち
で
、
改
正
が
施
さ
れ
て
い
な
い
条
項
は
三
五
（
第
七
、
二
三
、
二
五
、
二
八
、
三
三
、
三
四
、
三
六
、
三
七
、
四
三
｜
四
五
、
四

八
、
四
九
、
五
一
、
六
一
、
六
四
、
六
六
｜
六
八
、
七
〇
｜
七
三
、
七
八
、
八
〇
｜
八
三
、
八
六
｜
九
二
条
）、
実
質
的
に
改
正
が
施

さ
れ
て
い
な
い
条
項
は
一
二（
第
一
五
、
一
八
、
二
四
、
三
八
、
四
六
、
四
七
、
五
四
、
五
五
、
六
五
、
七
四
、
七
六
、
七
七
条
）、

そ
れ
に
対
し
、
改
正
が
施
さ
れ
て
い
る
条
項
は
三
二
（
序
、
第
一
、
三
｜
五
、
八
、
九
、
一
一
、
一
二
、
一
四
、
一
六
、
一
七
、
一

九
、
二
〇
、
二
六
、
二
七
、
二
九
｜
三
二
、
三
五
、
四
〇
、
四
一
、
五
〇
、
五
二
、
五
三
、
五
六
、
五
七
、
五
九
、
六
九
、
七
五
、

八
四
条
）、
実
質
的
に
新
条
項
で
あ
る
条
項
は
一（
第
六
〇
条
）、
全
く
の
新
条
項
は
一
五（
第
二
、
六
、
一
〇
、
一
三
、
二
一
、
二
二
、

三
九
、
四
二
、
五
八
、
六
二
、
六
三
、
七
九
、
八
五
、
九
三
、
九
四
条
）
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
（
Ｄ
）
の
編
纂
過
程
で
変
化
の
あ
っ

た
条
項
は
、
後
三
者
の
四
八
条
項
で
あ
っ
て
、
実
に
全
体
の
五
〇
・
五
％
強
を
占
め
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
し
て
既
に
、
編
纂
者
側
の

改
変
の
意
図
は
明
ら
か
で
あ
る
。

市
長
・
参
事
会
立
法

我
々
マ
イ
ン
ツ
市
の
市
長
並
び
に
都
市
参
事
会
は
、
本
法
典
の
項
目
並
び
に
事
項
が
羊
皮
紙
に
書
き
と
め
ら
れ
た
日
々
に
、
そ
れ

ら
の
意
味
内
容
す
べ
て
の
点
で
、
本
来
理
解
さ
れ
一
語
一
語
書
き
と
め
ら
れ
て
い
る
如
く
に
、
開
廷
中
の
都
市
参
事
会
に
お
い
て
意

中
世
か
ら
近
世
へ
の
移
行
期
に
お
け
る
都
市
統
治
の
構
造
と
機
能

一
九
九



見
の
一
致
を
見
て
同
意
に
達
し
た
」（
序
）、
及
び「
か
く
し
て
我
々
は
、
規
定
さ
れ
た
項
目
や
事
項
、
条
項
の
す
べ
て
、
な
い
し
各
々

を
、
事
の
原
因
や
事
情
に
応
じ
て
、
長
く
し
た
り
短
く
し
た
り
、
増
や
し
た
り
減
ら
し
た
り
す
る
全
権
を
完
全
に
都
市
参
事
会
に
留

保
す
る
」（
第
九
四
条
）
と
あ
る
。
す
で
に
『
平
和
法
典
』（
Ｃ
）
第
一
〇
二
条
（
一
三
五
二
年
）
に
お
い
て
都
市
参
事
会
は
法
案
起
草

権
を
独
占
す
る
こ
と
が
保
証
さ
れ
て
い
た
が
、『
平
和
法
典
』（
Ｄ
）に
お
い
て
市
長
及
び
都
市
参
事
会
は
議
決
権
を
も
含
む
立
法
権
を

独
占
す
る
こ
と
が
言
明
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
確
か
に
市
長
は
毎
年
改
選
さ
れ
る
た
び
に
市
民
か
ら
臣
従
礼
を
受
け
、
そ
の
際
に
市
長

は
法
典
遵
守
を
堅
約
す
る
義
務
を
依
然
と
し
て
負
わ
さ
れ
て
い
た
が
、
し
か
し
も
は
や
住
民
全
体
の
遵
守
義
務

住
民
の
同
意
権

は
否
定
さ
れ
、
旧
来
の
一
年
間
の
誓
約
法
で
あ
る
と
の
性
格
は
後
景
に
退
い
て
い
る
。
こ
の
市
長
・
参
事
会
立
法
は
、
君
主
国

に
お
け
る
君
主
立
法
と
同
じ
く
、
近
世
的
な
統
治
原
理
の
誕
生
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
こ
こ
に「
ロ
ー
マ
法
」

の
影
響
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

都
市
参
事
会
体
制
強
化
の
構
成

本
法
典
の
構
成
、
つ
ま
り
条
項
の
順
序
は
、
い
ま
だ
体
系
的
と
は
言
え
な
い
。
諸
条
項
が
厳
密
に
、
刑
法
の
部
分
と
訴
訟
手
続
の

部
分
と
に
類
別
さ
れ
て
い
る
と
か
、
そ
れ
ら
が
そ
の
軽
重
の
度
合
い
に
応
じ
て
序
列
化
さ
れ
て
い
る
と
か
、
と
り
わ
け
、
原
則
か
ら

法
制
度
を
め
ぐ
る
関
係
を
展
開
さ
せ
る
と
い
う
演
繹
的
思

と
い
っ
た
近
代
法
典
編
纂
の

（
16

特
徴
は
、
い
ま
だ
確
立
は
し
て
い
な
い
。

し
か
し
、
従
来
は
分
散
し
て
い
た
、
都
市
参
事
会
体
制
に
関
わ
る
違
法
行
為
の
条
項
が
、
新
条
項
も
含
め
て
、
第
一
条
〜
第
八
条

と
し
て
最
初
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
中
で「
忌
ま
わ
し
い
徒
党
・
集
会
」（
第
一
条
）、「
同

盟
・
盟
約
」（
第
二
条
）、「
都
市
参
事
会
に
対
す
る
妨
害
・
悪
評
流
布
」（
第
三
条
）、「
都
市
・
都
市
参
事
会
に
と
っ
て
不
利
な
助
言
を

求
め
る
こ
と
」（
第
四
条
）に
対
す
る
刑
罰
は
都
市
参
事
会
が
自
由
に
決
定
で
き
る
不
定
量
の
刑
罰
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、

動
揺
し
て
い
る
都
市
参
事
会
体
制
の
立
直
し
・
強
化
の
意
図
を
表
明
す
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
参
事
会
体
制
関
係
の
条
項
の
後
に
、
お
お
よ
そ
、
第
九
条
か
ら
第
二
三
条
に
殺
人
や
傷
害
な
ど
、
第
二
四
条
か
ら
第
四
五
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条
に
武
器
携
行
や
家
宅
侵
入
、
教
会
・
修
道
院
侵
害
、
家
長
権
侵
害
、
第
四
六
条
か
ら
第
五
〇
条
に
市
長
平
和
命
令
違
反
、
第
五
一

条
か
ら
第
六
五
条
に
対
外
的
違
法
行
為
、
第
六
六
条
か
ら
第
七
〇
条
に
市
外
追
放
者
、
第
七
一
｜
二
条
に
自
由
世
襲
借
地
や
債
務
の

訴
訟
、
第
七
三
条
か
ら
第
九
一
条
に
雑
多
な
違
法
行
為
、
そ
し
て
最
後
の
三
条
に
市
長

参
事
会
裁
判
権
、
市
長

参
事
会
立
法
、

に
関
係
す
る
諸
条
項
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
配
置
の
順
序
が
い
ま
だ
完
全
に
系
統
的
と
は
い
え
な
い
も
の
の
、
ま
た
各
ジ
ャ
ン

ル
内
の
違
法
行
為
の
配
列
の
順
序
も
系
統
的
と
は
い
え
な
い
も
の
の
、
諸
々
の
「
刑
事
事
件
」
が
ジ
ャ
ン
ル
ご
と
に
類
別
さ
れ
て
集

め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
こ
に
も
ロ
ー
マ
法
の
影
響
を
見
て
取
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

市
長
裁
判
権
の
拡
大

一
世
紀
前
に
既
に
市
長
は
、
市
民
の
平
和
誓
約
に
基
づ
い
て
、
マ
イ
ン
ツ
市
民
・
居
住
者
に
対
す
る
市
内
・
外
で
の
身
体
・
生
命

の
保
護
権
（
違
法
的
暴
力
行
為
に
対
す
る
刑
事
裁
判
権
）
を
確
立
し
て
お
り
、『
平
和
法
典
』（
Ｄ
）
に
お
い
て
も
そ
れ
を
保
証
さ
れ
て

い
る
（
序
、
一
七
）。
そ
れ
が
（
Ｄ
）
に
お
い
て
は
さ
ら
に
、
不
法
な
戦
争
な
い
し
訴
訟
の
場
合
、「
我
々
の
市
民
の
あ
る
者
が
〔
不
法

な
〕
戦
争
、
な
い
し
、
そ
の
ほ
か
に
訴
訟
を
誰
か
あ
る
者
に
対
し
て
な
し
、

且
つ
彼
が
〔
不
法
な
〕
戦
争
な
い
し
訴
訟
を
外
部

の
者
に
対
し
て
起
こ
す
場
合

、
か
く
し
て
そ
の
こ
と
に
よ
り
都
市
に
損
害
な
い
し
不
名
誉
が
生
じ
る
な
ら
ば
、
あ
る
い
は
生
じ

る
か
も
し
れ
な
い
な
ら
ば
、
人
々
は
彼
の
身
体
と
財
産
を
期
待
す
べ
き
で
あ
る
」（
三
五
。
傍
線
部
は
、『
平
和
法
典
』（
Ｄ
）
で
の
改

正
を
示
し
て
い
る
〔
以
下
、
同
〕。）
と
規
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
予
防
警
察
主
義
」
が
採
ら
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
ま
た
、
家
宅

侵
入
者
は
従
来
、
被
害
者
に
贖
罪
す
る
と
共
に
、
大
司
教
の
世
俗
裁
判
所
に
も
贖
罪
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
た
が
、
本
法
典
で
は
世

俗
裁
判
所
へ
の
贖
罪
義
務
規
定
が
削
除
さ
れ（
二
七
）、
名
望
家
へ
の
悪
し
き
言
動
を
行
っ
た
者
へ
の
棒
打
ち
刑
に
つ
い
て
は
、
従
来

は
「
大
司
教
館
」
で
実
施
さ
れ
る
と
規
定
さ
れ
て
い
た
が
、
本
法
典
で
は
場
所
の
記
載
が
削
除
さ
れ
て
い
る
（
三
一
）。
こ
の
よ
う
に
、

市
長

都
市
参
事
会
は
、
一
方
で
市
民
・
居
住
者
に
対
し
権
力
を
強
め
、
他
方
で
大
司
教
か
ら
の
自
立
に
努
め
た
の
で
あ
っ
た
。

中
世
か
ら
近
世
へ
の
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属
地
主
義
化
の
進
展

法
典
の
適
用
範
囲
に
関
し
て
、
す
で
に
『
平
和
法
典
』（
Ｃ
）
で
も
属
地
主
義
は
明
白
で
あ
っ
た
。
大
司
教
の
世
俗
役
人
も
『
法
典
』

を
「
世
俗
的
な
誠
実
で
も
っ
て
堅
約
し
」
遵
守
す
る
義
務
、『
法
典
』
に
則
っ
て
贖
罪
す
る
義
務
を
負
い
（
Ｃ
一
〇
九
）、
ま
た
、「
マ

イ
ン
ツ
市
内
の
修
道
院
付
属
教
会
、
修
道
院
、
教
会
」
の
特
別
な
地
位
は
認
め
ら
れ
な
が
ら
も
、
そ
こ
で
の
違
法
行
為
も
『
法
典
』

で
記
載
さ
れ
た
贖
罪
の
二
倍
で
市
長
に
よ
り
処
罰
さ
れ
る
（
Ｃ
六
一
）
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

Ｄ
）
で
は
こ
の
二
条
項
が
受
け
継
が
れ
た
に
と
ど
ま
ら
ず
（
Ｄ
七
八
、
三
三
）、
属
地
主
義
化
は
さ
ら
に
進
展
を
見
せ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
①
市
外
者
が
被
害
者
で
あ
る
場
合
に
法
典
が
適
用
さ
れ
る
の
は
、
敵
意
を
も
っ
て
の
挑
発
（
二
九
）
に
ま
で
及
び
、
ま
た
、

②
市
外
者
が
加
害
者
な
い
し
『
平
和
法
典
』
違
反
者
で
あ
る
場
合
に
法
典
が
適
用
さ
れ
る
の
は
、
謀
殺
（
九
）、
傷
害
（
一
四
）、
危
害
・

脅
威
を
目
的
と
し
て
の
武
器
携
行
（
四
一
）
と
い
っ
た
重
要
な
、
ま
た
日
常
的
な
違
法
行
為
に
ま
で
及
ぼ
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
市
長
及
び
都
市
参
事
会
に
よ
る
領
域
支
配
の
強
化
は
明
ら
か
で
あ
る
。

と
同
時
に
、
こ
れ
に
関
し
て
認
識
し
て
お
く
べ
き
こ
と
が
二
点
あ
る
。
ま
ず
、
第
一
点
が
、
傷
害
条
項
（
一
四
）
の
冒
頭
「
同
じ

く
、
マ
イ
ン
ツ
あ
る
い
は
こ
の
地
の
ブ
ル
ク
罰
令
圏
に
お
い
て
、
他
の
者
に
傷
害
を
負
わ
す
が
、
殺
害
に
は
至
ら
な
か
っ
た
マ
イ
ン

ツ
の
市
民
、
共
住
者
な
い
し
市
外
者
（b

y
w
o
n
n
er o

d
ir u

ß
m
a
n
n

）
は
誰
で
あ
れ
…
」
に
明
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
支
配
領
域

が
マ
イ
ン
ツ
市
か
ら
ブ
ル
ク
罰
令
圏
へ
と
拡
張
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る（
た
だ
し
、
ブ
ル
ク
罰
令
圏
の
実
態
は
不
明
で
あ
る
）。
第
二

点
は
、「
マ
イ
ン
ツ
の
外
部
に
お
い
て
市
民
の
身
体
あ
る
い
は
財
産
に
危
害
あ
る
い
は
損
失
を
及
ぼ
す
マ
イ
ン
ツ
の
市
民
あ
る
い
は
市

外
者
は
誰
で
あ
れ
、
そ
の
こ
と
に
関
し
有
罪
を
立
証
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
う
し
た
こ
と
を
市
内
で
犯
し
た
場
合
と
同
様
に
贖
罪
す

べ
き
で
あ
る
」（
一
七
）と
規
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
属
人
主
義
も
依
然
と
し
て
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
市
長
及
び
都
市
参

事
会
は
属
人
主
義
を
踏
ま
え
て
、
属
地
主
義
の
範
囲
を
拡
大
す
る
こ
と
に
努
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

中
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違
法
行
為
の
分
類
の
厳
密
化

『
平
和
法
典
』（
Ｃ
）
の
段
階
で
も
違
法
行
為
の
類
別
化
は
行
わ
れ
て
い
た
が
、（
Ｄ
）
に
お
い
て
は
そ
れ
が
一
層
進
め
ら
れ
た
。
特

に
、
そ
れ
は
傷
害
事
件
に
つ
い
て
顕
著
で
あ
り
、
被
害
者
を
不
具
に
至
ら
し
め
た
場
合
を
独
立
さ
せ
て
規
定
し（
一
三
）、
傷
害
の
方

法
を
具
体
的
に
述
べ

石
に
よ
る
の
か
、
突
く
の
か
、
投
げ
つ
け
る
の
か
等
々

、
殺
害
に
至
る
等
、
危
害
が
重
く
な
る
場
合

を
新
た
に
規
定
し
て
い
る（
一
六
、
一
九
）。
こ
れ
は
中
世
末
の
暴
力
行
為
の
凶
悪
化
を
物
語
っ
て
お
り
、
市
長

都
市
参
事
会
は
そ

れ
へ
の
対
応
を
迫
ら
れ
て
い
た
と
、
理
解
さ
れ
る
。

以
上
、

〜

で

察
し
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
一
世
紀
の
間
、
市
長

都
市
参
事
会
が
そ
の
支
配
体
制
を
強
化
し
、
整
備
し
て

き
た
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
と
並
行
し
て
、
逆
の
動
き
を
と
っ
て
い
た
こ
と
に
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
れ
が
、
市
長

参
事
会
の
管
理
下
に
あ
る
と
は
言
え
、
紛
争
に
お
け
る
「
当
事
者
主
義
」
の
一
定
の
容
認
傾
向
で
あ
る
。

当
事
者
主
義
の
容
認

こ
の
傾
向
は
、
①
殴
打
事
件
に
つ
い
て
の
新
条
項
で
あ
る
第
二
二
条
「
同
じ
く
、
二
人
な
い
し
そ
れ
以
上
の
者
が
殴
打
し
合
い
、

そ
し
て

こ
の
こ
と
が
…
市
長
達
、
な
い
し
四
人
衆
の
一
人
に
告
訴
さ
れ
る
以
前
に

和
解
し
た
場
合
、
仮
令
市
長
達
、
な
い

し
四
人
衆
の
一
人
が
告
訴
な
し
に
こ
の
件
に
気
付
い
て
い
た
に
せ
よ
、
人
々
は
当
事
者
達
を
こ
の
件
に
関
し
て
罰
し
て
は
な
ら
な

い
」、
及
び
、
②
罵
言
に
つ
い
て
の
第
三
二
条
、「
同
じ
く
、
マ
イ
ン
ツ
に
居
住
し
て
い
る
、
我
々
の
市
民
で
あ
る
者
は
、

女
性
で

あ
ろ
う
と
男
性
で
あ
ろ
う
と

何
人
も
、
他
の
者
を
罵
言
を
目
的
に
呼
び
出
す
べ
き
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
に
不
満
を
抱
く
者
が

市
長
達
の
面
前
に
来
て
、
彼
ら
に
対
し
、
呼
び
出
し
人
に
そ
う
し
た
呼
び
出
し
を
や
め
、
両
当
事
者
が
こ
の
件
に
つ
い
て
適
法
的
に

決
着
を
つ
け
る
よ
う
命
じ
る
べ
き
で
あ
る
と
訴
え
る
場
合
、
そ
の
呼
び
出
し
人
が
そ
う
し
た
呼
び
出
し
を
や
め
な
い
時
に
は
、
こ
の

者
は
マ
イ
ン
ツ
を
一
ヶ
月
間
去
る
べ
き
で
あ
り
、
か
つ
、
必
ず
そ
う
し
た
呼
び
出
し
を
や
め
る
べ
き
で
あ
る
」の
傍
線
部
に
お
い
て
、

顕
著
で
あ
る
。
殴
打
事
件
、
罵
言
事
件
の
よ
う
に
軽
罪
以
下
の
場
合
に
は
、
処
罰
よ
り
も
、
双
方
の
和
解
が
勧
め
ら
れ
る
傾
向
が
復

中
世
か
ら
近
世
へ
の
移
行
期
に
お
け
る
都
市
統
治
の
構
造
と
機
能

二
〇
三



活
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
軽
罪
以
下
の
犯
罪
に
お
け
る
特
定
の
も
の
は
当
事
者
に
任
せ
る
と
い
う
都
市
参
事
会
の
判

断
に
よ
る
措
置
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
③
殺
害
者
に
、
五
年
間
（
謀
殺
）
な
い
し
二
年
間
（
偶
発
的
で
故
意
で
な
い
殺
害
）
の
市
外

追
放
の
後
で
帰
市
す
る
場
合
、
そ
れ
以
前
に
殺
害
者
と
死
者
の
遺
族
は
都
市
参
事
会
に
よ
る
和
解
に
従
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
新
た

な
規
定
が
付
加
さ
れ
た
第
九
条
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
刑
罰
だ
け
で
治
安
の
維
持
を
図
る
こ
と
の
困
難
さ
が
、
そ
こ
に
示
さ
れ
て

い
る
。
都
市
参
事
会
は
、
個
々
の
住
民
の
自
力
救
済
観
念
、
そ
れ
と
関
わ
る
名
誉
観
念
を
一
定
程
度
容
認
す
る
こ
と
で
、
自
ら
の
体

制
強
化
を
図
ろ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
底
に
は
「
家
」
の
自
立
が
進
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、「
家
」
の
自
立
を
野

放
図
に
容
認
す
る
こ
と
は
都
市
参
事
会
に
は
で
き
ず
、
殺
害
や
罵
言
に
あ
っ
て
は
、
和
解
を
自
ら
の
管
理
下
に
お
く
こ
と（b

eseh
en

）

に
努
め
た
。
そ
し
て
、
市
長
に
よ
る
和
解
命
令
に
従
わ
な
い
場
合
の
処
罰
の
内
容
は
「
都
市
参
事
会
の
多
数
部
分
の
合
意
」
と
さ
れ
、

参
事
会
の
自
由
裁
量
に
ま
か
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

２

市
長
・
参
事
会
立
法
権
と
市
長
裁
判
権

上
で
確
認
し
た
よ
う
に
、『
平
和
法
典
』（
Ｄ
）に
お
い
て
市
長
及
び
都
市
参
事
会
は
議
決
権
を
も
含
む
立
法
権
を
独
占
す
る
こ
と
が

言
明
さ
れ
た
。
こ
の
立
法
権
で
制
定
さ
れ
た
法
で
、
市
長
は
治
安
の
任
に
当
た
っ
た
。
本
来
は
市
民
の
平
和
誓
約
に
基
づ
い
て
形
成

さ
れ
、
依
然
と
し
て
参
事
会
権
限
の
中
核
の
一
つ
を
な
し
て
い
た
市
長
裁
判
権
は
、
本
法
典
で
も
第
五
九
条
に
よ
り
保
証
さ
れ
た
。

損
害
を
受
け
た
り
、
あ
る
い
は
髪
を
引
っ
張
ら
れ
た
り
、
あ
る
い
は
そ
の
他
の
被
害
を
受
け
た
り
し
た
市
民
は
誰
で
あ
れ
、
そ
の

者
や
そ
の
親
族
は
そ
の
月
の
内
に
市
長
達
に
告
訴
す
べ
き
で
あ
り
、
あ
る
者
が
損
害
あ
る
い
は
危
害
を
受
け
た
月
の
内
に
市
長
達
の

面
前
に
提
起
さ
れ
た
件
は
、
彼
ら
が
こ
れ
を
裁
く
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
者
が
期
限
に
遅
れ
る
な
ら
ば
、
何
人
も
彼
の
た
め
に
裁
く
べ

き
で
は
な
い
。
但
し
、
誰
か
あ
る
者
が
そ
の
よ
う
に
し
て
死
亡
し
た
場
合
は
除
く
。
こ
れ
に
よ
り
、
古
来
よ
り
受
け
継
が
れ
て
い
る

如
く
、
こ
の
こ
と
は
維
持
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。」（
五
九
。（
Ｃ
）
三
八
）

中
世
か
ら
近
世
へ
の
移
行
期
に
お
け
る
都
市
統
治
の
構
造
と
機
能

二
〇
四



一
世
紀
前
と
同
じ
く
、裁
判
に
お
い
て
輪
番
制
に
な
っ
て
い
る
市
長
は
、担
当
月
内
に
生
じ
た
違
法
行
為
し
か
裁
け
な
い‘M

o
n
a
ts-

rich
ter’

で
あ
っ
た
。
ま
た
、
訴
訟
手
続
き
の
点
で
も
、
こ
の
条
項
が
示
す
よ
う
に
依
然
と
し
て
「
私
訴
主
義
」
が
採
ら
れ
て
お
り
、

中
世
的
手
続
き
の
ま
ま
で
あ
る
。
事
実
、
原
告
と
し
て
市
長
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
「
都
市
参
事
会
へ
の
妨
害
、
不
正
な
抵
抗
」

（
三
）、「
都
市
参
事
会
や
都
市
へ
の
不
利
益
な
行
動
」（
四
）、「
都
市
な
い
し
市
民
に
害
を
及
ぼ
す
目
的
で
の
市
外
者
の
呼
び
入
れ
」（
五

四
）
の
三
条
項
に
限
ら
れ
、
一
般
的
に” m

a
n
“

が
原
告
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
も
「
い
ま
わ
し
い
徒
党
・
集
会
」（
一
）、「
都

市
に
不
名
誉
や
害
を
及
ぼ
す
同
盟
」（
二
）、「
傷
害
」（
一
四
、
一
六
）、「
武
器
携
行
」（
二
四
、
二
七
、
四
〇
、
四
三
、
四
四
）、「
非

追
放
者
の
隠
匿
」（
五
七
）、「
庇
護
民
保
有
」（
九
〇
）
と
い
っ
た
、
特
定
の
個
人
が
被
害
者
で
は
な
く
、
都
市
の
「
公
益
」
に
被
害
を

及
ぼ
す
違
法
行
為
の
条
項
に
限
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
の
規
程
は
当
該
月
を
越
え
る
告
訴
を
無
効
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
間
接
的
な
が
ら
も
被
害
者
側
に
告
訴
を
強
制
し
得
て

い
る
。
さ
ら
に
、『
平
和
法
典
』（
Ｄ
）で
の
変
更
を
表
す
傍
線
部
が
示
す
よ
う
に
、
告
訴
は
親
族
に
ま
で
拡
大
さ
れ
、
殺
人
事
件
に
つ

い
て
は
告
訴
の
期
限
が
無
制
限
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
り
市
長
裁
判
の
適
用
範
囲
が
拡
大
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
同
時
に
、
①
都
市
参
事
会
体
制
に
関
わ
る
違
法
行
為
に
あ
っ
て
、
従
来
は
半
年
間
（
以
上
）
と
明
記
さ
れ
て
い
た
刑
罰
が
、「
都

市
参
事
会
あ
る
い
は
都
市
参
事
会
の
多
数
部
分
が
合
意
に
至
っ
た
内
容
に
従
っ
て
、
そ
の
者
を
都
市
の
牢
獄
に
拘
禁
し
、
そ
の
者
を

処
罰
す
べ
き
で
あ
る
」（
三
）と
い
う
よ
う
に
都
市
参
事
会
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
り（
他
に
、
一
、
四
な
ど
）、
②
謀
殺
に

あ
っ
て
、「
彼
〔＝

殺
害
者
〕
と
死
者
の
遺
族
が
和
解
に
至
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
場
合
、
都
市
参
事
会
は
こ
の
こ
と
を
管
理
下
に
置

く
べ
き
で
あ
り
、
そ
し
て
、
双
方
は
都
市
参
事
会
の
多
数
部
分
が
合
意
に
達
し
た
こ
と
に
従
い
そ
れ
を
遵
守
す
べ
き
で
あ
る
」（
九
）

と
規
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
市
長
裁
判
と
は
い
え
、
市
長
職
の
非

主
的
性
格
が
都
市
参
事
会
に
よ
り
ま
す
ま
す
強
め
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
変
化
も
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

行
期
に
お
け
る
都
市
統

中
世
か
ら
近
世
へ
の
移

五

の
構
造
と
機
能

二
〇

治

取
り
か
け
て
ま
す
。

字



刑
罰

市
長
、
都
市
参
事
会
は
統
治
機
関
と
し
て
、
都
市
君
主
裁
判
所
か
ら
独
立
し
て
独
自
の
統
治
を
行
い
、
刑
事
事
件
に
刑
罰
を
科
し

て
い
る
。
当
法
典
の
刑
罰
類
型
は
、
法
典
（
Ｃ
）
と
基
本
的
に
変
わ
ら
な
い
。

①
市
外
追
放
刑
。
依
然
と
し
て
、
市
外
追
放
刑
な
い
し
ブ
ル
ク
罰
令
圏
外
追
放
刑
が
市
長
裁
判
の
基
本
刑
罰
で
あ
る
。
本
刑
は
賠

償
金
と
代
替
さ
れ
え
な
い
公
刑
罰
で
あ
る
が
、
追
放
期
間
中
に
有
罪
者
の
自
由
を
完
全
に
剝
奪
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
一
世
紀

前
と
同
じ
く
、
被
追
放
者
は
、
父
母
・
姉
妹
・
兄
弟
・
傍
系
親
が
重
病
に
臥
す
か
死
ん
だ
場
合
に
は
八
日
間
（
六
六
）、
自
ら
が
重
病

に
臥
す
場
合
に
は
立
っ
て
歩
け
る
ま
で
の
期
間（
六
七
）、
マ
イ
ン
ツ
市
に
帰
還
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
当
市
が

戦
争
を
行
な
う
場
合
に
は
、
参
事
会
決
定
に
よ
り
殺
人
犯
以
外
の
被
追
放
者
は
戦
争
継
続
中
、
帰
還
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
（
五

九
）。
な
お
、
被
追
放
者
を
自
宅
に
蔵
匿
し
た
と
の
嫌
疑
を
か
け
ら
れ
た
者
は
、
単
独
雪
冤
宣
誓
を
な
す
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
被
追
放

者
の
二
倍
の
刑
に
服
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
（
五
七
）。

法
典
中
に
確
定
さ
れ
て
い
る
刑
期
は
、
永
久
、
五
年
、
二
年
、
一
年
、
二
分
の
一
年
、
四
分
の
一
年
、
一
月
、
四
週
、
及
び
参
事

会
に
よ
る
多
数
決
決
定
期
間
で
あ
る
。
参
事
会
に
よ
る
多
数
決
決
定
の
追
放
刑
は
、
多
く
の
場
合
、
刑
期
が
確
定
さ
れ
た
追
放
刑
に

併
科
さ
れ
て
お
り
、
前
者
の
刑
期
が
後
期
の
刑
期
を
超
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と

え
ら
れ
る
。
一
世
紀
以
前
と
同
様
に
、
両
追
放

刑
の
刑
期
を
基
準
に
し
て
、
永
久
追
放
刑
が
科
せ
ら
れ
る
違
法
行
為
を
大
罪
、
五
年
以
上
一
〇
年
未
満
の
そ
れ
を
重
罪
、
四
分
の
一

年
以
上
四
年
以
下
の
そ
れ
を
軽
罪
、
四
週
以
上
二
月
未
満
の
そ
れ
を
微
罪
と
等
級
化
す
る
こ
と
は
、
本
法
典
で
も
有
効
で
あ
る
。『
平

和
法
典
』（
Ｃ
）と
の
相
違
は
、
一
〇
年
の
刑
期

「
市
内
に
訴
訟
援
助
者
が
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
市
外
で
市
民
財
産
を
訴
追
す
る
こ

と
」（
Ｃ
九
七
）に
科
さ
れ
て
い
た

が
消
滅
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
新
条
項
の
第
八
五
条
は
、「
市
長
は
、
平
和
法
典
の

趣
旨
に
従
い
市
外
な
い
し
市
内
に
い
る
べ
き
ど
の
者
に
対
し
て
も
、
一
月
に
つ
き
一
ポ
ン
ド
・
ヘ
ラ
ー
を
都
市
に
差
し
出
す
こ
と
を

命
じ
て
、〔
そ
の
分
〕
市
外
な
い
し
市
内
に
い
な
く
と
も
よ
い
と
指
示
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
」
と
規
定
し
て
お
り
、
追
放
刑
が

中
世
か
ら
近
世
へ
の
移
行
期
に
お
け
る
都
市
統
治
の
構
造
と
機
能

二
〇
六



罰
金
刑
に
代
替
さ
れ
得
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
措
置
は
、
市
長

参
事
会
権
力
の
一
定
の
後
退
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
。

②
罰
金
刑
。
本
刑
は
原
則
と
し
て
追
放
刑
に
併
科
さ
れ
、
都
市
参
事
会
に
支
払
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
額
は
二
、
一
〇
シ
リ
ン

グ
、
及
び
、
二
分
の
一
、
一
、
五
、
一
〇
、
一
五
、
三
〇
ポ
ン
ド
で
あ
る
。
罰
金
刑
の
違
法
行
為
は
依
然
と
し
て
少
な
く
、
そ
れ
が

付
加
さ
れ
る
違
法
行
為
は
九
行
為
、
罰
金
刑
の
み
の
違
法
行
為
に
至
っ
て
は
一
行
為
で
し
か
な
い
。
つ
ま
り
、『
法
典
』（
Ｃ
）で
は「
ユ

ダ
ヤ
人
が
ユ
ダ
ヤ
法
に
則
っ
て
の
訴
訟
の
援
助
を
市
民
に
要
請
す
る
こ
と
」（
六
五
。
罰
金
は
五
〇
ポ
ン
ド
・
ヘ
ラ
ー
）
で
あ
っ
た
が
、

『
法
典
』（
Ｄ
）で
は
、
こ
の
条
項
は
消
滅
し
、
代
わ
り
に「
市
外
者
に
よ
る
市
民
共
住
者
へ
の
危
害
企
図
に
対
す
る
援
助
の
要
請
を
拒

否
す
る
こ
と
」（
六
三
。
罰
金
は
一
〇
シ
リ
ン
グ
）と
い
う
条
項
が
新
た
に
付
加
さ
れ
て
い
る
に
し
か
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
な
お
、

殺
害
者
は
依
然
と
し
て
、
大
司
教
の
「
世
俗
裁
判
所
」
へ
も
、
都
市
へ
の
罰
金
と
同
額
の
一
五
ポ
ン
ド
を
支
払
う
義
務
を
負
っ
て
い

た
。③

棒
打
ち
刑
。
本
刑
は
依
然
と
し
て
、
旧
門
閥
へ
の
悪
し
き
振
舞
に
の
み
科
せ
ら
れ
て
い
る
（
三
一
）。
だ
が
、『
法
典
』（
Ｃ
）
で

は
こ
の
振
舞
の
中
に
行
為
も
含
ま
れ
、
処
罰
の
場
と
し
て
大
司
教
邸
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
が
、『
法
典
』（
Ｄ
）で
は
言
葉
に
よ
る
振
舞

に
限
定
さ
れ
、大
司
教
邸
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。つ
ま
り
、旧
門
閥
の
特
別
な
身
分
と
し
て
の
性
格
が
弱
め
ら
れ
て
い
る
の
で

（
17

あ
る
。

④
禁
固
刑
。
本
刑
は
、
旧
来
と
同
様
、
市
長
・
誓
約
市
吏
の
召
喚
命
令
に
三
度
以
上
服
さ
な
か
っ
た
者
（
三
四
。
都
市
牢
獄
に
八

日
）、
ま
た
、
市
長
の
判
決
に
服
さ
な
か
っ
た
者
（
五
六
。
刑
期
は
都
市
参
事
会
の
多
数
決
に
よ
る
）
に
対
し
て
の
み
科
せ
ら
れ
て
い

る
。
本
刑
は
、
依
然
と
し
て
市
長
命
令
に
服
従
さ
せ
る
た
め
の
強
制
手
段
と
し
て
の
性
格
が
強
か
っ
た
。『
法
典
』（
Ｃ
）に
お
い
て
は

市
長
の
判
決
に
二
度
服
さ
な
い
者
に
禁
固
刑
が
科
せ
ら
れ
て
い
た
が
、本
法
典
で
は
最
初
の
不
服
従
の
場
合
か
ら
科
せ
ら
れ
て
お
り
、

市
長
裁
判
権
の
強
化
が
図
ら
れ
て
い
る
。

⑤
「
身
体
及
び
財
産
」
刑
。「
参
事
会
の
多
数
部
分
が
言
い
渡
す
」
と
記
さ
れ
て
い
る
刑
罰
を
も
含
む
、
参
事
会
の
自
由
裁
量
刑
が
、

本
刑
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
市
外
追
放
刑
と
罰
金
刑
と

え
て
よ
い
。
本
刑
が
科
せ
ら
れ
る
違
法
行
為
は
、『
法
典
』（
Ｃ
）で
は
九
で

中
世
か
ら
近
世
へ
の
移
行
期
に
お
け
る
都
市
統
治
の
構
造
と
機
能

二
〇
七



あ
り
、『
法
典
』（
Ｄ
）
で
は
一
〇
で
あ
っ
て
全
体
の
数
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、「
忌
ま
わ
し
い
徒
党
・
集
会
」（
第
一
条
）、

「
同
盟
・
盟
約
」（
第
二
条
）、「
都
市
参
事
会
に
対
す
る
妨
害
・
悪
評
流
布
」（
第
三
条
）、「
都
市
・
都
市
参
事
会
に
と
っ
て
不
利
な
助

言
を
求
め
る
こ
と
」（
第
四
条
）
と
い
っ
た
参
事
会
体
制
に
対
す
る
違
法
行
為
に
つ
い
て
、『
法
典
』（
Ｃ
）
で
は

（
Ｃ
）
で
は
い
ま

だ
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
「
同
盟
・
盟
約
」
を
除
き

一
月
か
ら
二
分
の
一
年
の
追
放
刑
が
科
せ
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
、『
法
典
』

（
Ｄ
）に
な
る
と
自
由
裁
量
の
本
刑
の
み
が
科
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
動
揺
し
て
い
る
参
事
会
体
制
の
立
直

し
・
強
化
の
意
図
は
明
白
で
あ
る
。

以
上
が
刑
罰
類
型
で
あ
る
が
、
刑
罰
か
ら
見
て
取
れ
る
諸
原
則
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
①
刑
罰
の
身
分
制
か
ら
の
独
立
。

ⅰ
違
法
行
為
者
の
身
分
に
よ
り
刑
罰
が
異
な
る
こ
と
は
な
い
。
ⅱ
旧
門
閥
へ
の
悪
行
の
刑
罰
は
、
一
年
以
上
二
年
未
満
の
市
外
追
放

刑
と
棒
打
ち
刑
で
あ
り
、
一
般
住
民
へ
の
「
敵
意
を
も
っ
て
の
挑
発
」（
二
九
）
の
刑
罰
の
四
〜
八
倍
で
あ
る
が
、
旧
門
閥
へ
の
悪
行

は
言
葉
に
よ
る
場
合
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
ⅲ
大
司
教
の
世
俗
役
人
も
市
民
と
同
じ
贖
罪
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
②
年
齢
・

健
康
に
よ
っ
て
加
害
者
の
責
任
能
力
が
左
右
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
③
故
意
過
失
の
観
念
及
び
刑
罰
上
の
別
は
殺
人
事
件
に
限
ら
れ

て
い
る
（
九
）。
④
未
遂
観
念
は
、
傷
害
目
的
で
の
不
法
家
屋
進
入
に
限
定
さ
れ
る
（
三
〇
）。
⑤
正
犯
・
教
唆
犯
と
幇
助
犯
・
犯
罪
実

行
者
と
の
観
念
上
の
別
は
広
く
見
ら
れ
る
（
一
九
、
二
〇
、
三
七
、
三
八
）。

こ
れ
ま
で
の

察
よ
り
、『
平
和
法
典
』（
Ｃ
）と
の
比
較
に
お
い
て
次
の
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
依
然
と
し
て
、
①
市
外
追

放
刑
が
市
長
刑
罰
の
基
本
で
あ
り
、
そ
の
刑
期
に
よ
り
大
罪
・
重
罪
・
軽
罪
・
微
罪
に
等
級
づ
け
ら
れ
、
罪
刑
法
定
主
義
の
採
用
が

見
て
取
れ
る
。
ま
た
、
②
市
長
は
国
王
・
都
市
君
主
か
ら
流
血
罰
令
権
を
賦
与
さ
れ
て
お
ら
ず
、
独
自
の
非
流
血
刑
を
科
す
に
と
ど

ま
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
③
一
〇
年
の
市
外
追
放
刑
が
消
滅
し
て
い
る
。
④
旧
門
閥
の
刑
法
上
の
特
別
な
措
置
が
制

限
さ
れ
、
ま
た
、
ユ
ダ
ヤ
人
犯
罪
の
条
項
が
消
滅
し
て
お
り
、
身
分
制
か
ら
の
刑
法
の
独
立
が
一
層
進
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
⑤
市

長
判
決
へ
の
最
初
の
不
服
従
か
ら
の
処
罰
、
及
び
都
市
参
事
会
体
制
に
対
す
る
違
法
行
為
へ
の
自
由
裁
量
刑
の
科
刑
を
と
お
し
て
、

中
世
か
ら
近
世
へ
の
移
行
期
に
お
け
る
都
市
統
治
の
構
造
と
機
能

二
〇
八



参
事
会
は
動
揺
し
て
い
る
自
ら
の
統
治
体
制
の
立
直
し
・
強
化
を
図
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

管
轄
対
象

市
長
裁
判
権
は
、
都
市
参
事
会
主
導
の
下
に
、
市
民
が
自
発
的
な
「
平
和
誓
約
協
定
」
に
基
づ
い
て
、
自
ら
の
フ
ェ
ー
デ
権
行
使

の
代
わ
り
に
市
長
の
仲
裁
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
新
た
な
暴
力
的
紛
争
の
発
生
を
未
然
に
防
ぐ
こ
と
に
努
め
た
と
こ
ろ
か
ら

生
ま
れ
た
、
刑
事
裁
判
権
で
あ
る
。
こ
れ
を
維
持
す
る
た
め
に
、
市
長
は
依
然
と
し
て
、
フ
ェ
ー
デ
遂
行
者
に
仲
裁
を
受
け
入
れ
さ

せ（
八
三
）、
被
害
者
及
び
加
害
者
双
方
に
平
和
遵
守
を
命
令
し
続
け
て
い
る
の
で
あ
る（
四
六
｜
五
〇
）。
さ
ら
に
、
市
長
は
自
ら
の

裁
判
権
の
効
力
を
高
め
る
た
め
に
市
内
武
装
一
般
を
禁
止
し
続
け
て
い
る（
四
〇
｜
四
三
）（
表

）。
こ
の
措
置
は
、
フ
ェ
ー
デ
抑
制

の
措
置
と
並
ん
で
、
単
な
る
市
内
平
和
維
持
に
と
ど
ま
ら
ず
、（
市
内
に
お
け
る
）住
民
の
武
装
権
の
実
質
的
な
否
定
、
つ
ま
り
物
的

強
制
力
の
核
で
あ
る
武
力
行
使
権
の
市
長
・
参
事
会
に
よ
る
独
占
を
目
的
と
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

条

項

番

号

八
三
〔
三
九
〕

四
九
〔
四
〕

違

法

行

為

フ
ェ
ー
デ
遂
行
者
の
市
長
仲
裁

の
拒
否

被
害
者
・
そ
の
親
族
に
よ
る
市

長
平
和
命
令
の
拒
否

訴
訟
開
始
者

証
人

単
独
雪
冤
宣
誓

刑

罰

市
外
追
放

仲
裁
を
遵
守
す

る
迄

行
為：

二
年

都
市
罰
金

R
at

多
数
決

そ

の

他

和
解

命
令

『
法
典
』（
Ｃ
）
と
の

相
違

表
Ⅰ

狭
義
の
「
平
和
」
攪
乱
と
市
内
武
装
禁
止

四
六
〔
七
五
〕

市
長
・
助
役
の
平
和
遵
守
命
令

の
拒
否

不
堅
約：

一
年

行
為：
二
年

言
葉：

二
分
の

一
年

女
性
は
市
内
禁
足

〃

中
世
か
ら
近
世
へ
の
移
行
期
に
お
け
る
都
市
統
治
の
構
造
と
機
能

二
〇
九



以
下
、
違
法
行
為
の
等
級
別
に
、
市
長
裁
判
の
管
轄
対
象
と
そ
の
訴
訟
手
続
き
を

察
し
、
参
事
会
支
配
の
あ
り
方
を
探
っ
て
い

く
こ
と
に
す
る
。

ａ

大
罪

大
罪
と
は
、
永
久
市
外
追
放
刑
が
科
せ
ら
れ
る
違
法
行
為
の
こ
と
で
あ
る
（
表

）。

雪
冤
宣
誓
し
な
い
場

合
の
処
罰
規
定

市
長
の
無
許
可
や
危

害
目
的
の
付
加

危
害
目
的
や
他
人
威

嚇
の
付
加

市
外
者
は
同
期
間

の
市
内
禁
足

市
塔
拘
禁 〃

共
犯
者
も
同
罪；

女
性
は
市
内
禁
足

四
週

四
週

四
分
の
一
年

四
分
の
一
年

言
葉：

二
分
の

一
年

行
為：

二
年

有 有 有 有

m
a
n

 

m
a
n

市
長
の
許
可
の
下
で
の
市
外
で

の
フ
ェ
ー
デ
（
合
法
））

武
装
し
て
殴
り
合
い
・
騒
動
の

場
に
行
く
こ
と
（
合
法
）

鐘
が
鳴
っ
た
後
で
武
装
し
て
火

事
場
に
行
く
こ
と
（
合
法
）

戦
争
・
馬
上
槍
試
合
以
外
の
時

の
武
装
し
て
の
騎
乗

市
長
許
可
な
し
の
、
危
害
目
的

の
市
内
で
の
剣
や
甲

の
携
行

家
の
名
誉
の
た
め
に
、
危
害
目

的
で
槍
・
矛
槍
な
ど
の
武
器
を

携
行

市
内
で
の
短
剣
・
長
剣
等
の
武

器
の
、
危
害
目
的
の
抜
刀
や
他

人
威
嚇

市
長
・
助
役
の
平
和
堅
約
の
拒

否 犯
人
の
市
長
・
助
役
平
和
〔＝

自
宅
拘
禁
〕
命
令
の
拒
否

（
四
五
〔
二
六
〕

（
四
四
〔
三
四
〕

（
二
四
〔
三
〇
〕

四
三
〔
五
一
〕

四
〇
〔
二
〕

四
二

四
一
〔
二
九
〕

五
〇

四
七
、
四
八

〔
五
八
、
五
〕 中

世
か
ら
近
世
へ
の
移
行
期
に
お
け
る
都
市
統
治
の
構
造
と
機
能

二
一
〇



『
平
和
法
典
』（
Ｃ
）
で
は
、「（
旧
）
参
事
会
員
で
あ
っ
たcra

fft zu
m
 
R
eb
esto

ck

の
政
治
的
謀
反
」（
Ｃ
一
〇
一
）
と
、「
他

の
市
民
の
家
に
危
害
目
的
で
不
法
侵
入
し
、
実
際
に
傷
害
を
負
わ
せ
殴
打
す
る
こ
と
」（
Ｃ
一
一
六
）が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
が
、『
法
典
』

（
Ｄ
）で
は
後
者
だ
け
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
条
項
は
都
市
住
民
の
家
平
和
の
強
固
さ
を
保
障
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
都
市
平

和
が
、
奉
公
人
の
家
を
含
め
て
、
個
々
の
住
民
の
家
平
和
を
単
位
と
し
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
特
定
の
人
物
の
た
め
に
一
三
三
五
年
に
定
立
さ
れ
た
前
者
の
条
項
（
条
文
中
の
刑
期
は
一
〇
〇
年
と
一
日
）
が
、
そ
の
一

世
紀
後
に
削
除
さ
れ
た
の
は
当
然
で
あ
る
。
確
か
に
『
法
典
』（
Ｄ
）
に
至
っ
て
も
謀
反
（
内
乱
）
条
項
が
一
般
的
・
抽
象
的
法
令
に

ま
で
は
高
め
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、（
Ｄ
）
に
お
い
て
は
謀
反
（
な
い
し
参
事
会
体
制
へ
の
批
判
的
言
動
）
の
具
体
的
行
動
に
関

し
て
の
条
項
は
増
や
さ
れ

「
忌
ま
わ
し
い
徒
党
・
集
会
」（
第
一
条
。『
法
典
』（
Ｃ
）
で
の
刑
罰
は
二
分
の
一
年
の
市
外
追
放
刑
）、

「
同
盟
・
盟
約
」（
第
二
条
。
新
条
項
）、「
都
市
参
事
会
に
対
す
る
妨
害
・
悪
評
流
布
」（
第
三
条
。
同
上
、
二
分
の
一
年
以
上
一
年
未

満
）、「
都
市
・
都
市
参
事
会
に
と
っ
て
不
利
な
助
言
を
求
め
る
こ
と
」（
第
四
条
。
同
上
、
二
分
の
一
年
）

、
そ
れ
ら
に
つ
い
て

は
参
事
会
が
自
由
裁
量
刑
を
科
す
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
①
確
か
に
、「
徒
党
・
集
会
」
及
び
「
同
盟
・
盟
約
」
に
つ
い
て
は
、
原
告

は
特
定
化
さ
れ
て
お
ら
ず
、
現
行
犯
の
場
合
で
な
け
れ
ば
二
名
の
誠
実
な
市
民
の
挙
証
が
必
要
と
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
被
告
の
単

独
雪
冤
宣
誓
が
認
め
ら
れ
て
い
た
が
、
②
第
三
・
四
条
の
よ
う
に
参
事
会
自
体
に
関
わ
る
場
合
に
は
、
市
長
に
よ
る
糾
問
手
続
き
が

と
ら
れ
、
証
人
も
必
要
と
さ
れ
ず
、
雪
冤
宣
誓
も
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
四
違
法
行
為
は
、
そ
の
処
分
が
参
事
会

刑

罰

表
Ⅱ

大

罪

奉
公
人
な
い
し

親
族
の
家
の
付
加

『
法
典
』（
Ｃ

と

の
相
違

和
解
命
令

そ

の

他

R
a
t

多
数
決

都
市
罰
金

永
久 市

外
追
放

単
独
雪
冤
宣
誓

証
人

男
性
、
女
性

訴
訟
開
始
者

不
法
家
屋
侵
入
に
よ
る
傷
害

殴
打

違

法

行

為

三
〇〔
一
一
六
〕

条

項

番

号
中
世
か
ら
近
世
へ
の
移
行
期
に
お
け
る
都
市
統
治
の
構
造
と
機
能

二
一
一



の
自
由
裁
量
に
任
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
大
罪
た
り
得
る
こ
と
に
も
な
っ
て
い
る
た
め
、
こ
こ
に
挙
げ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

ｂ

重
罪

重
罪
と
は
、
五
年
以
上
一
〇
年
未
満
の
市
外
追
放
刑
が
科
せ
ら
れ
る
違
法
行
為
の
こ
と
で
あ
る
（
表

）。

謀
殺
、
使
者
へ
の
暴
力
行
為
、
失
明
、
婦
女
掠
奪
、
待
伏
せ
・
不
法
逮
捕
が
、
そ
れ
に
相
当
す
る
。
一
世
紀
前
と
比
較
す
る
と
、

「
訴
訟
援
助
者
が
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
市
外
で
市
民
財
産
に
つ
き
訴
追
す
る
こ
と
」（
Ｃ
九
七
。
刑
は
一
〇
年
以
上
二
〇
年
未
満
の
市
外

追
放
刑
）
及
び
「
市
民
権
放
棄
者
に
よ
る
市
民
財
産
訴
追
」（
Ｃ
二
一
。
刑
は
五
年
の
市
外
追
放
刑
）
の
条
項
は
確
か
に
削
除
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
違
法
行
為
は
軽
罪
に
分
類
さ
れ
る
第
六
〇
条
の
一
部
に
取
り
込
ま
れ
、
し
か
も
市
外
追
放
期
間
が
二
年
に

短
縮
さ
れ
て
い
る
。
軽
い
罰
を
科
す
る
だ
け
で
対
応
で
き
る
ほ
ど
に
、
マ
イ
ン
ツ
住
民
は
財
産
に
関
す
る
訴
追
を
市
内
の
教
会
裁
判

『
法
典
』（
Ｃ

と
の
相

違

和
解
命
令

そ

の

他

R
a
t

多
数
決

都
市
罰
金

市
外
追
放

刑

罰

単
独
雪
冤
宣
誓

証

人

訴
訟
開
始
者

違
法
行
為

条

項

番

号

被
害
者
へ
の
賠

償

市
外
追
放

五
年

待
伏
せ
・
不

法
逮
捕

三
八
〔
一
七
〕

九
〔
一
四
〕

一
〇

一
二
〔
一
六
〕

三
七
〔
一
八
〕

謀
殺

死
者
へ
の
暴

力
行
為

片
目
な
い
し

両
眼
の
失
明

婦
女
掠
奪

m
a
n

 

m
a
n

二
名
の
誠
実
な
人

マ
イ
ン
ツ
市
民
な
い
し

そ
の
他
の
誠
実
な
人

二
名
の
誠
実
な
人

五
年

五
年

五
年

五
年

一
五
ポ
ン
ド

一
五
ポ
ン
ド

三
〇
ポ
ン
ド

市
外
追
放

「
世
俗
裁
判
所
」

へ
一
五
ポ
ン
ド

「
世
俗
裁
判
所
」

へ
一
五
ポ
ン
ド

被
害
者
へ
の
賠

償

有有有

都
市
参
事
会
に
よ
る

和
解
命
令
の
強
調

都
市
参
事
会
に
よ
る

和
解
命
令
の
強
調

「
世
俗
裁
判
所
」へ
の

贖
罪
規
定
削
除；

都
市
参
事
会
に
よ
る

和
解
命
令
の
強
調

表
Ⅲ

重

罪

中
世
か
ら
近
世
へ
の
移
行
期
に
お
け
る
都
市
統
治
の
構
造
と
機
能

二
一
二



所
な
い
し
「
世
俗
裁
判
所
」

い
ず
れ
も
大
司
教
管
轄
下
に
あ
る
が

で
行
な
う
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
代
わ

り
に
「
死
者
へ
の
暴
力
行
為
」
が
付
加
さ
れ
、「
世
俗
裁
判
所
」
へ
贖
罪
金
が
支
払
わ
れ
る
違
法
行
為
の
中
か
ら
失
明
事
件
が
除
か
れ

て
い
る
。
つ
ま
り
、
市
長
が
管
轄
す
る
重
罪
事
件
は
ま
す
ま
す
暴
力
事
件
に
特
化
さ
れ
て
い
き
、
大
司
教
が
関
わ
る
刑
事
事
件
は
唯

一
、「
殺
人
事
件
」
関
係
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

訴
訟
手
続
き
に
着
目
す
る
と
、
す
べ
て
の
重
罪
事
件
に
お
い
て
、
い
ま
だ
糾
問
主
義
も
含
め
て
の
職
権
訴
追
主
義
は
採
ら
れ
て
お

ら
ず
、
公
衆
訴
追
主
義
、
と
り
わ
け
被
害
者
訴
追
主
義
と
い
う
中
世
段
階
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
、
ま
ず
重
視
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
。
し
か
し
、
被
告
の
雪
冤
宣
誓
は
も
は
や
認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
謀
殺
、
死
者
へ
の
暴
力
行
為
、
失
明
の
事
件
に
お
い
て
は
挙

証
権
は
原
告
側
に
帰
属
し
て
い
る
。
以
上
の
特
質
は
一
世
紀
前
と
同
じ
で
あ
る
が
、
謀
殺
以
下
の
こ
れ
ら
の
三
事
件
に
お
い
て
「
都

市
参
事
会
に
よ
る
和
解
命
令
」
を
両
当
事
者
が
遵
守
す
る
義
務
を
強
調
し
て
い
る
点

例
え
ば
、「
彼
〔＝

謀
殺
者
〕
と
死
者
の
遺

族
が
和
解
に
至
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
場
合
、
都
市
参
事
会
は
こ
の
こ
と
を
管
理
下
に
置
く
べ
き
で
あ
り
、
そ
し
て
、
双
方
は
都
市

参
事
会
の
多
数
部
分
が
合
意
に
達
し
た
こ
と
に
従
い
そ
れ
を
遵
守
す
べ
き
で
あ
る
。」（
九
）

が
、『
法
典
』（
Ｄ
）の
特
徴
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
個
々
の
住
民
の
自
力
救
済
観
念
、
そ
れ
と
関
わ
る
名
誉
観
念
を
一
定
程
度
容
認
す
る
措
置
で
あ
り
、
市
長
裁
判
権

都
市

参
事
会
体
制
の
権
威
・
権
力
の
低
下
を
示
す
措
置
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
が
、
し
か
し
、「
家
」
の
自
立
を
野
放
図
に
容
認
し
て

い
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
両
当
事
者
間
の
和
解
は
、
あ
く
ま
で
も
参
事
会
の
自
由
裁
量
刑
に
担
保
さ
れ
た
参
事
会
命
令
で
あ
っ
た

の
で
あ
る
。

ｃ

軽
罪

軽
罪
と
は
、
四
分
の
一
年
以
上
四
年
以
下
の
市
外
追
放
刑
が
科
せ
ら
れ
る
違
法
行
為
の
こ
と
で
あ
る
。
本
罪
は
、
個
人
的
被
害
者

が
い
る
も
の
（
表

）
と
、「
政
治
的
な
」
も
の
（
表

）
と
に
分
類
さ
れ
る
。

中
世
か
ら
近
世
へ
の
移
行
期
に
お
け
る
都
市
統
治
の
構
造
と
機
能

二
一
三



前
者
は
さ
ら
に
、
①
身
体
・
生
命
に
関
す
る
軽
罪
（
九
、
一
三
｜
一
五
、
三
〇
）、
②
家
平
和
に
関
す
る
軽
罪
（
二
七
、
三
〇
）、
③

そ
の
他
（
二
九
、
三
一
）、
に
類
別
さ
れ
る
が
、
①
、
②
が
主
体
を
な
し
て
い
る
。
違
法
行
為
の
点
で
『
法
典
』（
Ｃ
）
と
相
違
し
て
い

「
世
俗
裁
判
所
」へ
の
贖

罪
規
定
削
除

被
害
者
へ
の
治
療
義
務

の
付
加

被
害
者
へ
の
贖

罪

有

四
分
の
一
年

有 有

二
名
の
誠

実
な
人

〃

m
a
n

〃

武
装
し
て
の
不
法
家
屋
侵

入
・
家
屋
内
強
窃
盗

傷
害
致
死

〃

二
七
〔
一
〇
〕

〃

二
九
〔
二
五
〕

他
市
民
へ
の
敵
意
を
も
っ

て
の
挑
発

四
分
の
一
年

加
害
者
と
し
て
の
共
住

者
の
付
加

加
害
者
と
し
て
の
共
住

者
、
市
外
者
の
付
加
、

原
告
へ
の
治
療

と
四
ポ
ン
ド

五
ポ
ン
ド

四
分
の
一
年

有（
第
二
〇
条
）

二
名
の
誠

実
な
人

m
a
n

重
傷
害

一
四
〔
一
二
〕

条

項

番

号

九
〔
一
五
〕

三
〇
〔
一
一
六
〕

三
一
〔
三
三
〕

一
三

一
五
〔
七
九
〕

違

法

行

為

過
失
殺
人

傷
害
目
的
で
の
不
法
家
屋

侵
入
（
傷
害
未
遂
）

名
望
家＝
門
閥
へ
の
悪
し

き
発
言

不
具
（
一
行
為
に
つ
き
）

重
傷
害
・
暴
行
に
よ
る
歩

行
不
全

訴
訟
開

始
者

m
a
n

証

人

二
名
の
誠

実
な
人

男
性
、
女

性一
名
の
誠

実
な
人

単
独
雪
冤
宣
誓

刑

罰

市
外
追
放

二
年

二
年

一
年

二
分
の
一
年

二
分
の
一
年

都
市
罰
金

一
五
ポ
ン
ド

三
〇
ポ
ン
ド

一
〇
ポ
ン
ド

一
〇
ポ
ン
ド

R
a
t

多
数
決

そ

の

他

「
世
俗
裁
判
所
」

へ
一
五
ポ
ン
ド

棒
打
ち
刑

市
外
追
放

原
告
へ
五
ポ
ン

ド原
告
へ
の
治
療

と
八
ポ
ン
ド

和
解
命
令

有

『
法
典
』（
Ｃ

と
の
相
違

都
市
参
事
会
に
よ
る
和

解
命
令
の
強
調

奉
公
人
な
い
し
親
族
の

家
の
付
加

違
法
行
為
と
し
て
の
行

為
が
名
誉
毀
損
と
代
替

告
訴
先
と
し
て
の
市
長

の
付
加

棒
打
ち
の
場
と
し
て
の

大
司
教
館
の
削
除

表
Ⅳ

個
人
の
身
体
・
生
命
・
家
平
和
に
関
す
る
軽
罪

中
世
か
ら
近
世
へ
の
移
行
期
に
お
け
る
都
市
統
治
の
構
造
と
機
能

二
一
四



る
の
は
、（
Ｃ
）
第
七
八
条
の
重
傷
害
（
市
外
追
放
一
年
と
参
事
会
に
よ
る
処
罰
）
の
項
が
削
除
さ
れ
て
、
重
傷
害
条
項
（
Ｃ
一
二
、

七
九
）
の
中
に
統
合
さ
れ
た
こ
と
（
Ｄ
一
四
、
一
五
。
市
外
追
放
二
分
の
一
年
な
い
し
四
分
の
一
年
及
び
罰
金
）、
腕
の
骨
折
が
不
具

一
般
に
改
め
ら
れ
た
こ
と
（
Ｄ
一
三
。
刑
罰
の
変
更
な
し
）、
名
望
家
へ
の
違
法
行
為
を
特
別
に
罰
す
る
た
め
の
条
項
か
ら
「
行
為
に

よ
る
違
法
行
為
」
が
削
除
さ
れ
た
こ
と
（
Ｄ
三
一
）、「
住
民
を
害
す
る
た
め
の
陰
謀
誓
約
」（
Ｃ
六
）
条
項
が
削
除
さ
れ
た
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
う
ち
、「
住
民
を
害
す
る
た
め
の
陰
謀
誓
約
」
は
、「
政
治
的
な
」
軽
罪
の
中
の
「
都
市
・
住
民
を
害
す
る
た
め
の
市
外
者
呼

び
入
れ
」（
Ｄ
五
四
）と
も
重
複
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
主
要
な
変
更
点
は
、
名
望
家
の
身
分
的
な
特
権
性
を
弱
め
た
こ
と
、
家

平
和
管
轄
か
ら
大
司
教
が
一
層
撤
退
し
た
こ
と
（「
武
装
し
て
の
不
法
家
屋
侵
入
・
家
屋
内
強
窃
盗
」
条
項
で
の
「
世
俗
裁
判
所
」
へ

の
贖
罪
規
定
の
削
除
）
に
と
ど
ま
る
。

訴
訟
手
続
き
の
点
で
も
、
基
本
的
に
変
化
は
な
く
、
公
衆
訴
追
主
義
、
と
り
わ
け
被
害
者
訴
追
主
義
の
段
階
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。

被
告
の
単
独
雪
冤
宣
誓
が
認
め
ら
れ
て
い
る
違
法
行
為
も
、
ま
た
原
告
側
の
挙
証
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
違
法
行
為
も
、
以
前
と
同

じ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
過
失
殺
人
に
つ
い
て
は
都
市
参
事
会
に
よ
る
和
解
命
令
が
強
調
さ
れ
、
当
事
者
が
そ
の
命
令
に
従
わ

な
い
場
合
に
は
、
参
事
会
の
自
由
裁
量
刑
に
服
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
、
重
傷
害
の
場
合
に
は
被
害
者
へ
の
治
療
義
務

が
付
加
さ
れ
、
賠
償
額
が
二
倍
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
注
目
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
こ
れ
も
市
長
裁
判
権

都
市
参
事
会
体
制
の
権

威
・
権
力
の
低
下
を
示
す
措
置
と
し
て
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
反
面
、
住
民
の
「
家
」
の
野
放
図
な
自
立
を
抑
止
す
る
措
置
で

も
あ
っ
た
。

一
方
、
後
者
の
「
政
治
的
な
」
軽
罪
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
①
市
外
者
と
の
通
謀
、
②
騒
擾
、
③
参
事
会
員
政
務
執
行
妨
害
、
に

類
別
さ
れ
得
る
。

中
世
か
ら
近
世
へ
の
移
行
期
に
お
け
る
都
市
統
治
の
構
造
と
機
能

二
一
五



市
外
追
放
期
間
が
一
月

か
ら
二
年
に
増
加

助
役
の
付
加

『
法
典
』（
Ｃ

と
の
相
違

和
解
命
令

訴
訟
取
下

げ 女
性
は
市

内
禁
足

そ
の
他

贖
罪

R
a
t

多
数
決

都
市
罰
金

一
年

一
年

二
年

二
年

二
年

市
外
追
放

有 単
独
雪
冤
宣
誓

証
人

市
長

訴
訟
開

始
者

都
市
・
住
民
を
害
す
る
た
め
の
市
外

者
呼
び
入
れ

市
外
の
国
王
の
面
前
へ
の
同
胞
市
民

訴
追

世
俗
債
務
等
の
訴
訟
に
関
す
る
市
長

の
市
外
訴
追
禁
止
命
令
の
拒
否

行
為
に
よ
る
市
長
・
助
役
平
和
遵
守

命
令
の
拒
否

都
市
参
事
会
・
そ
の
契
約
に
反
す
る

こ
と
の
定
立 違

法

行

為

五
四
〔
一
〕

六
一
〔
一
九
〕

六
〇
〔
二
〇
〕

四
六
〔
七
五
〕

七
〔
五
六
〕

条

項

番

号

五
五
〔
九
〕

市
長
命
令
・
許
可
無
し
の
武
装
し
て

の
市
外
者
援
助

一
年

贖
罪

市
長
命
令
・
許
可
の
決

定
は
多
数
決
で
も
可

命
令
者
と
し
て
の
他
の

都
市
参
事
会
員
の
削
除

四
分
の
一
年

市
長
の
寄
託
財
産
所
有
権
移
譲
通
知

命
令
の
不
履
行

二
六
〔
三
二
〕

一
一
〔
一
一
七
〕

四
六
〔
七
五
〕

八
〔
六
七
〕

二
三
〔
六
九
〕

殺
人
犯
の
贖
罪
へ
の
援
助

言
葉
に
よ
る
市
長
・
助
役
平
和
遵
守

命
令
の
拒
否

市
長
・
都
市
参
事
会
宣
告
へ
の
反
抗

裁
判
・
告
訴
な
し
の
逮
捕

一
年

二
分
の
一
年

四
分
の
一
年

四
分
の
一
年

支
援
物
の

二
倍

女
性
は
市

内
禁
足

助
役
の
付
加

宣
告
主
体
と
し
て
の
都

市
参
事
会
の
付
加

三
六
〔
七
二
〕

都
市
差
押
の
危
険
性
の
あ
る
訴
訟
に
関

し
て
の
都
市
参
事
会
の
宣
告
へ
の
抵
抗

四
分
の
一
年

七
一
〔
七
七
〕

市
長
の
不
法
占
有
自
由
世
襲
借
地
放

棄
命
令
の
拒
否

四
分
の
一
年

贖
罪

四
分
の
一
年

有

m
a
n

ム
ン
ト
ロ
イ
テ
保
持

九
〇
〔
四
一
〕

表
Ⅴ

政
治
的
」
な
軽
罪

と
機
能

二
一
六

行
期
に
お
け
る
都

刑

罰

中
世
か
ら
近
世
へ
の
移

治
の
構
造

統
市

す
ま
い

幅
変
え
て

こ
の
表
の
み
横



①
と
し
て
は
都
市
・
住
民
を
害
す
る
た
め
の
市
外
者
呼
び
入
れ
（
五
四
）、
及
び
、
帝
国
・
司
教
区
等
か
ら
の
市
長
許
可
無
し
の
受

封
・
受
財
（
五
、
五
一
｜
五
三
）
が
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
一
世
紀
前
と
変
化
は
な
い
が
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
二
年
の
市
外
追

放
刑
に
代
わ
っ
て
「
受
領
し
た
も
の
と
同
量
の
も
の
を
都
市
と
都
市
参
事
会
に
納
め
る
」
だ
け
で
よ
く
な
っ
た
。
後
者
に
つ
い
て
は

特
に
旧
門
閥
と
大
司
教
と
の
関
係
が
重
要
で
あ
る
が
、
刑
罰
が
軽
く
な
っ
た
こ
と
は
こ
の
関
係
が
弱
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
と

え
ら
れ
る
。
②
に
つ
い
て
も
注
目
す
べ
き
変
化
が
あ
っ
た
。
ム
ン
ト
ロ
イ
テ
（＝

庇
護
者
）
保
持
（
九
〇
）
に
つ
い
て
は
変

更
は
な
い
が
、『
法
典
』（
Ｃ
）
で
は
こ
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
「
忌
ま
わ
し
い
徒
党
・
集
会
」（
Ｃ
三
）
と
「
都
市
・
都
市
参

事
会
に
と
っ
て
不
利
な
助
言
を
求
め
る
こ
と
」（
Ｃ
八
三
）が
、
参
事
会
自
由
裁
量
刑
が
科
せ
ら
れ
る
違
法
行
為
と
さ
れ
、
大
罪
と
も

さ
れ
得
た
の
で
あ
る
。
③
に
関
し
て
も
同
様
に
、
市
長
命
令

平
和
遵
守（
四
六
）、
寄
託
財
産
所
有
権
移
転（
二
六
）、
不
法
占
有

自
由
世
襲
借
地
放
棄
（
七
一
）

の
拒
否
、
市
長
・
都
市
参
事
会
宣
告
へ
の
不
服
従
（
八
）
に
つ
い
て
は
変
更
が
な
さ
れ
な
か
っ

た
が
、「
都
市
参
事
会
に
対
す
る
妨
害
・
悪
評
流
布
」（
Ｃ
八
五
）
が
、
参
事
会
自
由
裁
量
刑
の
対
象
と
さ
れ
、
大
罪
と
も
さ
れ
得
た
の

で
あ
っ
た
。
参
事
会
体
制
の
立
直
し
・
強
化
の
た
め
の
措
置
で
あ
る
。

訴
訟
手
続
き
に
関
し
て
は
特
に
変
更
は
な
い
。
市
長
の
糾
問
手
続
き
が
採
ら
れ
、
被
告
の
単
独
雪
冤
宣
誓
の
機
会
は
二
違
法
行
為

に
限
ら
れ
、
証
人
は
ど
の
場
合
で
も
必
要
と
さ
れ
て
い
な
い
。
市
長
・
参
事
会
の
自
由
裁
量＝

恣
意
の
余
地
が
極
め
て
大
き
か
っ
た

制
度
を
、
依
然
と
し
て
維
持
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

ｄ

微
罪

微
罪
と
は
、
二
月
未
満
の
市
外
追
放
刑
が
科
せ
ら
れ
る
違
法
行
為
の
こ
と
で
あ
る
（
表

）。

中
世
か
ら
近
世
へ
の
移
行
期
に
お
け
る
都
市
統
治
の
構
造
と
機
能

二
一
七



本
罪
に
は
、
①
軽
度
の
流
血
事
件
・
髪
の
引
張
・
傷
害
（
一
六
）、
②
市
長
命
令

世
俗
債
務
訴
訟
関
係
（
七
二
、
七
三
）、
自
由

世
襲
借
地
に
対
す
る
直
接
税
支
払
い
（
六
四
）、
市
長
の
罵
言
停
止
（
三
二
）

の
拒
否
、
③
飲
食
強
要
（
七
六
）
が
含
ま
れ
て
い

る
。
第
七
二
・
七
三
条
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
依
然
と
し
て
市
長

参
事
会
は
市
内
の
二
つ
の
教
会
裁
判
所
の
世
俗
債
務
裁
判
権
を

認
め
つ
つ
も
、
実
質
的
に
新
条
項
で
あ
る
第
六
〇
条
（
軽
罪
）
に
お
い
て
は
、
明
示
的
に
世
俗
債
務
裁
判
権
の
独
占
に
努
め
て
い
た

の
で
あ
っ
た
。
な
お
、『
法
典
』（
Ｃ
）で
罰
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た「
都
市
参
事
会
外
で
の
都
市
参
事
会
員
及
び
そ
の
決
議
へ

の
反
抗
」（
Ｃ
七
）
と
「
女
性
に
よ
る
女
性
へ
の
殴
打
・
髪
の
引
張
・
傷
害
」（
Ｃ
三
一
）
の
二
条
項
が
削
除
さ
れ
て
い
る
。
前
者
は
「
政

治
的
な
」
軽
罪
の
諸
違
法
行
為
に
含
ま
れ
得
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
削
除
さ
れ
て
も
問
題
は
な
い
。
後
者
の
削
除
は
、
女
性
の
特

別
視
の
後
退
を
意
味
し
て
い
る
。

犯
行
方
法
の

具
体
的
明
示

『
法
典
』（
Ｃ

と
の
相
違

和
解
命
令

教
会
裁
判
所
に
告
訴
し
て
い
た

場
合
は
市
長
の
許
へ
移
管

直
接
税
な
い
し
そ
れ
以
上
の
抵

当
を
納
入
す
る
迄
の
市
外
追
放

被
害
者
へ
二
分
の
一
ポ
ン
ド

そ

の

他

有

R
a
t

多
数
決

一
ポ
ン
ド

都
市
罰
金

一
月

一
月

一
月

一
月

市
外
追
放

刑

罰

有（
第
二
〇
条
）

単
独
雪
冤
宣
誓

二
名
の
誠

実
な
人

証

人

m
a
n

訴
訟
開

始
者

市
長
の
世
俗
債
務
訴
訟
移

管
・
取
下
げ
命
令
の
拒
否

自
由
世
襲
借
地
に
対
す
る

直
接
税
支
払
命
令
の
拒
否

市
長
の
罵
言
停
止
命
令
の

拒
否

傷
害
致
死

軽
度
の
流
血
事
件
・
髪
の

引
張
・
傷
害

違

法

行

為

七
二
、
七
三

〔
八
八
、
八
九
〕

六
四
〔
六
四
〕

三
二
〔
七
四
〕

〃

一
六
〔
一
三
〕

条

項

番

号

七
六
〔
九
〇
〕

飲
食
強
要

一
月

女
性
は
市
内
禁
足
も
可

表
Ⅵ

微

罪

中
世
か
ら
近
世
へ
の
移
行
期
に
お
け
る
都
市
統
治
の
構
造
と
機
能

二
一
八



本
罪
の
訴
訟
手
続
き
に
つ
い
て
は
、
依
然
と
し
て
公
衆
訴
追
主
義
、
被
害
者
訴
追
主
義
が
採
ら
れ
て
お
り
、
軽
度
の
傷
害
事
件
だ

け
で
挙
証
方
法
が
明
記
さ
れ
て
い
る
に
し
か
過
ぎ
な
い
。

以
上
が
、
市
長
裁
判
権
の
管
轄
対
象
で
あ
り
、
基
本
的
に
刑
事
裁
判
権
で
あ
り
続
け
て
い
る
。
市
長
は
個
人
に
対
す
る
暴
力
的
違

法
行
為
（
謀
殺
、
過
失
殺
人
、
失
明
、
待
伏
せ
・
不
法
逮
捕
、
婦
女
掠
奪
、
重
傷
害
、
不
法
家
屋
侵
入
な
ど
の
重
罪
が
含
ま
れ
る
）

及
び
家
屋
内
強
窃
盗
に
関
す
る
管
轄
権
を
維
持
し
て
い
た
（
但
し
、
強
姦
・
放
火
・
家
屋
外
強
窃
盗
の
裁
判
権
に
つ
い
て
は
い
ま
だ

不
明
で
あ
る
）。
訴
訟
手
続
き
に
お
い
て
は
、
い
ま
だ
職
権
訴
追
主
義
を
採
っ
て
お
ら
ず
、
公
衆
訴
追
主
義
、
と
り
わ
け

間
接
的

に
強
制
さ
れ
た

被
害
者
訴
追
主
義
が
支
配
的
で
あ
っ
た
。
但
し
、
軽
罪
や
微
罪
の
ご
く
特
定
の
違
法
行
為
に
お
い
て
し
か
被
告

の
単
独
雪
冤
宣
誓
は
認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
挙
証
権
は
原
則
と
し
て
原
告
の
側
に
移
っ
て
い
た
。
一
方
、
市
長
は
、
依
然
と
し
て
政

治
的
な
違
法
行
為

市
外
者
と
の
通
謀
、
騒
擾
、
参
事
会
員
政
務
執
行
妨
害

を
糾
問
し
、
証
人
な
し
に
有
罪
判
決
を
下
す
こ

と
が
で
き
て
い
た
。
そ
し
て
、
謀
反
条
項
は
な
い
も
の
の
、
謀
反
の
具
体
的
な
行
動
、
な
い
し
そ
れ
に
至
る
過
程
に
あ
る
と

え
ら

れ
る
行
動

例
え
ば
、「
忌
ま
わ
し
い
徒
党
・
集
会
」、「
同
盟
・
盟
約
」、「
都
市
参
事
会
に
対
す
る
妨
害
・
悪
評
流
布
」、「
都
市
・

都
市
参
事
会
に
と
っ
て
不
利
な
助
言
を
求
め
る
こ
と
」

に
対
し
て
市
長
は
糾
問
手
続
き
を
採
り
、
自
由
裁
量
で
刑
を
執
行
で
き

る
よ
う
に
し
た
の
で
あ
る
。
動
揺
し
て
い
る
都
市
参
事
会
体
制
の
立
直
し
・
強
化
を
目
的
と
す
る
措
置
が
採
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
市
長

参
事
会
は
大
司
教
の
刑
事
裁
判
権
を
殺
人
事
件
に
お
け
る
罰
金
徴
収
権
に
限
定
し
、
家
平

和
管
轄
か
ら
大
司
教
を
一
層
撤
退
さ
せ
、
大
司
教
・
教
会
側
か
ら
民
事
裁
判
権
の
う
ち
で
世
俗
債
務
訴
訟
に
関
わ
る
裁
判
権
を
奪
う

こ
と
に
努
め
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
謀
殺
、
死
者
へ
の
暴
力
行
為
、
失
明
（
以
上
、
重
罪
）、
過
失
殺
人
（
軽
罪
）
に
つ
い
て
「
都
市
参
事
会
に
よ
る
和
解
命

令
」
が
新
し
く
強
調
さ
れ
、
重
傷
害
の
場
合
に
は
被
害
者
へ
の
治
療
義
務
が
付
加
さ
れ
、
賠
償
額
が
二
倍
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

『
法
典
』（
Ｄ
）
の
特
徴
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
当
事
者
主
義
の
容
認
で
あ
り
、
市
長
裁
判
権

都
市
参
事
会
体
制
の
権
威
・
権
力
の
低
下

中
世
か
ら
近
世
へ
の
移
行
期
に
お
け
る
都
市
統
治
の
構
造
と
機
能

二
一
九



を
示
す
も
の
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
参
事
会
の
自
由
裁
量
刑
に
担
保
さ
れ
た
市
長

参
事
会
の
命
令
権
の
枠

内
に
あ
る
と
は
言
え
、
住
民＝

家
」の
自
立
の
進
展
と
い
う
重
要
な
局
面
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
局
面
は
項
を
改
め
て
、
後
に

論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

行
政
権

行
政
権
は
種
々
の
徴
税
権
、
そ
れ
に
基
づ
く
外
交

軍
事
権
、
内
政
権
か
ら
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
の
実
態
を
知
る
に
は「
会
計
簿
」

（「
収
支
決
算
簿
」）の
分
析
に
如
く
は
な
い
。
一
五
世
紀
前
半
に
お
い
て
は
、
い
ま
だ
近
代
的
な
予
算
制
度
を
採
っ
て
い
な
い
も
の
の
、

「
会
計
年
度
」と
呼
ぶ
こ
と
の
で
き
る
ほ
ど
の
概
念
は
生
ま
れ
て
お
り
、
収
支
決
算
は
一
年
単
位
に
行
な
わ
れ
て
い
た
。
た
だ
し
、
そ

の
開
始
日
と
終
了
日
は
い
ま
だ
年
度
に
よ
っ
て
ず
れ
が
あ
る
。

さ
て
、
行
政
権
の
物
的
基
礎
を
な
す
の
が
、
徴
税
権
で
あ
る
。
税
は
、（
１
）
間
接
消
費
税
、（
２
）
直
接
税
か
ら
な
っ
て
い
た
。

１
）間
接
消

（
18

費
税
。
一
四
三
九
年
度
以
降
、
歳
入
の
一
位
を
占
め
た
の
は
間
接
消
費
税
で
あ
る
。
間
接
消
費
税
は
主
に
市
内
消
費

税
（U

n
g
eld

）
と
関
税
（Z
o
ll

）
と
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
。

〔
市
内
消
費
税
〕
本
来
は
都
市
君
主＝

マ
イ
ン
ツ
大
司
教
に
帰
属
し
て
い
た
徴
収
権
が
、
市
民
に
最
終
的
に
移
っ
た
の
は
、
大
司
教

マ
チ
ア
ス
（
在
位
、
一
三
二
一
｜
二
八
年
）
が
特
権
状
に
よ
り
「
一
切
の
租
税
と
ベ
ー
デ
」
を
免
除
し
た
一
三
二
五
年
の
こ
と
で
あ

る
。
市
内
消
費
税
に
は
、
①
穀
粉
税（m

ele
=
u
n
g
elt

）、
②
ブ
ド
ウ
酒
税（w

in
=
u
n
g
elt

）、
③
穀
物
等
秤
量
税（m

u
tte

=
u
n
g
elt

）、

④
塩
税
（sa

ltze
=
u
n
g
elt

）、
⑤
木
炭
税
（k

o
ln
=
u
n
g
elt

）
が
含
ま
れ
る
。

〔
関
税
〕こ
れ
に
は
以
下
の
三
種
が
あ
っ
た
。
①
市
門
税（ru

d
e

）

市
門
を
通
過
す
る
ブ
ド
ウ
酒
、
果
実
に
課
さ
れ
る
税
で
あ
っ

て
、
皇
帝
カ
ー
ル
四
世
（
在
位
、
一
三
四
六
｜
七
八
年
）
か
ら
一
三
四
七
年
一
一
月
一
六
日
付
け
の
特
権
状
に
よ
り
市
民
は
そ
の
徴

収
権
を
授
与
さ
れ
た

、
②
道
路
税
（w

eg
e
=
u
n
g
elt

）、
③
ラ
イ
ン
河
関
税
（zo

lle

）

一
三
四
九
年
五
月
一
五
日
付
け
の

中
世
か
ら
近
世
へ
の
移
行
期
に
お
け
る
都
市
統
治
の
構
造
と
機
能

二
二
〇



証
書
に
よ
り
皇
帝
カ
ー
ル
四
世
は
「
勤
勉
な
る
奉
仕
」（
皇
帝
へ
の
銀
一
〇
〇
〇
マ
ル
ク
の
貸
与
）
の
ゆ
え
に
マ
イ
ン
ツ
市
民
に
本
税

の
徴
収
権
を
認
め
た

。

〔
都
市
施
設
利
用
税
〕
こ
れ
も
広
義
の
関
税
で
あ
り
、
次
の
三
種
が
あ
っ
た
。
①
商
館
保
管
税
及
びp

h
u
n
tzo

ll

一
三
一
七
年

六
月
二
五
日
、
マ
イ
ン
ツ
市
民
は
国
王
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
デ
ア
・
バ
イ
エ
ル
（
在
位
、
一
三
一
四
｜
四
七
年
）
か
ら
、
新
築
の
商
館

に
お
い
て
軽
微
の
保
管
税
を
徴
収
す
る
権
利
を
獲
得
し
た

、
②p

u
n
tg
elt

（
商
品
の
輸
出
・
輸
入
の
際
に
、
重
量
に
応
じ
て
課

せ
ら
れ
る
関
税
で
あ
ろ
う
）、
③
ク
レ
ー
ン
使
用
税
。

以
上
が
、
間
接
消
費
税
の
種
類
で
あ
る
。
そ
の
対
象
は
基
本
的
に
は
大
衆
消
費
財
で
あ
っ
た
。
で
は
、
そ
の
徴
収
方
法
は
ど
う
で

あ
っ
た
の
か
。
そ
の
点
で
注
目
す
べ
き
は
、
一
四
一
〇
╱
一
一
年
度
の
「
会
計
簿
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
道
路
税
、
ラ
イ
ン
河
関
税

及
び
「
そ
の
他
の
財
源
」
を
除
き
、
各
税
の
毎
週
の
徴
収
額
が
同
一
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
徴
税
が
「
賃
貸
契
約
制
」（
請
負
制
）
に
よ
っ

て
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で

（
19

あ
る
。
こ
の
制
度
は
、
参
事
会
に
対
し
て
常
に
一
定
額
の
税
を
保
証
す
る
も
の
で
あ
っ
た

が
、
そ
の
一
方
で
、
請
負
人
に
請
負
額
以
上
の
税
を
徴
収
す
る
可
能
性
を
与
え
る
制
度
で
も
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、「
長
老
」門
閥

が
一
種
の
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
を
結
成
し
て
徴
税
を
請
負
っ
て
い
る
現
況
に
あ
っ
て
は
、
ツ
ン
フ
ト

平
民
闘
争
に
お
い
て
間
接
消
費
税

の
増
税
に
よ
る
徴
税
請
負
人
の
増
収
が
攻
撃
さ
れ（
第
一
次
）、
さ
ら
に
課
税
に
関
し
て
同
意
権
が
要
求
さ
れ
た（
第
二
次
〜
第
四
次
）

の
も
当
然
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
ツ
ン
フ
ト
統
治
が
開
始
す
る
一
四
四
四
年
以
前
に
既
に
徴
税
請
負
制
は
廃
止
さ
れ
、
一
四
三
六
╱

三
七
年
度
以
降
の
「
会
計
簿
」
に
お
い
て
は
、
一
四
三
六
╱
三
七
年
度
の
木
炭
税
を
除
き
、
各
週
の
徴
税
額
は
一
様
で
な
く
な
っ
て

い
る
。２

）
直

（
20

接
税
。
こ
れ
に
は
、
以
下
の
三
種
が
あ
っ
た
。

①
財
産
税
。
都
市
防
衛
に
起
源
を
も
つ
直
接
税
は
、
市
民
及
び
居
住
民
の
「
不
動
産
及
び
動
産
」
す
べ
て
に
課
せ
ら
れ
る
財
産
税

が
主
な
も
の
で
あ
っ
た
。
本
税
は
当
時
も
、
領
邦
税
と
同
様
に‘g

ed
in
g
n
is,b

ed
e’

と
呼
ば
れ
て
お
り
、
本
来
は
マ
イ
ン
ツ
大
司
教

中
世
か
ら
近
世
へ
の
移
行
期
に
お
け
る
都
市
統
治
の
構
造
と
機
能

二
二
一



が
市
民
の
「
同
意
」
を
得
た
う
え
で
徴
収
さ
れ
て
い
た
臨
時
税
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
遅
く
と
も
一
三
二
五
年
に
は
都
市
参
事
会

が
聖
堂
区
単
位
に
徴
収
す
る
定
期
税
と
な
っ
て
い
た
。
税
率
は
、
市
債
に
よ
る
負
担
が
増
え
た
た
め
、
一
四
三
七
年
一
一
月
二
〇
日

を
も
っ
て
財
産
高
の
一
％
か
ら
一
・
五
％
に
増
え
た
。
な
お
、
財
産
が
五
〇
グ
ル
デ
ン
以
下
の
階
層
は
財
産
税
を
免
除
さ
れ
て
い
た
。

②
竈
税
。
本
税
は
す
べ
て
の
家
に
一
律
に
課
せ
ら
れ
、
〇
・
五
グ
ル
デ
ン
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
財
産
税
を
免
除
さ
れ
て
い
る
家

は
一
グ
ル
デ
ン
を
納
入
す
べ
き
で
あ
っ
た
。

③
ユ
ダ
ヤ
人
税

こ
れ
ら
の
直
接
税
の
徴
収
の
あ
り
方
は
、
一
四
一
〇
╱
一
一
年
度
の
ユ
ダ
ヤ
人
税
を
除
い
て
、
一
四
一
〇
╱
一
一
年
度
に
お
い
て

す
で
に
税
収
額
は
毎
月
異
な
っ
て
お
り
、
徴
税
請
負
制
で
は
な
か
っ
た
。
直
接
税
徴
収
役
（S

ch
a
tzm

eister

）
が
早
く
か
ら
徴
収
し

て
い
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
①
間
接
消
費
税
に
お
い
て
、
一
四
三
〇
年
代
ま
で
「
徴
税
請
負
制
」
が
と
ら
れ
て
、「
長
老
」
門
閥
や
有
力
親

方
な
ど
特
定
の
階
層
が
定
期
金
購
入
者
や
請
負
人
と
な
っ
て
資
産
を
増
や
す
契
機
が
与
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
②
税
収
の
中
心
で
あ

る
間
接
消
費
税
の
対
象
が
基
本
的
に
は
大
衆
消
費
財
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
確
認
し
て
お
き
た
い
。

さ
て
、
中
世
後
期
の
ド
イ
ツ
都
市
の
参
事
会
は
全
般
的
に
、
自
ら
の
財
政
能
力
に
対
す
る
客
観
的
な
認
識
が
不
足
し
て
お
り
、
市

債
に
依
存
す
る
割
合
が
高
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
割
合
が
高
か
っ
た
ハ
ン
ブ
ル
ク
市
で
す
ら
歳
出
中
に
市
債
返
済
が
占
め
る
割

合
は
二
〇
％
で

（
21

あ
っ
た
。そ
れ
に
対
し
マ
イ
ン
ツ
市
に
お
け
る
そ
の
割
合
は
一
四
一
〇
年
度
か
ら
一
四
六
二
年
ま
で
四
五
・
二
三
〜
八

七
・
八
八
％
と
、
異
常
に
高
か
っ
た
の
で
あ
る
。
一
四
四
四
年
に
完
全
な
ツ
ン
フ
ト
統
治
が
開
始
し
て
か
ら
も
、
累
積
債
務
額
は
膨

大
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
遅
く
と
も
一
四
二
九
年
以
降
都
市
財
政
は
破
綻
し
た
。
そ
し
て
、
財
政
の
危
機
的
状
況
を
一
応
は
押
し

止
め
る
こ
と
の
で
き
た
段
階
で
す
ら
、
一
四
四
六
年
五
月
二
四
╱
二
五
日
に
マ
イ
ン
ツ
都
市
参
事
会
は
債
権
者
で
あ
る
七
帝
国
都
市

（
シ
ュ
ト
ラ
ー
ス
ブ
ル
ク
、
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
、
ウ
ル
ム
、
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
、
ヴ
ォ
ル
ム
ス
、
シ
ュ
パ
イ
ア
ー
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
）

中
世
か
ら
近
世
へ
の
移
行
期
に
お
け
る
都
市
統
治
の
構
造
と
機
能

二
二
二



に
対
し
、
六
万
グ
ル
デ
ン
の
新
た
な
借
款
及
び
「
マ
イ
ン
ツ
市
全
体
の
抵
当
化
」
と
引
き
換
え
に
、
三
七
五
、
〇
〇
〇
グ
ル
デ
ン
の

債
務
の
返
還
を
引
き
受
け
て
く
れ
る
よ
う
要
求
す
る
ま
で
に

（
22

至
っ
た
。
こ
の
提
案
は
同
年
八
月
の
都
市
会
議
で
受
け
入
れ
ら
れ
ず
に

終
わ
っ
た
が
、
マ
イ
ン
ツ
市
を
他
の
帝
国
都
市
の
「
臣
下
」
の
地
位
に
貶
め
る
危
険
性
の
あ
る
提
案
を
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
ほ
ど

に
、
当
市
は
財
政
的
に
破
綻
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
危
機
は
何
に
由
来
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、
当
市
の
一
五
世
紀
前
半
の「
歳
入
出
表
」（
表

「
歳
入
」、
表

「
歳
出
」）
を
基
に

え
て
い
き
た
い
。

中
世
か
ら
近
世
へ
の
移
行
期
に
お
け
る
都
市
統
治
の
構
造
と
機
能

二
二
三



貨
幣
換
算

総
計

［
］
そ
の
他

・
前
年
度
繰
越
し

［
］
恒
常
的
一
般
収
入

２
ユ
ダ
ヤ
人
税

（
％
)

１
資
産
税

（
％
)

［
Ⅲ
］
直
接
税

・
ク
レ
ー
ン
使
用
税

・
P
u
n
tg
elt

・
商
館

（
％
)

２
都
市
施
設
利
用
税

・
ラ
イ
ン
河
関
税

・
道
路
（
護
送
）

・
市
門

（
％
)

２
関
税

・
木
炭

・
塩

・
ブ
ド
ウ
酒

・
小
麦

・
穀
物

・
穀
粉
・
パ
ン

（
％
)

１
消
費
税

（
％
)

［
Ⅱ
］
間
接
消
費
税
等 （

％
)

［
Ⅰ
］
市
債 年

度

1g
l ＝
24ß

(＝
41524g

l
9ß

0h
l )

49829P
15ß

0h
l

(11.87％
)

5917P
3ß

3h
l

(1.29％
)

644.5P
5.5ß

3h
l

―

398.5P
4ß

0h
l

(7.21％
)

3595.5P
8.5ß

1h
l

(8.55％
)

4264.5P
5.5ß

1h
l

149P
2ß

0h
l

927.5P
6ß

0h
l

795P
3ß

0h
l

(3.75％
)

1872P
1ß

0h
l

2113P
9.5ß

4h
l

111P
8ß

2h
l

3171P
0ß

0h
l

(10.95％
)

5458P
5.5ß

6h
l

92P
7ß

0h
l

214P
6ß

0h
l

4650P
8ß

0h
l

（
上
記
費
目
に
合
算
)

2300P
18ß

0h
l

3357.5P
5.5ß

5h
l

(21.30％
)

10615.5P
4.5ß

5h
l

(36.01％
)

17946P
1.5ß

5h
l

（
39.84％

)

19856P
8ß

0h
l

1410/11年

1g
l ＝
27ß

(＝
31574gl

22.5.ß
1hl )

37889.5P
8.5ß

1h
l

（
―
％
)

―

（
―
％
)

― ― 437P
8ß

0h
l

(11.98％
)

4540P
1ß

0h
l

(13.13％
)

4977P
9ß

0h
l

91.5P
7ß

0h
l

270.5P
2ß

0h
l

1011P
9ß

0h
l

(3.62％
)

1373.5P
8ß

0h
l

3208P
5ß

0h
l

49.5P
8.5ß

0h
l

2559P
5ß

0h
l

(15.35％
)

5817.5P
8.5ß

3h
l

57P
4ß

0h
l

154P
9ß

0h
l

3393P
0ß

0h
l

500.5P
6ß

0h
l

839P
5ß

0h
l

3059.5P
5ß

0h
l

(21.12％
)

8003.5P
9ß

0h
l

(40.10％
)

15196P
5.5ß

3h
l

(42.56％
)

16127.5P
5.5ß

0h
l

1436/37年

1g
l ＝
27ß

(＝
29413g

l
20.5ß

2h
l )

39708.5P
1.5ß

2h
l

（
―
％
)

―

（
―
％
)

― 950P
0ß

0h
l

34.5P
3.5ß

2h
l

(14.69％
)

5833.5P
6.5ß

0h
l

(14.77％
)

5868.5P
0ß

2h
l

168.5P
1ß

1h
l

474.5P
0ß

0h
l

976P
0ß

0h
l

(4.07％
)

1619P
1ß

1h
l

3415.5P
0ß

0h
l

53P
1.5ß

3h
l

2289P
0ß

0h
l

(14.49％
)

5757.5P
1.5ß

3h
l

57P
4ß

0h
l

302.5P
6ß

0h
l

3736P
0ß

0h
l

583.5P
3ß

0h
l

696P
6ß

0h
l

2775.5P
0ß

0h
l

(20.52％
)

8151P
9ß

0h
l

(41.49％
)

16478.5P
2.5ß

4h
l

（
43.72％

）

17361P
8.5ß

2h
l

1438年

1g
l ＝
27ß

(＝
29018g

l
4ß

0h
l )

39174.5P
0ß

0h
l

(1.25％
)

491.5P
6ß

3h
l

（
―
％
)

―

1007P
11.5ß

0h
l

―

(14.60％
)

5719.5P
9ß

5h
l

(14.60％
)

5719.5P
9ß

5h
l

213P
6ß

7h
l

475P
0ß

0h
l

1021.5P
0ß

0h
l

(4.36％
)

1709.5P
6ß

7h
l

3540P
1.5ß

0h
l

99P
4ß

0h
l

3744.5P
3.5ß

0h
l

(18.84％
)

7383.5P
9ß

0h
l

37P
9ß

0h
l

236.5P
2ß

0h
l

3923P
1ß

0h
l

（
上
記
費
目
に
合
算
)

906P
0ß

0h
l

5277.5P
7ß

0h
l

(26.49％
)

10380.5P
9ß

0h
l

(52.41％
)

20532P
2ß

4h
l

(32.98％
)

12922P
4ß

3h
l

1439年

1g
l ＝
28ß

(＝
31396g

l
9ß

7h
l )

43954.5P
7ß

7h
l

（
―
％
)

―

（
―
％
)

― 1550P
0ß

0h
l

―

(13.50％
)

5937.5P
8ß

0h
l

(13.50％
)

5937.5P
8ß

0h
l

243P
0ß

0h
l

443P
6ß

0h
l

1319.5P
0ß

0h
l

(4.56％
)

2005.5P
6ß

0h
l

4288.5P
8ß

0h
l

96.5P
6ß

0h
l

3381P
2ß

0h
l

(17.66％
)

7766.5P
6ß

0h
l

46P
9ß

3h
l

248.5P
2ß

4h
l

2813P
7ß

0h
l

（
上
記
費
目
に
合
算
)

1092.5P
4ß

0h
l

5296.5P
2ß

0h
l

(21.60％
)

9497.5P
4ß

7h
l

(48.89％
)

21492P
2ß

0h
l

(37.59％
)

16524.5P
7ß

7h
l

1440年

1g
l ＝
28ß

6h
l

(＝
30183g

l
22.5ß

2h
l )

43011.5P
8ß

2h
l

(0.93％
)

400P
1ß

7h
l

（
―
％
)

―

1412.5P
0ß

0h
l

―

(13.55％
)

5830.5P
8ß

0h
l

(13.55％
)

5830.5P
8ß

0h
l

191.5P
6ß

6h
l

516.5P
8ß

0h
l

1361.5P
2ß

0h
l

(4.81％
)

2070P
6ß

6h
l

3406P
6ß

0h
l

110.5P
8ß

0h
l

3908.5P
4ß

0h
l

(17.26％
)

7425.5P
8ß

3h
l

29P
15ß

0h
l

263P
9ß

8h
l

2990P
9ß

0h
l

（
上
記
費
目
に
合
算
)

897P
8ß

6109P
4ß

0h
l

(23.92％
)

10290P
5ß

8h
l

(50.21％
)

21599P
2ß

0h
l

(36.22％
)

15581.5P
8ß

2h
l

1441年

1g
l ＝
28ß

6h
l

(＝
27824g

l
26ß

2h
l )

39650.5P
0ß

2h
l

（
―
％
)

―

（
―
％
)

― 1738P
0ß

0h
l

―

(14.78％
)

5863.5P
4ß

6h
l

(14.78％
)

5863.5P
4ß

6h
l

326P
8ß

2h
l

582.5P
9ß

0h
l

1600P
6ß

0h
l

(6.32％
)

2509.5P
3ß

2h
l

2561P
6ß

0h
l

122.5P
8ß

4h
l

4379.5P
3.5ß

0h
l

(17.81％
)

7063.5P
7.5ß

4h
l

63.5P
3ß

2h
l

265.5P
3ß

7h
l

2020.5P
8ß

0h
l

（
上
記
費
目
に
合
算
)

929.5P
1ß

0h
l

5806P
2ß

0h
l

(22.91％
)

9085.5P
7ß

9h
l

(51.44％
)

20397P
9ß

3h
l

(33.76％
)

13389P
6ß

5h
l

1442年

表
Ⅶ

歳
入

中
世
か
ら
近
世
へ
の
移
行
期
に
お
け
る
都
市
統
治
の
構
造
と
機
能

二
二
四



1460年

0

(0.00％
)

3273
g
l a
g
,
1398.5g

l a
a
0ß

5a
lb
u
s u
.
7591P

8ß
2h
l

(＝
14213.5P

2.5ß
0h
l )
(51.29％

)

982g
l a
g
,
560g

l a
a
0ß

22a
lb
u
s u
.
4384.5P

4ß
0h
l

(＝
6569P

6.5ß
2h
l )
(23.70％

)

74g
l a
g
,
236g

l a
a
0ß

6a
lb
u
s u
.
3457.5P

2ß
0h
l

78g
l a
g
,
69g

l a
a
0ß

6a
lb
u
s u
.
713P

4ß
0h
l

(上
記
費
目
に
合
算
)

830g
l a
g
,
255g

l a
a
0ß

10a
lb
u
s u
.
213.5P

8ß
0h
l

――

2218g
l a
g
,
541g

l a
a
0ß

16a
lb
u
s u
.
2677P

2ß
0h
l

(＝
6596P

1.5ß
2h
l )
(23.80％

)

329g
l a
g
,
449g

l a
a
0ß

2a
lb
u
s u
.
2429.5P

2ß
0h
l

2g
l a
g
,
32g

l
0ß

6a
lb
u
s u
.
247.5P

0ß
0h
l

1887g
l a
g
,
60g

l a
a
0ß

8a
lb
u
s

73g
l a
g
,
296g

l a
a
0ß

3a
lb
u
s u
.
529.5P

2ß
2h
l

(＝
1048P

4ß
2h
l )
(3.78％

)

50g
l a
g
,
198.5g

l a
a
0ß

10a
lb
u
s u
.
467P

0ß
0h
l

―

23g
l a
g
,
97

g
l a
a
0ß

5a
lb
u
s u
.
62.5P

2ß
2h
l

379g
l a
g
,
690g

l a
a
0ß

10a
lb
u
s u
.
496P

2ß
0h
l

(＝
2002.5P

5ß
2h
l )
(7.22％

)

379g
l a
g
,
690g

l a
a
0ß

10a
lb
u
s u
.
496P

2ß
0h
l

(＝
2002.5P

5ß
2h
l )
(7.22％

)

―

4824g
l a
g
,
919

a
a
0ß

6.5a
lb
u
s u
.
3330P

7ß
1.5h

l

3757g
l a
g
,
786

g
l a
a
0ß

6a
lb
u
s u
.
1680P

0ß
0h
l

(＝
8134P

9.5ß
0h
l )
(29.35％

)

―

(―
％
)

8476gl ag,
3008gl aa

0ß
9.5albus u.

11418P
7ß

3.5hl

(＝
27708P

8ß
4.5h

l )

1g
l a
g
＝
28ß

6h
l,
1g
l a
a
＝
28ß

1458年

0

(0.00％
)

2516gl ag,
1133.5gl aa

0ß
6albus

 
u.
8331P

5.5ß
2hl

(＝
13504P

6.5ß
2h
l )
(48.33％

)

1083g
l a
g
,
354.5g

l a
a
0ß

0a
lb
u
s u
.
4748P

7ß
0h
l

(＝
6787.5P

8.5ß
0h
l )
(24.29％

)

107g
l a
g
,
85.5g

l a
a
0ß

21a
lb
u
s u
.
3591P

9ß
0h
l

18g
l a
g
,
46g

l a
a
0ß

8a
lb
u
s u
.
835P

0ß
0h
l

（
上
記
費
目
に
合
算
)

958g
l a
g
,
218.5g

l a
a
0ß

7a
lb
u
s u
.
321.5P

8ß
0h
l

――

1328g
l a
g
.
489g

l a
a
0ß

7a
lb
u
s u
.
2978P

5ß
4.5h

l

(＝
5528.5P

3.5ß
0.5h

l )
(19.78％

)

100g
l a
g
,
206g

l a
a
0ß

8a
lb
u
s u
.
2755P

8ß
0h
l

17g
l a
a
0ß

9a
lb
u
s u
.
182.5P

2ß
0h
l

1228g
l a
g
,
265g

l a
a
0ß

14a
lb
u
s u
.
40P

5ß
4.5h

l

105g
l a
g
,
289.5g

l
0ß

11a
lb
u
s u
.
604.5P

3ß
3.5h

l

(＝
1160P

4.5ß
1.5h

l )
(4.15％

)

57g
l a
g
,
192.5g

l a
a
0ß

0a
lb
u
s u
.
523P

6ß
0h
l

―

48
g
l a
g
,
97g

l a
a
0ß

11a
lb
u
s u
.
81P

7ß
3.5h

l

664g
l a
g
,
597g

l a
a
0ß

7a
lb
u
s u
.
599.5P

8ß
0h
l

(＝
2382P

6ß
2h
l )
(8.52％

)

664g
l a
g
,
597g

l a
a
0ß

7a
lb
u
s u
.
599.5P

8ß
0h
l

(＝
2382P

6ß
2h
l )
(8.52％

)

―

3233g
l a
g
,
448g

l a
a
0ß

1a
lb
u
s u
.
6823P

2ß
5.5h

l

2251g
l a
g
,
325.5g

l a
a
0ß

5a
lb
u
s u
.
4692P

7ß
2h
l

(＝
8225.5P

4.5ß
4h
l )
(29.43％

)

―

（
―
％
）

6413gl ag,
2176gl aa

0ß
1.5albus u.

15754P
6ß

4.5hl

(＝
27939P

6.5ß
1.5h

l )

1g
l a
g
＝
28ß

6h
l,
1g
l a
a
＝
28ß

1449年

0

(0.00％
)

10510.5g
l
10ß

8a
lb
u
s
u
. 69P

7ß
6h
l
18444P

1ß
0h
l

(＝
15047.5P

6.5ß
5h
l )
(57.84％

)

5197g
l
0ß

0a
lb
u
s u
.
41P

2ß
0h
l
7446P

14ß
0h
l

(＝
7446.5P

6.5ß
0h
l )
(28.62％

)

3194.5g
l
0ß

0a
lb
u
s u
.
15P

4ß
0h
l

726.5g
l
0ß

0a
lb
u
s u
.
9P

2ß
0h
l

(上
記
費
目
に
合
算
)

1276g
l
0ß

0a
lb
u
s u
.
16.5P

6ß
0h
l

――

4170.5g
l
0ß

8a
lb
u
s u
.
17P

0ß
0h
l
5960P

2ß
0h
l

(＝
5960P

8.5ß
3h
l )
(22.91％

)

2318g
l
0ß

0a
lb
u
s u
.
17P

0ß
0h
l

―

1852.5g
l
0ß

8a
lb
u
s

1143g
l
10ß

0a
lb
u
s u
.
11P

5ß
6h
l
1640P

12ß
0h
l

(＝
1640.5P

0.5ß
6h
l )
(6.30％

)

797.5g
l
0ß

0a
lb
u
s u
.
4.5P

9ß
0h
l

200.5g
l
0ß

0a
lb
u
s u
.
4P

10ß
0h
l

145g
l
10ß

0a
lb
u
s u
.
1.5P

6ß
6h
l

2405.5g
l
3ß

0a
lb
u
s u
.
8.5P

1ß
0h
l

(＝
3436.5P

0.5ß
3h
l )
(13.20％

)

2405.5g
l
3ß

0a
lb
u
s u
.
8.5P

1ß
0h
l

(＝
3436.5P

0.5ß
3h
l )
(13.20％

)

―

4960g
l
0ß

0a
lb
u
s u
.
513.5P

2ß
2h
l

2921g
l
0ß

0a
lb
u
s u
.
22.5P

0ß
4h
l

(＝
4184.5P

8.5ß
4h
l )
(16.08％

)

―

（
―
％
）

17876.5g
l
0ß

0a
lb
u
s u
.
541.5P

0ß
8h
l

(＝
26015.5P

0.5ß
5h
l )

1g
l ＝
28ß

6h
l

1443年

10208.5P
2.5ß

0h
l

(29.34％
)

19965.5P
4.5ß

3h
l

(57.39％
)

10368P
5ß

6h
l

(29.80％
)

6198P
6ß

0h
l

1233P
8ß

0h
l

(上
記
費
目
に
合
算
)

2646P
1ß

0h
l

225.5P
0ß

0h
l

65P
0ß

0h
l

5601.5P
7ß

0h
l

(16.10％
)

3405P
4.5ß

6h
l

85.5P
4ß

6h
l

2110.5P
7.5ß

0h
l

2140.5P
0.5ß

2h
l

(6.15％
)

1546.5P
6ß

0h
l

356P
2.5ß

0h
l

237.5P
2ß

0h
l

4615P
0ß

0h
l

(13.26％
)

4615P
0ß

0h
l

(13.26％
)

―

1854.5P
1ß

6h
l

―

（
-
％
）

0.5P
0ß

1h
l

(0.00％
)

34789P
7ß

3h
l

(＝
24413g

l
16.5ß

3h
l )

1g
l ＝
28ß

6h
l

年
度

［
Ⅰ
］
市
債

（
％
)

［
Ⅱ
］
間
接
消
費
税
等（

％
)

１
消
費
税

（
％
)

・
穀
粉
・
パ
ン

・
穀
物

・
小
麦

・
ブ
ド
ウ
酒

・
塩

・
木
炭

２
関
税

（
％
)

・
市
門

・
道
路
（
護
送
）

・
ラ
イ
ン
河
関
税

２
都
市
施
設
利
用
税（
％
)

・
商
館

・
P
u
n
tg
elt

・
ク
レ
ー
ン
使
用
税

［
Ⅲ
］
直
接
税

（
％
)

１
資
産
税

（
％
)

２
ユ
ダ
ヤ
人
税

［
］
恒
常
的
一
般
収
入

・
前
年
度
繰
越
し

［
］
そ
の
他

総
計

貨
幣
換
算

中
世
か
ら
近
世
へ
の
移
行
期
に
お
け
る
都
市
統
治
の
構
造
と
機
能

二
二
五



貨
幣
換
算

総
計

(％
)

(％
)

［
Ⅲ
］「

一
般
歳
出
」

⑦
傭
兵

⑥
共
有
地
管
理
役

⑤
徴
税
役

④
出
納
役

③
市
長

②
書
記

①
D
o
cto

r

６
官
吏
衣
服

(％
)

６
官
吏
給
与

５
警
備

４
下
級
使
節
派
遣

３
応
接

２
建
築

１
使
節
派
遣

(％
)

［
Ⅱ
］
経
常
費

(％
)

２
元
金
返
済

②
据
置
利
子

・
L
o
su
n
g
sg
u
lten

・
L
eib
g
ed
in
g
e

①
通
常
利
子

（
％
)

１
利
子
返
済

（
％
)

［
Ⅰ
］
市
債 年

度

1g
l ＝
24ß

(＝
38965g

l
10ß

10h
l )

46758.5P
0ß

10h
l

（
―
％
)

― ― ― ― ― ― ― ― ―

（
―
％
)

― ― ― ― ― ―

(Ⅲ
含
む
)（

54.76％
)

25606.5P
4ß

0h
l

(0.00％
) 0

― ― ― ―

(45.23％
)

21151.5P
6ß

0h
l

(45.23％
)

21151.5P
6ß

0h
l

1410/11年

1g
l ＝
27ß

(＝
28123g

l
15.5ß

5h
l )

37966.5P
6.5ß

5h
l

(18.74％
)

7116.5P
15.5ß

6h
l

― ― ― ― ― ― ― ―

(1.06％
)

403.5P
1.5ß

0h
l

―

118.5P
9ß

2h
l

81P
4ß

4h
l

357.5P
8.5ß

1h
l

1026.5P
8ß

0h
l

(5.23％
)

1988P
11ß

7h
l

(0.00％
) 0

5744P
8.5ß

5h
l

― ―

23116P
2.5ß

1h
l

(76.01％
)

28860P
11.5ß

0h
l

(76.01％
)

28860P
11.5ß

0h
l

1436/37年

1g
l ＝
27ß

(＝
24462g

l
13ß

)

33024P
7ß

0h
l

（
―
％
)

― ― ― ― ― ― ― ― ―

（
―
％
)

― ― ― ― ― ―

(Ⅲ
含
む
)（

12.11％
)

4000P
0ß

0h
l

(0.00％
) 0

4050P
0ß

0h
l

9095.5g
l
2ß

6h
l

9403.5g
l
10ß

2h
l

24974P
7ß

0h
l

(87.88％
)

29024P
7ß

0h
l

(87.88％
)

29024P
7ß

0h
l

1437年

1g
l ＝
27ß

― ―

（
―
％
)

1050P
0ß

0h
l

― ― ― ― ― ― ―

370P
5.5ß

3h
l

（
―
％
)

1566P
0ß

1h
l

422P
1.5ß

2h
l

68P
1.5ß

4h
l

238P
0ß

2h
l

774.5P
6.5ß

0h
l

534P
8.5ß

2h
l

（
―
％
)

3540P
0ß

0h
l

（
―
％
)

― ― ― ― ―

（
―
％
)

―

（
―
％
)

―

1438年

1g
l ＝
27ß

― ―

（
―
％
)

1688.5P
0ß

0h
ll

― ― ― ― ― ― ― ―

（
―
％
)

1236P
1ß

3h
l

633P
0ß

4h
l

80P
9.5ß

7h
l

363P
5.5ß

1h
l

761.5P
4ß

4h
l

760.5P
7ß

2h
l

（
―
％
)

3400.5P
0ß

0h
l

（
―
％
)

― ― ― ― ―

（
―
％
)

―

（
―
％
)

―

1439年

1g
l ＝
28ß

― ―

（
―
％
)

835P
3.5ß

1h
l

― ― ― ― ― ― ― ―

（
―
％
)

799P
4ß

0h
l

401.5P
2ß

0h
l

114.5P
5ß

2.5h
l

243P
5.5ß

0h
l

2028.5P
9ß

0h
l

332.5P
4ß

6h
l

（
―
％
)

3915.5P
0ß

3h
l

（
―
％
)

― ― ― ― ―

（
―
％
)

―

（
―
％
)

―

1440年

1g
l ＝
28ß

6h
l

― ―

（
―
％
)

626P
0ß

0h
l

― ― ― ― ― ― ― ―

（
―
％
)

1658P
9ß

3.5h
l

383P
1ß

0h
l

81.5P
1ß

5h
l

156P
1ß

7h
l

2182P
3ß

8h
l

620P
3ß

1h
l

（
―
％
)

5081.5P
0ß

6h
l

（
―
％
)

― ― ― ― ―

（
―
％
)

―

（
―
％
)

―

1441年

表
Ⅷ

歳
出

―
―

―
―

―
－
76.5P

8ß
4h
l )

3071P
4ß

2h
l

（
次
年
度
繰
越
)

中
世
か
ら
近
世
へ
の
移
行
期
に
お
け
る
都
市
統
治
の
構
造
と
機
能

二
二
六



―

1444年

―

（
―
％
)

20804g
l
2ß

0h
l

（
―
％
)

―

10392.5g
l
8ß

0h
l

10373g
l
0ß

0h
l

38g
l
8ß

3h
l

―

（
―
％
)

―

（
―
％
)

――――――

（
―
％
)

―――――――――

（
―
％
）

――

1g
l ＝
28ß

6h
l

―

1443年

―

（
―
％
)

―

（
―
％
)

―――――

（
―
％
)

3362.5P
7ß

7h
l

（
―
％
)

389.5P
8ß

3h
l

1083.5P
6ß

4h
l

165.5P
1ß

1h
l

62.5P
7ß

5h
l

442P
5ß

0h
l

1218P
5ß

0h
l

（
―
％
)

――――――――

641.5P
4ß

3h
l

（
―
％
）

――

1g
l ＝
28ß

6h
l

貨
幣
換
算

総
計

(％
)

(％
)

［
Ⅲ
］「

一
般
歳
出
」

⑦
傭
兵

⑥
共
有
地
管
理
役

⑤
徴
税
役

④
出
納
役

③
市
長

②
書
記

①
D
o
cto

r

６
官
吏
衣
服

(％
)

６
官
吏
給
与

５
警
備

４
下
級
使
節
派
遣

３
応
接

２
建
築

１
使
節
派
遣

(％
)

［
Ⅱ
］
経
常
費

(％
)

２
元
金
返
済

②
据
置
利
子

・
L
o
su
n
g
sg
u
lten

・
L
eib
g
ed
in
g
e

①
通
常
利
子

（
％
)

１
利
子
返
済

（
％
)

［
Ⅰ
］
市
債 年

度

1g
l ＝
28ß

6h
l

― ―

（
―
％
）

950P

― ― ― ― ― ― ― ―

（
―

％
)

1415.5P
9.5ß

8h
l

547P
8ß

6h
l

72.5P
4ß

8h
l

428P
8.5ß

3h
l

1289P
6ß

5h
l

1139P
2ß

8h
l

（
―
％
)

4892.5P
9ß

5h
l

（
―
％
)

― ― ― ― ―

（
―
％
)

―

（
―
％
)

―

1442年

1g
l ＝
28ß

6h
l

(＝
26091P

6.5ß
4h
l )

15171gl
7ß

5albus u.
4472P

0ß
5hl

(＝
5277P

7.5ß
2.5hl )（

20.22％
)

3561gl
4ß

0albus
u. 202.5P

5ß
2.5hl

273g
l
以
下

u
.
9P

0ß
0h
l

22P
0ß

0h
l

4名
：
6g
l ×
4

16g
l
0ß

0a
lb
u
s

3名
：
20g

l ×
3

64g
l
0ß

0a
lb
u
s

8g
l, 4g

l
0ß

0a
lb
u
s

―

(＝
1983.5P

1.5ß
0hl )（

7.60％
)

710.5gl
0ß

0albus u.
971P

2ß
3hl

36gl
0ß

0albus u.
492P

3ß
0hl

2g
l
0ß

0a
lb
u
s u
.
54P

1ß
0h
l

77P
4.5ß

0h
l

161gl
0ß

0albus u.
2066P

0ß
0hl

65gl
10ß

0albus u.
6.5P

2ß
6hl

(＝
5049P

6.5ß
0h
l )（

19.35％
)

974.5gl
10ß

0albus u.
3660P

3ß
3hl

(＝
8939.5P

4ß
9h
l )（

34.26％
)

6273.5g
l
15ß

0a
lb
u
s

― ― ― ―

(＝
6802.5P

0ß
3h
l )（

26.07％
)

4361.5gl
0ß
5albus

u. 587P
1ß
7hl

(＝
15742P

5ß
0h
l )
（
60.23％

)

10635gl
0ß

5albus u.
587P

1ß
7hl

1449年

1g
l a
g
＝
28ß

6h
l,
1g
l a
a
＝
28ß

(＝
21088.5P

2ß
5h
l )

4807.5glag, 1634.5glaa
0ß

7albusu. 11948.5P
0.5ß

0hl )

(＝
3581.5P

9ß
1.5h

l )（
16.98％

)

615gl ag,
10.5gl aa

0ß
3albus

u.
2690.5P

4ß
1.5hl

― ― ― ― ― ― ― ―

(＝
2238.5P

0ß
0.5h

l )（
10.61％

)

283.5glag, 460glaa
0ß

2albusu. 1189.5P
7.5ß

5.5hl

32g
l a
g
0ß

10a
lb
u
s u
.
624.5P

3ß
0h
l

―

9g
l a
g
0ß

0a
lb
u
s u
.
65.5P

6.5ß
0h
l

10g
l a
g
0ß

0a
lb
u
s u
.
1135P

0ß
0h
l

―

(＝
4128P

7ß
5h
l )（

19.57％
)

334.5gl ag,
460gl aa

0ß
12albus

u.
3015P

7ß
5hl

(＝
2949.5P

4ß
2h
l )（

13.98％
)

514gl ag,
122.5gl aa

0ß
4alb

u.
2045.5P

0ß
6hl

― ― ― ―

(＝
10420P

4ß
58h

l )（
49.41％

)

3344gl ag,
1041.5gl aa

0ß
0albus

u.
4196.5P

8s
5hl

(＝
13369.5P

8.5ß
1h
l )（

63.39％
)

3858gl ag,
1164gl aa

0ß
4albus

u.
6242P

8.5ß
5hl

1458年

1g
l a
g
＝
28ß

6h
l,
1g
l a
a
＝
28ß

(＝
20267.5P

0ß
1.5h

l )

4598gl ag,
3220.5glaa

0ß
11albus

u.
9206P

0ß
3.5hl

(＝
6112.5P

3ß
0h
l )
(30.15％

)

(＝
4527P

7ß
0h
l )（

22.23％
)

1194gl ag,
876.5gl aa

0ß
4albus

u.
1598.5P

1ß
4hl

― ― ― ― ― ― ― ―

(＝
2299P

6.5ß
1.5h

l )（
11.34％

)

256gl ag,
522.5gl aa

0ß
8albus

u.
1202.5P

1ß
3.5hl

34g
l a
g
0s

0a
lb
u
s u
.
597P

1ß
0h
l

―

59.5P
9ß

2h
l

103g
l a
g
0ß

12a
lb
u
s u
.
1540P

0ß
0h
l

―

(＝
4692P

5ß
3.5h

l )（
23.15％

)

393gl ag,
522.5gl aa

0ß
20albus

u.
3399P

11ß
5.5hl

(＝
1001.5P

0ß
0h
l )（

4.94％
)

300g
l a
g
,
410g

l a
a
0ß

0a
lb
u
s

― ― ― ―

(＝
10046.5P

5.5ß
1h
l )（

49.57％
)

2711gl ag,
1410.5gl aa

0ß
11albus

u.
4208P

5ß
3hl

(＝
11048P

5.5ß
1h
l )（

54.51％
)

3011gl ag,
1820gl aa

0ß
11albus

u.
4208P

5ß
3hl

1460年

4098gl ag,
195glaa

0ß
0albus

u.
498P

0ß
0hl )

6850.5P
4ß

2.5h
l )

－
75.5P

5.5ß
5h
l

―
（
次
年
度
繰
越
)

中
世
か
ら
近
世
へ
の
移
行
期
に
お
け
る
都
市
統
治
の
構
造
と
機
能

二
二
七



筆
者
は
、
直
接
の
原
因
は
、
①
（
第
二
次
ツ
ン
フ
ト

平
民
闘
争
（
一
四
一
一
｜
二
〇
年
）
に
お
い
て
都
市
参
事
会
側
が
主
張
し

た
）
大
都
市
戦
争
（
一
三
八
八
｜
九
年
）
で
の
敗
北
と
六
〇
、
〇
〇
〇
グ
ル
デ
ン
と
い
う
多
額
の
賠
償
金
支
払
い
、
②
（
同
闘
争
委

員
会
の
主
張
し
た
）
参
事
会
の
乱
雑
な
財
政
運
営
、
無
計
画
な
都
市
借
款
、
に
あ
っ
た
と
見
な
し
て

（
23

い
る
。
だ
が
、
こ
の
確
認
よ
り

も
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
、
①
に
関
し
て
は
、
多
額
の
賠
償
金
支
払
い
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
都
市
財
政
の
脆
弱
性
の
原

因
を
探
る
こ
と
で
あ
り
、
②
に
関
し
て
は
、
な
ぜ
参
事
会
は
無
計
画
な
都
市
借
款
政
策
を
続
け
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
か
の
原
因
を

探
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
、「
長
老
」門
閥
層
が
参
事
会
で
占
め
る
議
席
の
減
少
が
も
た
ら
し
た
負
の
影
響

近
視
眼
的
な
政
策

へ
の
傾
向

と
共
に
挙
げ
る
べ
き
は
、
財
政
上
の
理
由
、
当
市
の
税
収
の
少
な
さ
で
あ
る
。

一
四
一
〇
╱
一
一
年
度
の
税
収
を
一
〇
〇
と
す
る
と
、
一
四
三
六
╱
三
七
年
度
は
八
〇
・
七
四
、
一
四
三
八
年
度
は
八
九
・
四
四
、

一
四
三
九
年
度
は
一
〇
五
・
〇
六
、
一
四
四
〇
年
度
は
一
〇
五
・
八
五
、
一
四
四
一
年
度
は
一
〇
三
・
九
九
、
一
四
四
二
年
度
は
九

九
・
五
七
、
一
四
四
三
年
度
は
九
三
・
一
九
、
一
四
四
九
年
度
は
七
〇
・
〇
八
、
一
四
五
八
年
度
は
六
〇
・
二
三
、
一
四
六
〇
年
度

は
六
一
・
四
八
と
推
移
し
て
い
る
。
一
四
三
九
年
度
か
ら
三
年
間
は
若
干
持
ち
直
し
て
い
る
も
の
の
、
一
四
四
二
年
度
以
降
、
と
り

わ
け
ツ
ン
フ
ト
市
制
以
降
は
税
収
が
大
幅
に
下
落
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
各
税
収
が
歳
入
中
に
占
め
る
割
合
か
ら
理
解

さ
れ
る
よ
う
に
、
当
市
で
は
「
間
接
消
費
税
依
存
体
制
」
と
い
う
前
近
代
的
な
財
政
構
造
が
と
ら
れ
て
お
り
、
税
収
の
増
減
は
主
に

間
接
消
費
税
の
増
減
に
左
右
さ
れ
て
い
た
。
関
税
の
下
げ
幅
は
小
さ
く（
最
低
の
一
四
五
八
年
度
で
一
四
一
〇
╱
一
一
年
度
の
八
五
・

二
九
％
）、
時
に
は
増
え
て
い
る
時
も
あ
る
（
最
高
の
一
四
四
〇
年
度
で
一
二
一
・
九
六
％
）
が
、
そ
れ
に
対
し
て
市
内
消
費
税
は
一

貫
し
て
下
落
し
て
い
る
。
一
四
一
〇
╱
一
一
年
度
の
市
内
消
費
税
収
を
一
〇
〇
と
す
る
と
、
一
四
四
〇
年
度
で
す
ら
七
六
・
六
八
で

あ
り
、
一
四
五
八
年
度
に
至
っ
て
は
五
三
・
八
四
で
す
ら
な
く
、
そ
の
落
ち
込
み
は
著
し
い
。
つ
ま
り
、
大
衆
消
費
財
を
中
心
と
し

た
市
内
消
費
財
の
購
入
低
下
が
、
間
接
消
費
税
の
収
入
を
引
き
下
げ
、
ひ
い
て
は
都
市
財
政
の
危
機
を
も
た
ら
す
主
要
因
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。 中

世
か
ら
近
世
へ
の
移
行
期
に
お
け
る
都
市
統
治
の
構
造
と
機
能

二
二
八



そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
財
政
危
機
へ
の
対
策
が
定
期
金
売
却＝

市
債
発
行
（
な
い
し
は
、
代
替
策
の
無
い
、
遅
く
と
も
一
四
四
九
年

以
降
の
定
期
金
売
却
の
廃
止
）
で
あ
っ
た
り
、
財
産
税
の
税
率
の
五
割
増
で
あ
っ
た
り
し
た
。
し
か
し
、
前
者
は
せ
い
ぜ
い
の
と
こ

ろ
少
数
の
上
層
市
民
の
資
産
の
増
大
の
可
能
性
を
も
た
ら
す
に
過
ぎ
ず
、ま
た
後
者
に
あ
っ
て
も
、市
債

間
接
税
依
存
体
制
に
あ
っ

て
は
、
財
産
税
の
収
入
の
増
加
は
歳
入
全
体
か
ら
見
て
僅
か
四
・
〇
四
％
に
し
か
過
ぎ
な
か
っ
た
（
一
四
三
八
年
度
）。
対
策
が
大
衆

消
費
財
購
入
の
増
大
に
は
直
結
し
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
り
、
根
本
的
な
解
決
策
に
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
点
は
こ
れ
ま

で
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
筆
者
は
重
要
視
す
べ
き
だ
と

え
る
。

さ
て
、
統
治
の
具
体
例
を
示
す
の
が
歳
入
（
表

）
の
「
経
常
費
」
の
各
費
目
で
あ
り
、
外
交
と
軍
事
が
中
心
で
あ
る
こ
と
が
読

み
取
れ
る
。
上
記
の
刑
事
裁
判
権
と
あ
わ
せ

え
る
と
、
依
然
と
し
て
都
市
参
事
会
は
対
内
的
及
び
対
外
的
に
身
体
・
生
命
を
保
護

す
る
機
能
を
果
た
し
続
け
て
い
た
の
で
あ
る

（
本
稿
で
は

察
し
得
な
い
が
、）
大
司
教
は
経
済
活
動
・
財
産
・
婚
姻
を
保
護
す
る

機
能
を
果
た
し
て
い
た

。
財
政
危
機
へ
の
対
策
が
根
本
的
な
解
決
策
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
都
市
参
事
会
が
徴
税
権
に

基
づ
い
て
行
な
う
統
治
が
先
細
り
に
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
ず
経
常
費
全
体
の
推
移
を
見
て
み
る
と
、
一
四
一

〇
╱
一
一
年
度
の
経
常
費
を
一
〇
〇
と
す
れ
ば
、
一
四
三
六
╱
三
七
年
度
は
僅
か
六
・
九
〇
、
一
四
三
八
年
度
で
少
し
持
ち
直
し
て

一
二
・
二
九
、
一
四
四
九
年
度
で
一
六
・
六
〇
、
一
四
六
〇
年
度
で
ま
た
下
落
し
て
一
五
・
四
三
と
な
る
。
い
か
に
当
時
の
都
市
参

事
会
員
職
が
無
給
の
名
誉
職
で
あ
る
と
は
い
え
、
官
吏
を
雇
っ
て
内
政
を
行
な
い

会
計
役
の
四
半
年
の
俸
給
は
四
ポ
ン
ド
、
都

市
書
記
の
「
俸
給
」
は
一
〇
グ
ル
デ
ン
の
衣
服
、
市
門
警
備
役
の
週
給
は
一
〇
シ
リ
ン
グ
（＝

〇
・
五
ポ
ン
ド
）、
刑
吏
の
週
給
は
一

六
シ
リ
ン
グ
等

、
外
交
や
軍
事
に
よ
り
都
市
を
防
衛
す
る
責
務
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
使
節
派
遣
と
い
う
外
交
や
、
都
市
警
備

や
傭
兵
雇
用
と
い
う
軍
事
に
使
用
し
た
金
額
が
こ
れ
ほ
ど
減
少
し
て
お
れ
ば
、
そ
の
統
治
は
き
わ
め
て
不
完
全
な
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
一
四
四
九
年
の
「
会
計
簿
」
に
あ
っ
て
は
、
四
半
年
の
給
与
一
三
グ
ル
デ
ン
で
雇
用
さ
れ
て
い
た

傭
兵
は
四
〜
六
人
し
か
挙
げ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
市
民
な
い
し
居
留
民
自
体
の
防
衛
力
の
弱
さ
を

え
る
と
、
マ
イ
ン
ツ
市
の
軍
事
防

中
世
か
ら
近
世
へ
の
移
行
期
に
お
け
る
都
市
統
治
の
構
造
と
機
能

二
二
九



衛
の
脆
弱
さ
が
如
実
に
分
か
る
の
で
あ
る
。

先
に
指
摘
し
て
お
い
た
、
紛
争
に
お
け
る
「
当
事
者
主
義
」
の
一
定
の
容
認
、
そ
の
底
に
あ
っ
た
市
民
の
み
な
ら
ず
住
民
一
般
の

「
家
」
の
自
立
の
進
展
は
、
こ
う
し
た
都
市
財
政
の
危
機
に
も
そ
の
要
因
が
あ
っ
た
と

え
ら
れ
る
。

四

家
」＝

家
共
同
体
」

上
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
市
長

都
市
参
事
会
は
参
事
会
体
制
の
立
直
し
・
強
化
に
努
め
て
い
た
。
だ
が
、
そ
れ
を
阻
む
も

の
と
し
て
、「
家
」＝

家
共
同
体
」の
自
立
の
進
展
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
局
面
は
従
来
、
マ
イ
ン
ツ
史
研
究
に
お
い
て
論
じ
ら

れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
統
治
構
造
に
お
い
て
は
極
め
て
重
要
で

24
あ
る
。

各
市
民
は
、
ま
ず
都
市
内
外
の
荘
園
領
主
権
か
ら
、
次
い
で
大
司
教
の
都
市
君
主
権
が
一
三
世
紀
前
半
に
確
立
し
て
か
ら
後
は
都

市
君
主
権
か
ら
、
ま
た
同
職
組
合
及
び
都
市
参
事
会
か
ら
も
、
徐
々
に
自
立
し
て
い
き
、
自
由
人
と
し
て
自
ら
の
「
家
」
の
形
成
に

努
め
て
い
っ
た
。

確
か
に
、
市
長
裁
判
権
は
、
市
民
の
フ
ェ
ー
デ
権
行
使
の
代
わ
り
に
市
長
の
仲
裁
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
自
成
的
に
形
成
さ

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
既
に
一
三
〇
〇
年
編
纂
の
『
平
和
命
令
』

第
三
九
条
で
、
相
互
に
戦
争
・
フ
ェ
ー
デ
を
起
こ
し
た
市
民
が
、

両
市
長
に
よ
る
仲
裁
・
和
解
を
受
け
入
れ
な
が
ら
も
、
そ
の
後
「
い
ず
れ
か
が
そ
の
和
解
を
破
棄
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
者
あ
る
い
は

両
者
共
に
「
マ
イ
ン
ツ
」
を
去
り
、
そ
の
者
あ
る
い
は
両
者
が
、
市
長
達
が
も
た
ら
し
た
和
解
を
遵
守
し
貫
徹
す
る
ま
で
の
期
間
、

市
外
に
留
ま
る
べ
き
で
あ
る
」
と
規
定
さ
れ
、
さ
ら
に
、
同
第
二
六
条
で
は

市
外
で
の
フ
ェ
ー
デ
は
認
め
ら
れ
な
が
ら
も

当
該
市
民
は
両
市
長
へ
の
フ
ェ
ー
デ
通
告
の
義
務
を
負
い
、フ
ェ
ー
デ
中
に
非
当
事
者
の
市
民
に
被
害
を
及
ぼ
し
た
場
合
に
は
、

フ
ェ
ー
デ
終
了
後
に
、『
平
和
命
令
』
に
則
っ
て
刑
に
服
す
べ
き
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、『
平
和
法
典
』（
Ｄ
）
に
お
い

中
世
か
ら
近
世
へ
の
移
行
期
に
お
け
る
都
市
統
治
の
構
造
と
機
能

二
三
〇



て
も
、
前
者
の
条
項
は
第
八
三
条
と
し
て
、
後
者
の
条
項
は
第
四
五
条
と
し
て
、
そ
の
ま
ま
継
受
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
条
項
が

市
民
の
自
力
救
済
権
を
大
幅
に
奪
う
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

し
か
し
、『
法
典
』（
Ｄ
）
第
四
五
条
が
、「
マ
イ
ン
ツ
の
外
に
敵
が
お
り
、
そ
れ
故
に
短
刀
を
携
行
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
マ
イ

ン
ツ
市
民
は
誰
で
あ
れ
、
彼
の
フ
ェ
ー
デ
を
市
長
達
に
届
け
る
べ
き
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
市
長
達
は
〔
以
前
に
は
〕
知
ら
な
く
と

も
、
彼
ら
は
彼
の
敵
を
聞
き
知
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
後
、
当
該
市
民
の
敵
が
い
る
限
り
、
短
刀
や
そ
の
他
の
武
器
を
身
に
付
け
る

こ
と
の
で
き
る
許
可
を
、
市
長
達
は
、
こ
の
市
民
、
彼
の
子
供
達
、
彼
支
給
の
食
物
を
食
べ
彼
支
給
の
衣
服
を
着
る
彼
の
従
者
に
対

し
、
与
え
て
も
よ
い
」と
明
白
に
規
定
し
て
い
る
よ
う
に
、
一
五
世
紀
中
葉
に
至
っ
て
も
な
お
マ
イ
ン
ツ
市
民
は
、
市
外
で
あ
れ
ば
、

子
供
と
奉
公
人
（k

n
ech

te
）
を
従
え
て
フ
ェ
ー
デ
を
行
っ
て
も
よ
か
っ
た
。

『
法
典
』（
Ｄ
）で
は
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、

従
来
は
市
内
で
の
武
器
携
行
そ
れ
自
体
が
禁
止
さ
れ
て
い
た（『
法
典
』（
Ｃ
）二
）

が

、
第
四
〇
条
で
「
在
任
中
の
市
長
達
の
許
可
と
同
意
な
し
に
は
、
市
外
者
で
あ
れ
当
市
住
民
で
あ
れ
、
何
人
も
マ
イ
ン
ツ
に

お
い
て
、
公
然
と
内
密
を
問
わ
ず
、
昼
と
夜
を
問
わ
ず
、
長
剣
、
短
剣
、
仕
込
み
杖
、
両
刃
の
短
刀
、
甲

や
そ
の
他
の
武
器
を
他

人
へ
の
危
害
を
目
的
と
し
て
携
行
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
規
定
さ
れ
、「
他
人
へ
の
危
害
を
目
的
と
し
て
」
と
い
う
一
文
が
挿
入
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
、
自
衛
の
た
め
の
武
器
携
行
は
許
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
新
条
項
で
あ
る
第
六
二
条
は
よ
り
明
示
的
に
、

平
和
の
中
に
お
ら
ず
、
我
々
の
市
民
に
損
害
を
及
ぼ
そ
う
と
す
る
者
が
マ
イ
ン
ツ
に
お
り
、
そ
の
者
が
当
該
の
市
民
に
つ
い

て
、
我
々
の
市
長
達
が
妥
当
と
見
な
し
た
贖
罪
を
受
け
入
れ
よ
う
と
せ
ず
、
妥
当
な
贖
罪
を
な
そ
う
と
し
な
い
な
ら
ば
、
市
長

達
は
、
市
民
に
武
具
を
携
行
す
る
許
可
を
与
え
て
も
よ
い
」

と
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
市
民
の
み
な
ら
ず
住
民
の
個
人
的
自
衛
権
を
再
び
高
め
る
措
置
、
あ
る
い
は
住
民
の
個
人

的
自
衛
権
の
強
化
を
追
認
す
る
措
置
で
あ
る
。

市
内
で
の
フ
ェ
ー
デ
そ
れ
自
体
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
が
、
自
衛
権
の
行
使
は
こ
の
よ
う
に
従
来
以
上
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

中
世
か
ら
近
世
へ
の
移
行
期
に
お
け
る
都
市
統
治
の
構
造
と
機
能

二
三
一



こ
と
は
暴
力
的
な
違
法
行
為
が
当
事
者
同
士
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
中
世
的
な
観
念
の
一
定
の
復
活
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
。
先
に

注
目
し
て
い
た
、
謀
殺
、
死
者
へ
の
暴
力
行
為
、
失
明
（
以
上
、
重
罪
）、
過
失
殺
人
（
軽
罪
）
に
つ
い
て
、

公
刑
罰
が
科
さ
れ

る
に
も
拘
ら
ず

都
市
参
事
会
に
よ
る
和
解
命
令
」
が
新
し
く
強
調
さ
れ
、
重
傷
害
の
場
合
に
は
被
害
者
へ
の
治
療
義
務
が
付

加
さ
れ
、
賠
償
額
が
二
倍
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
そ
の
中
世
的
な
観
念
の
復
活
と
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、『
法
典
』

（
Ｄ
）の
新
条
項
で
あ
る
第
一
三
条
で
は
、「
あ
る
者
が
あ
る
者
の
身
体
の
一
部
な
い
し
複
数
の
部
分
を
一
度
不
具
に
し
、
双
方
互
い
に

別
れ
て
調
停
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
再
び
双
方
が
出
会
い
、
上
で
規
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
彼
ら
の
一
方
が
他
方
の
身
体
の
一
部
な

い
し
複
数
の
部
分
を
再
度
喧
嘩
で
不
具
に
し
た
と
い
う
事
態
が
起
こ
っ
た
場
合
、
こ
の
犯
行
を
な
し
た
者
は
、
規
定
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
、
そ
の
度
毎
に
、
不
具
事
件
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
刑
罰
（p

en
e

）
で
も
っ
て
贖
罪
す
（b

u
ß
en u

n
d b

eß
ern

）
べ
き
で
あ

る
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
本
条
項
は
、
不
具
事
件
と
い
う
重
い
傷
害
事
件
に
お
い
て
す
ら
、
最
初
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
調
停
が

成
功
す
れ
ば
実
刑
が
免
除
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
よ
り
軽
微
の
傷
害
事
件
で
あ
る
殴
打
事
件
に
至
っ

て
は
、
同
じ
く
新
条
項
で
あ
る
第
二
二
条
は
、

二
人
な
い
し
そ
れ
以
上
の
者
が
殴
打
し
合
い
、
そ
し
て

こ
の
こ
と
が
…
市
長
達
、
な
い
し
四
人
衆
の
一
人
に
告
訴
さ
れ

る
以
前
に

和
解
し
た
場
合
、
仮
令
市
長
達
、
な
い
し
四
人
衆
の
一
人
が
告
訴
な
し
に
こ
の
件
に
気
付
い
て
い
た
に
せ
よ
、

人
々
は
当
事
者
達
を
こ
の
件
に
関
し
て
罰
し
て
は
な
ら
な
い
」

と
明
瞭
に
規
定
し
、
市
長
な
い
し
四
人
衆
〔＝

助
役
〕
の
許
で
の
訴
追
よ
り
も
当
事
者
間
で
の
和
解
を
、
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
指
摘
し
た
、
自
力
救
済
権
の
一
定
の
承
認
、
自
衛
権
観
念
の
強
化
は
、
共
に
、
一
方
で
は
「
暴
力
的
な
違
法
行
為
が
当
事
者

同
士
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
中
世
的
な
観
念
の
一
定
の
復
活
」
を
生
み
、
当
事
者
主
義
の
一
つ
で
あ
る
和
解
を
市
長

都
市
参
事
会

を
し
て
住
民
に
勧
め
さ
せ
た
が
、
さ
ら
に
、
自
力
救
済
権
及
び
自
衛
権
を
有
す
る
市
民

さ
ら
に
は
住
民
一
般

の
基
盤
で
あ

る
「
家
」
の
独
立
性
及
び
自
律
性
を
強
化
し
た
の
で
あ
る
。『
法
典
』（
Ｄ
）
第
四
七
条
は
こ
う
規
定
し
て
い
る
。

中
世
か
ら
近
世
へ
の
移
行
期
に
お
け
る
都
市
統
治
の
構
造
と
機
能

二
三
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マ
イ
ン
ツ
に
居
住
し
、
前
述
さ
れ
た
違
法
行
為
の
う
ち
一
つ
な
い
し
そ
れ
以
上
の
行
為
を
実
際
に
犯
す
か
、
あ
る
い
は
犯
そ

う
と
す
る
こ
と
が
明
ら
か
な
者
は
、

市
長
に
よ
り
全
員
で
な
い
し
個
別
に
、
あ
る
い
は
一
名
な
い
し
複
数
の
都
市
助
役
に

よ
り
捜
索
さ
れ
る
時

自
ら
住
ん
で
い
る
当
該
違
法
行
為
者
の
家
あ
る
い
は
屋
敷
の
中
に
隠
れ
、
姿
を
現
わ
そ
う
と
し
な
い

場
合
に
は
、
市
長
は
全
員
で
な
い
し
個
別
に
、
あ
る
い
は
都
市
助
役
は
全
員
で
な
い
し
個
別
に
平
和
を
一
般
に
告
知
し
命
令
す

べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
当
該
違
法
行
為
者
が
こ
の
平
和
を
攪
乱
す
る
な
ら
ば
、
市
長
あ
る
い
は
都
市
助
役
が
彼
に

命
令
し
た
の
と
同
じ
あ
り
方
で
、
そ
の
違
法
行
為
を
、
違
法
行
為
の
内
容
に
従
っ
て
贖
罪
す
べ
き
で
あ
る
」。

つ
ま
り
、

市
長
｜
参
事
会
権
力
の
増
大
に
も
拘
ら
ず

市
長
は
、『
平
和
命
令
』
中
の
違
法
行
為
を
現
実
に
犯
す
か
、
将
来

犯
す
で
あ
ろ
う
者
の
家
で
す
ら
自
由
に
入
る
こ
と
は
で
き
ず
、「
平
和
〔＝

自
宅
拘
禁
〕
を
告
知
し
命
令
す
」
る
に
止
ま
る
ほ
ど
に
、

市
民
・
住
民
の
「
家
平
和
」
は
極
め
て
強
固
で
あ
り
続
け
た
の
で
あ
る
。
事
実
、
第
二
八
条
に
よ
っ
て
、

誰
か
あ
る
者
が
武
器
を
携
え
よ
う
と
、
あ
る
い
は
武
器
を
携
え
な
く
と
も
、
敵
意
を
も
っ
て
他
の
者
に
対
し
家
宅
侵
入
を
な

す
場
合
、
こ
の
者
が
、
居
住
し
て
い
る
彼
の
家
屋
敷
の
中
で
如
何
に
自
己
を
防
衛
し
よ
う
と
も
、
彼
は
平
和
を
攪
乱
し
た
こ
と

に
は
な
ら
な
い
」

と
規
定
さ
れ
、
家
宅
侵
入
か
ら
「
家
平
和
」
が
一
般
的
に
保
証
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

家
を
統
括
す
る
「
家
長
」
は
、
内
部
の
者
に
対
す
る
権
力
を
獲
得
す
る
こ
と
に
よ
り
真
の
家
長
た
り
得
る
の
で
あ
る
が
、
一
五
世

紀
以
降
、
あ
る
い
は
既
に
一
四
世
紀
後
半
以
降
に
な
っ
て
そ
の
性
格
を
一
層
強
め
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、『
平
和
法
典
』（
Ｄ
）の
新
条

項
で
あ
る
第
三
九
条
に
至
っ
て
、
明
示
的
に
、

男
の
奉
公
人
（k

n
ech

te

）
で
あ
ろ
う
と
女
の
奉
公
人
（m

eg
d
e

）
で
あ
ろ
う
と
奉
公
人
（g

esin
d
e

）
を
雇
っ
て
お
り
、
そ

の
男
女
の
奉
公
人
か
ら
自
ら
の
主
人
権
（h

ersch
a
ft

）
に
何
ら
か
の
害
を
加
え
ら
れ
た
り
、
言
葉
や
行
為
で
も
っ
て
自
ら
の
主

人
権
が
侮
辱
的
に
し
て

慢
な
態
度
で
対
応
さ
れ
た
り
傷
つ
け
ら
れ
た
り
し
た
男
女
の
マ
イ
ン
ツ
市
民
は
誰
で
あ
れ
、
次
の
よ

中
世
か
ら
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世
へ
の
移
行
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に
お
け
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う
な
場
合
で
あ
っ
て
も
、
つ
ま
り
、
し
た
が
っ
て
、
自
ら
の
奉
公
人
に
よ
り
そ
の
よ
う
に
難
儀
を
受
け
て
い
る
当
該
の
男
女
の

市
民
が
怒
り
、
自
分
の
家
や
賃
貸
住
居
で

男
女
の
奉
公
人
が
不
具
に
な
ら
な
い
程
度
に

罰
し
た
り
殴
打
し
た
り
す
る

場
合
で
も
、
当
該
の
男
女
の
市
民
は
底
意
を
も
っ
て
そ
の
男
女
の
奉
公
人
に
違
法
行
為
を
働
い
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
」

と
定
め
ら
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
法
的
に
「
主
人
権
」（h

ersch
a
ft

）、
つ
ま
り
「
家
長
権
」
が
認
め
ら
れ
、（
不
法
で
な
い
程
度
の
）

男
女
の
奉
公
人
に
対
す
る
家
長
の
処
罰
権
が
法
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

だ
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
家
長
権
が
参
事
会
権
力
を
凌
駕
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
新
条
項
で
あ
る
第
五
八
条
が
定
め
る
よ
う
に
、

奉
公
人
を
雇
っ
て
い
る
者
は
、
市
外
追
放
中
の
奉
公
人
に
「
宿
所
を
提
供
す
る
か
雇
う
場
合
、
あ
る
い
は
、
何
か
仕
事
に
つ
け
て
や

る
場
合
」
に
は
、
奉
公
人
に
市
長
が
科
し
た
刑
罰
と
同
じ
刑
罰
に
服
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
家
長
権
に
よ
り
統
括
さ
れ
た
「
家
」
は
、
家
族
（
狭
義
）
と
奉
公
人
か
ら
の
み
構
成
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、「
親
族
」

を
も
広
義
の
家
構
成
員
と
し
て
含
み
こ
む
団
体
で
あ
っ
た
。
市
長
か
ら
フ
ェ
ー
デ
を
禁
止
さ
れ
る
者
は
、
被
害
者
の
み
な
ら
ず
、
親

族
が
被
害
を
受
け
た
者
も
含
ま
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
Ｃ
四
、
Ｄ
四
九
）。『
法
典
』（
Ｄ
）
で
は
、
一
層
そ
の
傾
向
が
強
め
ら
れ
た
。

損
害
を
受
け
た
り
、
あ
る
い
は
髪
を
引
っ
張
ら
れ
た
り
、
あ
る
い
は
そ
の
他
の
被
害
を
受
け
た
り
し
た
市
民
は
誰
で
あ
れ
、

そ
の
者
や
そ
の
親
族
は
そ
の
月
の
内
に
市
長
達
に
告
訴
す
べ
き
で
あ
（
る
）」（
第
五
九
条
）

と
規
定
さ
れ
、
事
件
一
般
の
訴
追
者
と
し
て
新
た
に
被
害
者
の
親
族
ま
で
が
挙
げ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
親
族
に
は
、
市
外
追

放
者
が
一
時
帰
市
し
て
も
よ
い
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
が
「
父
、
母
、
姉
妹
、
兄
弟
、
姪
、
傍
系
親
」
の
葬
儀
な
い
し
病
気
の
時
で

あ
っ
た
こ
と
（
六
六
）
か
ら
、
傍
系
親
も
含
ま
れ
て
い
た
と

え
ら
れ
る
。

家
の
経
済
的
基
盤
は
財
産
で
あ
る
。
基
本
的
に
『
刑
事
法
典
』
で
あ
る
『
平
和
法
典
』
は
そ
れ
に
つ
い
て
述
べ
る
と
こ
ろ
は
極
め

て
少
な
い
。
だ
が
、
マ
イ
ン
ツ
住
民
が
所
有
物
な
い
し
自
由
世
襲
借
地
を
占
有
し
、
占
有
権
を
示
す
た
め
に
境
界
石
を
お
い
て
い
た

こ
と
は
確
認
で
き
る
（
六
〇
、
六
四
）。
男
性
の
み
な
ら
ず
、
婦
女
誘
拐
条
項
（
三
七
）
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
既
婚
、
未
婚
を

中
世
か
ら
近
世
へ
の
移
行
期
に
お
け
る
都
市
統
治
の
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造
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問
わ
ず
女
性
も

そ
の
程
度
、
割
合
は
不
明
で
あ
る
が

相
続
権
を
確
立
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
財
産
を
有
す
る
者
は
、
男
女

を
問
わ
ず
貨
幣
で
直
接
税
（S

ch
a
tzu

n
g

）
を
納
め
る
義
務
を
負
っ
て
い
た
（
六
四
）。
た
だ
、
女
性
の
財
産
は
「
彼
女
の
最
近
親
の

相
続
人
に
相
続
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」と
し
か
規
定
さ
れ
て
お
ら
ず（
三
七
）、
そ
の
最
近
親
の
相
続
人
が
誰
で
あ
る
か
は
、『
平
和
法

典
』
か
ら
は
確
定
さ
れ
得
な
い
。

な
お
、
不
法
侵
入
に
よ
る
傷
害
・
殴
打
の
対
象
と
し
て
『
法
典
』（
Ｄ
）
で
初
め
て
、
市
民
の
み
な
ら
ず
奉
公
人
の
家
（
な
い
し
賃

貸
住
居
）
が
登
場
す
る
。
そ
の
際
、
現
実
に
傷
害
・
殴
打
事
件
を
犯
し
た
者
は
、
そ
の
家
の
占
有
者
が
市
民
で
あ
ろ
う
と
奉
公
人
で

あ
ろ
う
と
関
係
な
く
、
永
久
市
外
追
放
刑
に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り（
三
〇
）、
奉
公
人
の
家
も
自
立
し
た
家
と
観
念
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
但
し
、
上
述
の
「
真
の
家
長
権
」
を
奉
公
人
が
有
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
は
い
な
い
。

こ
う
し
て
家
長
権
を
強
化
し
た
市
民
・
住
民
は
「
家
共
同
体
」
を
強
化
し
て
い
く
。
さ
ら
に
彼
ら
は
、「
家
共
同
体
」
か
ら
構
成
さ

れ
る
ツ
ン
フ
ト
を
基
盤
と
し
て
、
ツ
ン
フ
ト

平
民
闘
争
を
続
け
、
一
方
で
都
市
参
事
会
議
席
を
確
保
、
独
占
し
て
い
き
、
他
方
で

都
市
参
事
会
と
の
共
同
統
治
権
を
確
保
、
拡
大
し
て
い
っ
た
。
こ
こ
に
、
都
市
参
事
会
統
治
体
制
の
一
つ
の
限
界
が
あ
っ
た
の
で
あ

る
。

五

近
世
へ
の
変
容
と
断
絶

一
五
世
紀
に
な
り
、
マ
イ
ン
ツ
大
司
教
に
よ
る
領
邦
君
主
権
の
形
成
が
本
格
化
し
て
く
る
と
、
帝
国
自
由
都
市
で
あ
っ
た
マ
イ
ン

ツ
は
、
大
司
教
位
を
め
ぐ
る
ナ
ッ
サ
ウ
伯
ア
ド
ル
フ
と
イ
ー
ゼ
ン
ブ
ル
ク
伯
デ
ィ
ー
タ
ー
と
の
フ
ェ
ー
デ
に
巻
き
込
ま
れ
、
内
部
分

裂
を
起
こ
し
、
一
四
六
二
年
一
〇
月
二
八
日
未
明
、
ア
ド
ル
フ
・
フ
ォ
ン
・
ナ
ッ
サ
ウ
に
敗
北
し
、
再
び
、
選
定
侯
都
市＝

領
邦
都

市
に
降
格
し
た
。
皇
帝
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
三
世
は
、
こ
の
降
格
の
帝
国
法
上
の
承
認
を
拒
否
し
た
が
、
ナ
ッ
サ
ウ
伯
は
そ
れ
を
無
視
し

中
世
か
ら
近
世
へ
の
移
行
期
に
お
け
る
都
市
統
治
の
構
造
と
機
能
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た
。
こ
の
降
格
（
正
式
に
は
一
四
八
六
年
五
月
二
日
）
は
、
従
来
よ
り
、
ド
イ
ツ
領
邦
国
家
形
成
史
上
、「
画
期
的
事
件
」
と
し
て
著

名
で
あ
っ
て
、
近
世
の
出
発
点
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
こ
の
事
件
に
よ
っ
て
断
絶
が
も
た
ら
さ
れ
た
だ
け
で
は
な

く
、
中
世
的
な
あ
り
方
が
変
容
さ
せ
ら
れ
た
側
面
も
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
二
側
面
の
枠
組
み
を
、
以
下
提
示
し
て
お
き
た

い
。ま

ず
、「
変
容
」
の
側
面
で
あ
る
。

１

以
上
、
見
て
き
た
よ
う
に
、
都
市
参
事
会
は

旧
来
か
ら
の
刑
事
裁
判
権
、
及
び
諸
行
政
権
と
共
に

（
刑
事
）
立
法

権
を
独
占
す
る
こ
と
に
よ
り
オ
ー
ブ
リ
ッ
ヒ
カ
イ
ト
と
し
て
統
治
体
制
を
作
り
上
げ
て
い
っ
た
。一
四
六
二
年
ま
で
都
市
参
事
会
は
、

市
民
（「
長
老
」
門
閥
と
親
方
層
）
に
よ
り
構
成
員
が
選
出
さ
れ
て
い
た
市
民
自
治
機
関
で
あ
っ
た
が
、
一
四
六
二
年
以
降
、
大
司
教

は
、
参
事
会
員
を

大
司
教
の
任
免
権
と
参
事
会
員
の
推
薦
権
・
終
身
制
と
に
よ
り

中
間
権
力
の
性
格
を
も
一
定
程
度
帯
び

た
「
君
主
官
僚
」
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
参
事
会
が
作
り
上
げ
て
き
た
オ
ー
ブ
リ
ッ
ヒ
カ
イ
ト
的
な
統
治
体
制
を
自
ら
の
君
主
統
治

の
一
環
と
し
て
組
み
込
ん
だ
。こ
れ
は
、各
ツ
ン
フ
ト
が
自
律
的
な
団
体
と
し
て
作
り
上
げ
て
き
た
管
理
体
制
を
、大
司
教
が
、

上

級
親
方
選
出
権
、
君
主
役
人
に
よ
る
種
々
の
監
督
、
条
令
制
定
権
に
よ
り

自
ら
の
君
主
統
治
の
一
環
と
し
て
組
み
込
ん
だ
こ
と

と
、
パ
ラ
レ
ル
で
あ
る
。
た
だ
し
、
ツ
ン
フ
ト
（
一
四
六
二
╱
六
八
年
以
降
、
大
司
教
に
よ
り
兄
弟
団
と
し
て
再
編
さ
れ
た
）
は
、

一
般
親
方
の
選
出
権
、
集
会
に
お
け
る
同
意
権
、「
口
伝
の
法
」
に
関
係
し
た
規
約
制
定
権
・
裁
判
権
に
よ
り
、
中
間
権
力
と
し
て
の

性
格
が
、
都
市
参
事
会
よ
り
も
強
か

25
っ
た
。

２

一
四
六
二
年
以
降
、
最
高
の
都
市
君
主
官
僚
で
あ
る
総
督
が
、

時
に
都
市
参
事
会
と
共
に

刑
事
裁
判
権
を
行
使
す

る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
の
際
に
依
拠
し
た
の
は
、
市
民
自
治
定
立
法
と
し
て
成
立
し
た
『
平
和
法
典
』
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
一

四
六
二
年
以
降
に
な
る
と
『
平
和
法
典
』
に
お
い
て
、「
市
長
（
単
複
）」
と
い
う
職
は
削
除
さ
れ
、「
総
督
」
職
に
よ
っ
て
上
書
き
さ

れ
（
第
一
一
条
「
殺
害
者
へ
の
、
贖
罪
目
的
の
援
助
」、
第
二
六
条
「
財
産
寄
託
に
伴
う
権
利
授
与
の
拒
否
」
な
ど
）、「
都
市
」
は
「
わ

中
世
か
ら
近
世
へ
の
移
行
期
に
お
け
る
都
市
統
治
の
構
造
と
機
能

二
三
六



れ
ら
の
恵
み
深
き
主
君
〔＝

マ
イ
ン
ツ
大
司
教
〕」
に
よ
っ
て
上
書
き
さ
れ
て
い
く
（
第
一
三
条
「
不
具
事
件
」、
第
一
四
条
「
重
傷
害
」

26
な
ど
）。
か
く
し
て
、「
平
和
法
典
」
は
君
主
立
法
典
に
改
変
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、「
ツ
ン
フ
ト
強

制
」
を
核
と
す
る
、
各
ツ
ン
フ
ト
の
自
主
的
な
締
約
で
あ
っ
た
「
ツ
ン
フ
ト
規
約
」
が
、
君
主
条
令
の
「
兄
弟
団
条
令
」
に
改
変
さ

れ
た
こ
と
と
、
同
じ
で
あ
る
。

こ
う
し
た
「
変
容
」
を
基
盤
に
し
て
、
つ
ま
り
、
中
世
に
形
成
さ
れ
て
い
た
諸
制
度
を
君
主
制
的
制
度
に
改
変
す
る
こ
と
を
基
盤

に
し
て
、「
断
絶
」
の
側
面
が
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
。

１

三
十
年
戦
争
ま
で
、
市
民
の
誠
実
宣
誓
を
待
っ
て
大
司
教
支
配
権
が
成
立
し
得
る
と
い
う
、
前
近
代
的
な
二
元
主
義
が
存
続

し
た
が
、
し
か
し
、
市
民
と
大
司
教
が
相
互
に
相
手
の
権
利
を
確
認
し
あ
う
と
い
う
固
有
の
身
分
制
国
家
段
階
の
指
標
は
見
ら
れ
ず
、

市
民
の
臣
民
と
し
て
の
服
従
義
務
が
前
面
に
出
さ
れ
、
大
司
教
が
市
民
特
権
を
確
認
す
る
こ
と
は

27
無
い
。「
公
益
」
に
関
わ
る
一
般
市

民
（＝

平
民
）
の
共
同
統
治
権
も
否
定
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
三
十
年
戦
争
以
降
は
、
も
は
や
、
市
民
の
服
従

誠
実
宣
誓
無
し

に
大
司
教
の
君
主
統
治
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

２

大
司
教
位
フ
ェ
ー
デ
の
勝
者＝

新
大
司
教
で
あ
る
ナ
ッ
サ
ウ
伯
ア
ド
ル
フ
に
よ
る
全
市
債
無
効
宣
言
に
よ
り
、マ
イ
ン
ツ
市

は
、
一
層
の
財
政
悪
化
を
も
た
ら
し
て
き
た
市
債
債
務
か
ら
解
放
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
市
民
は
約
八
万
グ
ル
デ

ン
の
損
失
を
蒙
っ
た
。
債
権
者
で
あ
っ
た
諸
都
市
の
う
ち
、
ヴ
ォ
ル
ム
ス
と
シ
ュ
パ
イ
エ
ル
を
除
く
他
の
帝
国
都
市
の
参
事
会
は
、

諸
侯
か
ら
の
攻
撃
に
よ
り
自
ら
の
独
立
性
を
失
う
こ
と
を
恐
れ
、
こ
の
市
債
無
効
宣
言
を
黙
認
し
た
の
で

28
あ
る
。
こ
の
措
置
に
よ
り
、

マ
イ
ン
ツ
市
財
政
は
危
機
を
脱
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
義
は
大
き
い
。

３

近
世
の
大
司
教
は
、
ツ
ン
フ
ト
へ
の
監
督
を
強
め
、
市
場
秩
序
の
み
な
ら
ず
、
広
く
ポ
リ
ツ
ァ
イ
（＝

内
政
）
全
般
の
規
制

を
進
め
て
い
き
、
行
政
権
を
発
展
さ
せ
た
。
そ
の
際
の
命
令
が
、
君
主
立
法
に
よ
る
ポ
リ
ツ
ァ
イ
条
令
で
あ
る
。
ま
た
、
一
四
六
二

年
以
降
、
君
主
制
的
な
防
衛
義
務
が
市
民
に
課
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
一
六
世
紀
中
葉
に
君
主
権
下
の
「
市
民
選
抜
民
兵
軍
」
が

中
世
か
ら
近
世
へ
の
移
行
期
に
お
け
る
都
市
統
治
の
構
造
と
機
能

二
三
七



創
設
さ
れ
た
。
統
治
機
能
に
関
し
て
言
え
ば
、
中
世
に
お
い
て
は
秩
序

平
和
維
持
に
そ
の
重
点
が
あ
っ
た
が
、
近
世
に
い
た
っ
て

は
、
秩
序
維
持
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
に
支
え
ら
れ
つ
つ
、
内
政
上
の
到
達
目
標
を
設
定
し
、
公
共
の
福
祉
を
増
進
す
る
と
い
う
能
動

性
に
そ
の
重
点
を
移
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
（「
バ
ロ
ッ
ク
的
な
国
家
文
化
」）。

結

論

以
上
の
こ
と
よ
り
、
以
下
の
点
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

１

一
五
世
紀
に
お
い
て
も
、
一
四
世
紀
中
葉
に
確
立
し
た
、
都
市
君
主
権
と
市
民
自
治
権
と
か
ら
構
成
さ
れ
る「
重
層
的
二
元

主
義
」
が
存
続
し
て
い
る
。
市
民
・
住
民
を
直
接
支
配
す
る
次
元
に
あ
っ
て
は
、
都
市
参
事
会
は
対
内
的
及
び
対
外
的
に
身
体
・
生

命
を
保
護
す
る
機
能
を
、
大
司
教
は
経
済
活
動
・
財
産
・
婚
姻
を
保
護
す
る
機
能
を
、
果
た
し
て
い
た
。

市
長

都
市
参
事
会
は
、
①
職
権
訴
追
主
義
を
未
だ
採
ら
な
い
に
せ
よ
、
個
人
に
対
す
る
暴
力
的
違
法
行
為（
謀
殺
、
過
失
殺
人
、

失
明
、
待
伏
せ
・
不
法
逮
捕
、
婦
女
掠
奪
、
重
傷
害
、
不
法
家
屋
侵
入
な
ど
の
重
罪
な
ど
）
及
び
家
屋
内
強
窃
盗
に
関
す
る
管
轄
権

を
維
持
し
、
②
ロ
ー
マ
法
を
援
用
し
て
、
政
治
的
な
違
法
行
為
、
特
に
謀
反
に
関
わ
る
行
動
を
糾
問
手
続
き
及
び
自
由
裁
量
刑
で
取

り
締
ま
り
、
参
事
会
体
制
の
立
直
し
・
強
化
を
図
っ
た
。
ま
た
、
彼
ら
は
、
大
司
教
・
教
会
側
か
ら
家
平
和
管
轄
権
、
民
事
裁
判
権

の
う
ち
で
世
俗
債
務
訴
訟
に
関
わ
る
裁
判
権
を
奪
う
こ
と
に
努
め
て
い
た
。

２

だ
が
、
謀
殺
、
死
者
へ
の
暴
力
行
為
、
失
明
、
過
失
殺
人
に
つ
い
て
「
都
市
参
事
会
に
よ
る
和
解
命
令
」
が
新
し
く
強
調
さ

れ
、
重
傷
害
の
場
合
に
は
被
害
者
へ
の
治
療
義
務
が
付
加
さ
れ
、
賠
償
額
が
二
倍
に
さ
れ
た
。
確
か
に
そ
の
和
解
命
令
は
参
事
会
の

自
由
裁
量
刑
に
担
保
さ
れ
た
強
制
措
置
で
は
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
市
長
裁
判
権

都
市
参
事
会
体
制
の
権
威
・
権
力
の
低
下
を
示
し
、

住
民＝

家
」
の
自
立
の
進
展
と
い
う
重
要
な
局
面
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

中
世
か
ら
近
世
へ
の
移
行
期
に
お
け
る
都
市
統
治
の
構
造
と
機
能

二
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３

上
記
（
２
）
を
も
た
ら
し
た
主
た
る
要
因
の
一
つ
が
、
都
市
財
政
の
危
機
で
あ
り
、
こ
れ
の
主
た
る
原
因
は
大
衆
消
費
財
を

中
心
と
し
た
市
内
消
費
財
の
購
入
低
下
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
危
機
へ
の
対
策
は
、
定
期
金
売
却＝

市
債
発
行
や
財
産
税
の
税
率
の

五
割
増
と
い
う
、
大
衆
消
費
財
購
入
の
増
大
に
は
直
結
し
て
い
な
い
政
策
で
あ
っ
て
、
根
本
的
な
解
決
策
に
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
。

そ
の
結
果
、
都
市
参
事
会
統
治
は
大
き
な
限
界
を
迎
え
る
こ
と
に
な
り
、
内
政
の
み
な
ら
ず
、
外
交

軍
事
は
極
め
て
不
完
全
な
も

の
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。「
家
」
が
集
ま
っ
た
の
が
ツ
ン
フ
ト
で
あ
り
、
ツ
ン
フ
ト
に
結
集
し
た
平
民
は
都
市
財

政
の
危
機
に
直
面
し
て
、
都
市
参
事
会
議
席
及
び
都
市
参
事
会
と
の
共
同
統
治
権
を
要
求
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

４

中
世
末
期
に
お
い
て
は
、
都
市
参
事
会
の
オ
ー
ブ
リ
ッ
ヒ
カ
イ
ト
化
の
進
展
、
そ
れ
を
制
限
す
る
、「
公
益
」
に
関
わ
る
平

民
の
共
同
統
治
権
、
各
ツ
ン
フ
ト
及
び
「
家
」
の
自
律
権
の
発
展
が
行
な
わ
れ
、
諸
団
体
の
自
律
化
が
最
高
度
に
展
開
し
た
。
近
世

の
成
立
と
は
、
一
方
に
お
い
て
、
そ
う
し
た
諸
制
度
を

中
間
的
権
力
の
性
格
を
一
定
程
度
帯
び
た

君
主
制
的
制
度
に
改
変

さ
せ
て
組
込
み
（「
変
容
」）、
他
方
に
お
い
て
、

中
世
以
来
の
、
君
主
権
と
市
民
自
治
権
と
か
ら
構
成
さ
れ
る
「
重
層
的
二
元
主

義
」
を
存
続
さ
せ
つ
つ
も

君
主
と
市
民
と
の
双
務
契
約
的
な
支
配
関
係
を
否
定
し
、「
公
益
」
に
関
わ
る
平
民
の
共
同
統
治
権
を

否
定
し
、
君
主
制
的
な
軍
事
権
と
行
政
権
（
内
政
上
の
到
達
目
標
を
設
定
し
、
公
共
の
福
祉
を
増
進
す
る
統
治
権
）
を
発
展
さ
せ
る

こ
と
で
あ
る
（「
断
絶
」）。
中
世
末
か
ら
近
世
へ
の
移
行
は
、
こ
の
変
容
と
断
絶
の
両
側
面
を
持
っ
て
い
た
。
そ
れ
故
、
時
代
区
分
論

的
に
、
中
世
末
期
は
、
近
世
を
準
備
し
た
側
面
を
持
つ
と
同
時
に
、
近
世
と
は
異
質
な
時
代
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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ン
ツ
の

統
治
構
造
に
お
け
る
ツ
ン
フ
ト
」（
佐
藤
伊
久
男
編『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
統
合
的
諸
権
力
の
構
造
と
展
開
』創
文
社
、
一
九
九
四
年
）、
三
八
一
｜
九

〇
頁
。

（
７

こ
の
問
題
に
つ
い
て
筆
者
は
既
に
以
下
の
「
訳
・
註
釈
」
で
論
じ
て
お
い
た
が
、
本
稿
で
も
行
論
上
必
要
で
あ
る
た
め
、
簡
略
化
し
て
述
べ
て
お
く

こ
と
に
す
る
。
拙
稿
、「『
マ
イ
ン
ツ
市
平
和
典
』（D

a
s F
ried

en
sb
u
ch d

er S
ta
d
t M

a
in
z

）（
Ｄ
）（
一
四
三
七
〜
一
四
四
四
年
）
訳
・
註
釈
（
一
）」

（『
史
淵
』
第
一
四
三
輯
、
二
〇
〇
六
年
）、
一
五
一

二
頁
。

（
８

F
r.
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M
o
n
e
H
rsg

.
,
D
a
s F

ried
en
sb
u
ch d

er S
ta
d
t M

a
in
z.
U
m
 
1430,

S
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（
９

C
.
H
eg
el,

V
erfa

ssu
n
g
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esch

ich
te v

o
n M

a
in
z,
N
a
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d
ru
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u
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L
eip
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G
o
ttin

g
en 1968,

S
.
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L
u
d
w
ig F

a
lck

,
D
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ta
d
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lu
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:
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.
D
u
m
o
n
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F
.
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F
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ch
u
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d
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C
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H
eg
el,
M
a
in
zer C

h
ro
n
ik 1,

S
.153 f.

最
近
で
は
Ｗ
・
ド
ブ
ラ
ス
が
、
こ
の
コ
ン
ラ
ー
ト
・
フ
メ
リ
の
よ
う
な
、「
長
老
」
門
閥
と
ツ
ン
フ
ト

中
世
か
ら
近
世
へ
の
移
行
期
に
お
け
る
都
市
統
治
の
構
造
と
機
能

二
四
〇



の
間
に
位
置
し
た
下
層
「
長
老
」
門
閥
に
着
目
し
て
、
①
彼
ら
こ
そ
が
闘
争
や
都
市
貴
族
（
支
配
）
の
崩
壊
に
あ
っ
て
決
定
的
な
役
割
を
担
い
、
②
身

分
と
し
て
の
都
市
貴
族
が
都
市
社
会
か
ら
姿
を
消
し
た
一
四
四
四
年
以
降
も
、
彼
ら
の
一
部
が
ツ
ン
フ
ト
市
制
の
指
導
的
地
位
に
就
い
て
い
た
、
と
主

張
し
て
い
る
。W

o
lfg
a
n
g D
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b
ra
s,
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u
n
zh
a
u
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en
o
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n
d a

n
d
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esch
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d
.
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S
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ro
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S
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（
13

拙
稿「
自
由
帝
国
都
市
マ
イ
ン
ツ
の
統
治
構
造
に
お
け
る
ツ
ン
フ
ト
」、
三
六
六
｜
七
一
、
三
八
六
｜
九
〇
頁
。
同
、
三
七
八
｜
九
、
三
八
五
頁
、
参

照
。
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一
四
世
紀
に
つ
い
て
は
、S

tep
h
a
n A

lex
a
n
d
er W

u
rd
tw
ein

H
rsg

.
,
M
a
in
tzer F

ried
e
b
u
ch
.
A
n
.
1335

1352,
in
:
d
erselb

e
H
rsg

.
,

D
ip
lo
m
a
ta
ria M

a
g
u
n
tin
a
,
B
d
.
I,
M
a
in
z 1788,

S
.
490

516

、
及
び
、
こ
の
『
平
和
法
典
』（
Ｃ
）
を
分
析
し
た
拙
稿
「
一
四
世
期
中
葉
自
由
都

市
マ
イ
ン
ツ
に
お
け
る
都
市
参
事
会
支
配
の
構
造
」（『
史
学
雑
誌
』
第
八
五
編
第
四
号
、
一
九
七
六
年
）、
三
九
｜
六
六
頁
を
参
照
。

（
15

C
.
H
eg
el,
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erfa
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n
g
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esch
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te v

o
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in
z,
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.
119.

（
16

W
ilh
elm

 
E
b
el,

G
esch
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er G
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u
n
g in D

eu
tsch

la
n
d
,
G
o
ttin

g
en 1958,

S
.
73

77

、
Ｗ
・
エ
ー
ベ
ル
著
、
西
川
洋
一
訳
『
ド

イ
ツ
立
法
史
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
五
年
、
一
二
三
｜
八
頁
。

（
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長
老
」
門
閥
の
代
表
で
あ
る
ハ
イ
ン
リ
ヒ
（
三
世
）・
ツ
ゥ
ム
・
ユ
ン
ゲ
ン
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、「
長
老
」
門
閥
の
上
層
は
マ
イ
ン
ツ
市
民
権

を
放
棄
し
て
、
下
級
貴
族＝

農
村
貴
族
へ
の
上
昇
を
図
っ
て
お
り
、
市
内
に
残
っ
た「
長
老
」門
閥
は
中
・
下
層
で
し
か
な
か
っ
た
。H

eid
ru
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reu
tzer,

A
u
f d
em
 
W
eg v

o
m
 
P
a
trizia

t zu
m
 
N
ied
era

d
el.
D
ie M

a
in
zer F

a
m
ilie zu

m
 
Ju
n
g
en u

n
d d

ie K
o
n
ig
e im

 
14.

u
n
d 15.

Ja
h
rh
u
n
d
ert,

in
:
M
ich
a
el M

a
th
eu
s u
n
d W

a
lter G

.
R
o
d
el

H
rsg

.
,
B
a
u
stein

e zu
r M

a
in
zer S

ta
d
tg
esch

ich
te

G
esch

ich
tlich
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n
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rt 2002,
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47,
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C
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H
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el,
V
erfa

ssu
n
g
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esch

ich
te v

o
n M

a
in
z,
S
.
95

98.
な
お
、
葡
萄
酒
の
購
入
や
小
売
の
際
の
税
を
め
ぐ
っ
て
の
都
市
と
聖
職
者
と
の
長

年
の
紛
争
に
つ
い
て
は
、
一
四
三
五
年
一
月
七
日
に
「
聖
職
者
協
定
（P

fa
ffen

ra
ch
tu
n
g

）」
が
締
結
さ
れ
、
聖
職
者
は
自
家
消
費
の
た
め
の
葡
萄
酒

購
入
の
際
に
は
免
税
と
さ
れ
、
小
売
の
際
に
は
市
長
及
び
都
市
参
事
会
に
よ
り
告
訴
さ
れ
る
と
な
っ
た
。D

ieter D
em
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n
d
t,S
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d
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errsch

a
ft u

n
d
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以
下
の
行
政
権
の

察
は
、
ヴ
ュ
ル
ツ
ブ
ル
ク
州
立
古
文
書
館
（S

ta
a
tsa
rch

iv
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世
か
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世
へ
の
移
行
期
に
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け
る
都
市
統
治
の
構
造
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W
u
rzb

u
rg

）
所
蔵
の
『
マ
イ
ン
ツ
市
会
計
簿
』（A

ccid
en
ta
l ＝

u
n
d
 
B
estellu

n
g
sb
u
ch
er
 
N
r.

1
1d

G
ro
ß
fo
l.

P
erg

.
:
M
a
in
zer

 
S
ta
d
trech

n
u
n
g 1410

S
ig
n
a
tu
r 40576

,
1436

ib
id
.
40577

,
1449

ib
id
.
40578

,
1458

ib
id
.
40579

,
1460

ib
id
.
40580

）、
及
び
、

『
年
代
記
』
記
載
の
「
会
計
簿
」（
一
四
三
七
、
一
四
三
八
｜
四
三
年
）
の
分
析
結
果
で
あ
る
。

（
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C
.
H
eg
el,
V
erfa

ssu
n
g
sg
esch

ich
te v

o
n M

a
in
z,
S
.
100 f.

同
様
の
事
象
は
南
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
諸
都
市
で
も
認
め
ら
れ
、
西
欧
の
一
般
的
事

象
で
あ
っ
た
と

え
ら
れ
る
。
藤
井
美
男『
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
国
家
と
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル

財
政
を
め
ぐ
る
形
成
期
近
代
国
家
と
中
世
都
市
』ミ
ネ
ル
ヴ
ァ

書
房
、
二
〇
〇
七
年
、
二
六
三
頁
。

（
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C
.
H
eg
el,

V
erfa

ssu
n
g
sg
esch

ich
te v

o
n M

a
in
z,
S
.
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100.

（
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Jo
sef K

u
lisch

er,
A
llg
em
ein
e W

irtsch
a
ftsg

esch
ich
te d

es M
ittela

lters u
n
d d

er N
eu
zeit,

B
d
.1,
M
u
n
ch
en 1928,

S
.
338 f.

（
22

J.
F
isch

er,
F
ra
n
k
fu
rt u

n
d d

ie B
u
rg
eru

n
ru
h
en in M

a
in
z
1332 b

is 1462
,
S
.
53 f.

（
23

拙
稿
「
自
由
帝
国
都
市
マ
イ
ン
ツ
の
統
治
構
造
に
お
け
る
ツ
ン
フ
ト
」、
三
七
八
、
四
一
一
頁
。

（
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E
b
erh

a
rd Isen

m
a
n
n
,
D
ie d

eu
tsch

e S
ta
d
t im

 
M
ittela

lter:
1250

1500,
S
tu
ttg
a
rt 1988,

S
.
291

293.
V
g
l.
O
tto B

ru
n
n
er,

D
a
s

” g
a
n
ze“

H
a
u
s u

n
d d

ie a
lteu

ro
p
a
isch

e
” Ö
k
o
n
o
m
ik
“,
in
:
d
erselb

e,
N
eu
e W

eg
e d

er V
erfa

ssu
n
g
s

u
n
d
 
S
o
zia
lg
esch

ich
te,

2.

v
erm

eh
rte A

u
f.,
G
o
ttin

g
en 1968,

S
.
103

127,

Ｏ
・
ブ
ル
ン
ナ
ー
著
、
石
井
紫
郎
他
訳
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
｜
そ
の
歴
史
と
精
神
』
岩
波
書
店
、
一

九
七
四
年
、
一
五
一
｜
八
九
頁
。

（
25

拙
稿
「
ド
イ
ツ
領
邦
絶
対
主
義
形
成
過
程
に
お
け
る
中
間
的
諸
権
力
」

下

（『
史
淵
』
第
一
四
〇
輯
、
二
〇
〇
三
年
）、
一
九
五
｜
二
三
六
頁
、
参

照
。

（
26

削
除
」、「
上
書
き
」
は
、F

r.
J.
M
o
n
e
H
rsg

.
,
D
a
s F

ried
en
sb
u
ch d

er S
ta
d
t M

a
in
z.
U
m
 
1430

に
お
い
て
、
条
項
ご
と
に
示
さ
れ
て

い
る
。
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H
ein
rich S

ch
ro
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e,
D
ie S

ta
d
t M

a
in
z u

n
ter k

u
rfu
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er V
erw
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n
g
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1792
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eitra
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esch
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er S
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a
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d
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a
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z 1920,

S
.
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eg
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esch
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（
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W
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D
o
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s,
D
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u
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rstlich

e S
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d
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is zu
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E
n
d
e d

es D
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ig
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h
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en K
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1462
1648

,
in
:
F
.
D
u
m
o
n
t,
F
.
S
ch
erf,

F
.

S
ch
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H
rsg

.
,
M
a
in
z.
D
ie G
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te d

er S
ta
d
t,
S
.
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都
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統
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